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   対馬市告示第３号 

    平成20年第１回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       平成20年３月４日 

                                 市長 松村 良幸 

   １ 期 日  平成20年３月11日 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

齋藤 久光君          堀江 政武君 

小西 明範君          小宮 教義君 

阿比留光雄君          三山 幸男君 

初村 久藏君          吉見 優子君 

糸瀬 一彦君          桐谷  徹君 

宮原 五男君          大浦 孝司君 

小川 廣康君          大部 初幸君 

兵頭  榮君          上野洋次郎君 

作元 義文君          黒岩 美俊君 

島居 邦嗣君          武本 哲勇君 

中原 康博君          桐谷 正義君 

畑島 孝吉君          扇 作エ門君 

波田 政和君                 

────────────────────────────── 

   ○３月12日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

   ○３月13日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

   ○３月24日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

   ○３月11日に応招しなかった議員 
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小宮 政利君                 

────────────────────────────── 

   ○３月12日に応招しなかった議員 

小宮 政利君          扇 作エ門君 

────────────────────────────── 

   ○３月13日に応招しなかった議員 

小宮 政利君          糸瀬 一彦君 

────────────────────────────── 

   ○３月24日に応招しなかった議員 

小宮 政利君                 

────────────────────────────── 



- 3 - 

────────────────────────────────────── 

平成20年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           平成20年３月11日（火曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成20年３月11日 午前10時00分開会 

    日程第１ 議席の指定 

    日程第２ 会議録署名議員の指名 

    日程第３ 会期の決定 

    日程第４ 議長の諸般の報告 

    日程第５ 市長の行政報告 

    日程第６ 市長職務代理者の施政方針説明 

    日程第７ 常任委員の選任について 

    日程第８ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第９ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第10 イノシシ等被害対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第11 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第12 自衛隊誘致増強調査特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第13 陳情第10号 地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行にあたっ 

               ては地方自治原則の堅持を求める陳情について（総務文教 

               常任委員会付託の閉会中の継続審査） 

    日程第14 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度対馬 

               市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第２号）） 

    日程第15 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

    日程第16 議案第２号 平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号） 

    日程第17 議案第３号 平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

    日程第18 議案第４号 平成１９年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予 

               算（第１号） 

    日程第19 議案第５号 平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予 

               算（第２号） 

    日程第20 議案第６号 平成１９年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第 

               ２号） 
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    日程第21 議案第７号 平成１９年度対馬市水道事業会計補正予算（第３号） 

    日程第22 議案第８号 平成２０年度対馬市一般会計予算 

    日程第23 発議第１号 道路特定財源の確保を求める意見書の提出について 

    日程第24 農業委員会委員の推薦について 

    日程第25 議席の一部変更について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議席の指定 

    日程第２ 会議録署名議員の指名 

    日程第３ 会期の決定 

    日程第４ 議長の諸般の報告 

    日程第５ 市長の行政報告 

    日程第６ 市長職務代理者の施政方針説明 

    日程第７ 常任委員の選任について 

    日程第８ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第９ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第10 イノシシ等被害対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第11 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第12 自衛隊誘致増強調査特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第13 陳情第10号 地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行にあたっ 

               ては地方自治原則の堅持を求める陳情について（総務文教 

               常任委員会付託の閉会中の継続審査） 

    日程第14 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度対馬 

               市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第２号）） 

    日程第15 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

    日程第16 議案第２号 平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号） 

    日程第17 議案第３号 平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

    日程第18 議案第４号 平成１９年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予 

               算（第１号） 

    日程第19 議案第５号 平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予 

               算（第２号） 

    日程第20 議案第６号 平成１９年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第 
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               ２号） 

    日程第21 議案第７号 平成１９年度対馬市水道事業会計補正予算（第３号） 

    日程第22 議案第８号 平成２０年度対馬市一般会計予算 

    日程第23 発議第１号 道路特定財源の確保を求める意見書の提出について 

    日程第24 農業委員会委員の推薦について 

    日程第25 議席の一部変更について 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 齋藤 久光君       ２番 堀江 政武君 

３番 小西 明範君       ４番 小宮 教義君 

５番 阿比留光雄君       ６番 三山 幸男君 

８番 初村 久藏君       ９番 吉見 優子君 

10番 糸瀬 一彦君       11番 桐谷  徹君 

12番 宮原 五男君       13番 大浦 孝司君 

14番 小川 廣康君       15番 大部 初幸君 

16番 兵頭  榮君       17番 上野洋次郎君 

18番 作元 義文君       19番 黒岩 美俊君 

20番 島居 邦嗣君       21番 武本 哲勇君 

22番 中原 康博君       23番 桐谷 正義君 

24番 畑島 孝吉君       25番 扇 作エ門君 

26番 波田 政和君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 小宮 政利君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長      永留 德光君  次長     橘  清治君 

参事兼課長補佐 阿比留 保君  副参事兼係長 三原 立也君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 
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市長職務代理者 …………………………………………………………… 中島  均君 

統括監 ……………………………………………………………………… 松原 敬行君 

統括監 ……………………………………………………………………… 清水 達明君 

統括監 ……………………………………………………………………… 大浦 義光君 

総務課長 …………………………………………………………………… 平間 寿郎君 

政策部長 …………………………………………………………………… 阿比留博文君 

市民生活部長 ……………………………………………………………… 斉藤 勝行君 

福祉部長 …………………………………………………………………… 勝見 末利君 

保健部長 …………………………………………………………………… 山本 輝昭君 

観光商工部長 ……………………………………………………………… 長  信義君 

農林水産部長 ……………………………………………………………… 小島 憲治君 

建設部長 …………………………………………………………………… 川上  司君 

水道局長 …………………………………………………………………… 齋藤 清榮君 

教育長 ……………………………………………………………………… 米田 幸人君 

教育部長 …………………………………………………………………… 日高 一夫君 

美津島支所長 ……………………………………………………………… 内田  洋君 

豊玉支所長 ………………………………………………………………… 松井 雅美君 

峰支所長 …………………………………………………………………… 阿比留博幸君 

上県支所長 ………………………………………………………………… 武田 憲次君 

上対馬支所長 ……………………………………………………………… 梅野 茂希君 

消防長 ……………………………………………………………………… 阿比留仁志君 

会計管理者 ………………………………………………………………… 森田 健一君 

監査委員事務局長 ………………………………………………………… 阿比留義邦君 

農業委員会事務局長 ……………………………………………………… 瀬崎万壽喜君 

財政課長 …………………………………………………………………… 扇  照幸君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（波田 政和君）  おはようございます。報告いたします。小宮政利君より遅刻の申し出が

あっております。 

 今回、対馬市議会議員補欠選挙に当選されました齋藤久光君及び堀江政武君、まことにおめで

とうございます。 

 それでは、それぞれお二人にごあいさつをお願いしたいと思います。 
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 まず初めに、齋藤久光議員、お願いいたします。 

○議員（１番 齋藤 久光君）  皆さん、おはようございます。ただいま議長より御紹介いただき

ました齋藤久光でございます。このたびの補欠選挙におきまして、市民多くの皆様方の御支援を

いただき、議席をちょうだいいたしましてまことにありがとうございます。市民の多くの負託を

受けて、齋藤久光も、市民の福祉向上と対馬市発展のために一生懸命頑張る覚悟でございます。

どうぞ関係各位の皆様、先輩各位の御指導をよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつといた

します。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（波田 政和君）  続きまして、堀江政武君お願いいたします。 

○議員（２３番 堀江 政武君）  おはようございます。ただいま御紹介いただきました堀江政武

です。住所は厳原町久和３７３番地、皆様方と一緒になって、対馬市の活性化と発展のために、

全力を尽くしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。（拍手） 

○議長（波田 政和君）  次に、市長、松村良幸君が病気による緊急入院のため、欠席の申し出が

あっております。したがって、総務部長、中島均君が市長の職務を代理する旨の通知があってお

ります。 

 職務代理者、中島均君からあいさつの申し出があっております。職務代理者、中島均君。 

○市長職務代理者総務部長（中島  均君）  おはようございます。お許しをいただきましたので、

職務代理者として、この場をお借りし、議員皆様と市民の皆様におわびとお願いを申し上げたい

と思います。 

 本日は、本来ならば議会を召集した市長がこの場に立つべきでございますが、３月２日に執行

されました対馬市長選挙後に持病であります糖尿病と心臓疾患が悪化し、体調を崩されまして緊

急入院を余儀なくされております。そのため、昨日より職務代理者を置かざるを得ない事態とな

り、市長より本日欠席する事態となりましたことにつきまして、議員皆様には多大な御迷惑をお

かけしたことを衷心よりおわび申し上げたいとのことでございます。 

 本日は、市長にかわり職務代理者として議案提案の機会を与えていただきますようおわびとお

許しをあわせてお願い申し上げる次第でございます。 

 また、今回の対馬市議会議員補欠選挙におきまして当選されました齋藤久光議員さん、堀江政

武議員さんにおかれましては、めでたく当選の栄位を得られて、まことに喜びに耐えないところ

でございます。両議員におかれましては、市政発展のため、格別の御指導、御協力を賜りますよ

う、切にお願い申し上げる次第でございます。 

 甚だ簡単ではございますが、職務代理者としてのあいさつとさせていただきます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  ただいまから平成２０年第１回対馬市議会定例会を開会いたします。 
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 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議席の指定 

○議長（波田 政和君）  日程第１、議席の指定を行います。 

 今回の対馬市議会議員補欠選挙において当選されました齋藤久光君及び堀江政武君の議席は、

会議規則第４条第２項の規定によって議長が指名いたします。今お座りの齋藤久光君を１番、堀

江政武君を２３番に指定いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名 

○議長（波田 政和君）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定によって、中原康博君及び桐谷正義君を指名いた

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（波田 政和君）  日程第３、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配付しております会期日程表のとおり、本日から

３月２４日までの１４日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から３月

２４日までの１４日間に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議長の諸般の報告 

○議長（波田 政和君）  日程第４、議長の諸般の報告を行います。 

 諸般の報告は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．市長の行政報告 

○議長（波田 政和君）  日程第５、市長の行政報告を行います。 

 市長職務代理者から行政報告の申し出があっております。これを許します。市長職務代理者総

務部長、中島均君。 

○市長職務代理者総務部長（中島  均君）  お許しをいただきまして、私の方から開会あいさつ

と行政報告をさせていただきます。 
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 本日、ここに平成２０年第１回対馬市議会を召集いたしましたところ、議員の皆様には、御健

勝にて御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 本定例会において御審議をお願いします案件は、承認案件１件、平成１９年度一般会計補正予

算等７件、平成２０年度対馬市一般会計予算等１３件、条例の制定及び一部改正１４件、辺地に

係る公共的施設の総合的な整備計画１件、規約の変更１件、市道の認定４件、新たに生じた土地

の確認及び字の区域の変更２件など、あわせて４３件の議案について御審議をお願いするもので

ございます。 

 議案の内容につきましては、後ほど担当部長等に説明させたいと存じますので、何とぞよろし

く御審議くださいまして、適正なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、１２月定例会以降の主な事項について概略御報告申し上げます。 

 対馬空港の愛称について。 

 昨年３月対馬空港の利用促進による交流人口拡大を図り、空港が身近で親しみのあるものにす

ることを目的として、各種団体から選出いただいた委員１５名からなる対馬空港愛称検討委員会

を設置し、市民の皆様の意見を聞きながら、対馬空港の愛称について検討を行ってまいりました。 

 委員会では、昨年９月から１０月にかけて一般公募により愛称を募集し、県内外から１,６１６件

の応募をいただき、その後市内小学生、中学生、高校生を対象とした愛称投票を行い、委員会で

の最終選考の結果、愛称は「対馬やまねこ空港」に決定いたしました。 

 今後の愛称活用方策については、対馬空港愛称検討委員会で協議中でありますが、長崎県や航

空会社を初め、関係団体に御協力をいただきながら、時刻表等のさまざまな媒体により広く普及

させ、対馬空港及び対馬市の知名度向上を図り、対馬空港の利用促進につなげてまいりたいと考

えております。 

 次に、厳原博多間のフェリー減便の延長について。 

 平成２０年１月１７日、九州郵船株式会社の竹永社長、龍造寺常務が来庁され、依然と続く原

油価格の高騰による燃料費の増加、加えて旅客者数の減少や公共事業等の削減による物流の停滞

に伴う商用車、貨物車等の減少による収入減により、平成１９年１１月１日より実施いたしてお

ります厳原博多間のフェリーの１便減を引き続き実施したいとの申し入れがあっております。 

 減便は、年末年始等の繁忙期を除き、現在実施中であります２０時３５分の博多発厳原行き、

その便の折り返し便となっております翌朝４時３０分の厳原発博多行きが引き続き減便となりま

す。 

 市といたしましては、交流人口拡大による航路利用促進を図り、九州郵船株式会社に対しまし

ても、市民の皆様へのサービス、利便性向上について申し入れる等、今後も引き続き協議を進め

てまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（波田 政和君）  以上で、行政報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．市長職務代理者の施政方針説明 

○議長（波田 政和君）  日程第６、市長職務代理者の施政方針説明を議題とします。 

 市長職務代理者の説明を求めます。市長職務代理者総務部長、中島均君。 

○市長職務代理者総務部長（中島  均君）  平成２０年度の一般会計予算及び特別会計予算案の

御審議をお願いするに当たりまして、予算編成方針とその概要を御説明申し上げます。 

 早いもので、平成１６年３月に対馬市が誕生してから４年が経過いたしました。合併当初から

予想以上の厳しい対馬市の財政事情に直面し、行財政改革を進めてまいりましたが、市民の皆様

に御理解、御協力をいただいたおかげで、確実に財政健全化の道を歩みつつあることは確かであ

り、一定の成果を上げてきたと確信しているところであります。 

 平成１７年度に策定いたしました対馬市中期財政計画も平成２０年度は５カ年計画の３年目に

入ります。 

 子供や孫の世代にツケを回さないためにも、中期財政計画に沿って引き続き歳出の見直し、抑

制を行い、簡素で効率的な行財政運営に向けて取り組んでいく必要があります。 

 新年度予算の編成におきましては、市長選挙の年でもあり、骨格予算としながらも、直面する

諸課題に停滞することなく取り組む必要があることから、住民生活に直結した事業や継続事業等

につきましては、可能な限り計上したところであります。 

 以下、対馬市総合計画に定めるまちづくりの目標に沿って編成いたしました平成２０年度予算

の内容について、御説明申し上げます。 

 まず、国の予算編成の基本的な考え方ですが、平成２０年度予算は、歳出改革を軌道に乗せる

上で極めて重要な予算であり、歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決し

て緩めることなく、国、地方を通じ、引き続き最大限の削減を行うとともに、若者があすの希望

を持ち、お年寄りが安心できる希望と安心の国の実現のため、予算の重点化、効率化を行うとし

ております。このため、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、一般歳出及び一般会計歳出に

ついて厳しく抑制を図ることにしております。 

 そうした中で、平成２０年度の地方財政においては、地方財政計画の規模の抑制に努めても、

なお平成１９年度に引き続き大幅な財源不足の状況にあります。社会保障関係経費の自然増が見

込まれることに加えて、地方財政の借入金残高は、平成２０年度末に１９７兆円と見込まれ、今

後、その償還負担が高水準で続くことになり、将来の財政運営が圧迫されることが強く懸念され

ているところであります。 
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 現下の極めて厳しい地方財政の状況、国、地方を通じる歳出、歳入一体改革の必要性を踏まえ

ると、引き続き、地方公共団体においては、地方分権の時代にふさわしい、簡素で効率的な行政

システムを確立するため、徹底した行財政改革を推進し、歳出の徹底した見直しによる抑制と重

点化を進め、また、歳入面でも自主財源について積極的な確保策を講じるなど、効率的で持続可

能な財政への転換が急務であるとされております。 

 平成２０年度の予算編成に当たっては、このような現状を踏まえ、財政の健全性の確保に留意

しつつ、喫緊の課題である地方の再生に向け、知恵と工夫を生かした産業振興、地域活性化や生

活の安全安心の確保などの重点施策の展開等について積極的に取り組むよう求められております。 

 次に、本市の平成２０年度の予算編成に当たりましては、骨格予算としながらも、これまで述

べました政府予算の基本的な考え方や地方財政収支見通しの概要等を十分に踏まえたものとして

おります。 

 さらに、対馬市行財政改革大綱に基づく、新しい地方の時代に対応した事務事業の見直しや民

間委託等を推進し、行政の効率化と歳出の見直しによる財政の健全化に努め、対馬市総合計画の

「アジアに発信する歴史海道都市」の実現と住民福祉の向上を図ることを基本方針としておりま

す。 

 その結果、平成２０年度の予算規模は、一般会計で２７５億７,５００万円、診療所特別会計

で３億２,３５９万８,０００円、国民健康保険特別会計で５１億９,８７０万４,０００円、老人

保健特別会計で３億９,５４７万１,０００円、後期高齢者医療特別会計で３億６,６４１万

３,０００円、介護保険特別会計で２８億６,６００万１,０００円、介護保険地域支援事業特別

会計で１億１,３８５万３,０００円、特別養護老人ホーム特別会計で４億５,８７３万

１,０００円、簡易水道事業特別会計で１２億２,１４５万円、集落排水処理施設特別会計で

２,１００万円、旅客定期航路事業特別会計で３,１３２万５,０００円、風力発電事業特別会計

で３,３６０万円を計上し、一般会計予算から風力事業特別会計までの予算総額は３８６億

５１４万６,０００円であります。 

 地方公営企業法の適用を受けます水道事業会計は、収益的収入２億６,５７４万円、収益的支

出２億５,１９７万９,０００円、資本的収入２,５８３万９,０００円、資本的支出２億

４,４８０万４,０００円といたしております。 

 次に、予算の概要について御説明申し上げます。 

 まず、一般会計予算でありますが、前年度予算額より４.２％減の２７５億７,５００万円とし

ております。 

 歳入予算の主な内容といたしまして、市税につきましては、前年度に比べ７％の減を見込んで

おります。 
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 ２番目に、地方譲与税、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金等につきま

しては、平成１９年度の交付見込み額の１０％減といたしております。 

 ３、地方交付税につきましては、２.９％の減としております。 

 平成２０年度は、地方財政対策として、地方再生対策費が創設されたことにより、地方交付税

の総額は１.３％程度伸びる見込みでありますが、本市におきましては、骨格予算でもあり、留

保財源の確保及び減少要素も考慮して計上いたしております。 

 ４、繰入金につきましては、財源不足を補てんするため、財政調整基金、減債基金、振興基金

を取り崩し６億円を計上いたしております。 

 ５、市債につきましては、辺地対策事業債、過疎対策事業債、合併特例債等の財源補てんのあ

る市債、並びに一般財源不足に対応するため、地方財政法第５条の特例として発行する臨時財政

対策債及び退職手当債等を計上いたしております。 

 次に、歳出予算について申し上げます。 

 本市を取り巻く財政状況は、依然として厳しいことを認識し、経費の抑制と事務事業の見直し

を行うことにより、引き続き財政の健全化を推進することにしております。 

 限られた財源を最大限有効に活用して、市政に対する市民の期待にこたえ、第１次対馬市総合

計画の「まちづくりの基本理念」であります多彩な自然を生かした元気産業づくり、東アジアに

輝く交流の島づくり、安心して快適に暮らせる生活環境づくりの３つの基本理念をもとに、本市

の将来像であります「アジアに発信する歴史海道都市対馬」の実現に向けて予算を編成したとこ

ろであります。 

 まず、性質別に、その概要を御説明申し上げます。 

 人件費につきましては、毎年定年退職者等が見込まれているところですが、定員の適正化計画

に基づき、人件費の抑制に努めております。 

 扶助費につきましては、長引く不況等の影響から高い水準を続けている生活保護費、制度改正

による児童手当が増加する見込みでございます。 

 公債費につきましては、依然として高い水準でありますが、地方債の抑制、繰り上げ償還等の

実施により徐々に減少しております。 

 普通建設事業費につきましては、骨格予算でもありますが、継続事業等につきましては、当初

から計上いたしております。建設事業におきまして、公債費の増加を抑えるために、毎年建設事

業を抑制しているところであります。 

 物件費につきましては、燃油の高騰等による増の要因はあるものの、経費の一層の節減合理化

を図ることにより、全体としては減となっております。 

 特別会計の繰り出し金につきましては、後期高齢者医療制度の開始により、老人保健特別会計
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の繰り出し金が大幅に減少したため、全体でも大幅な減となっております。 

 次に、対馬市総合計画の６つの施策の大綱ごとに歳出予算の内容を御説明いたします。 

 まず、施策の大綱第１の「創造的な産業と次世代の担い手をはぐくむ人とまち」では、地場産

業の振興と観光との連携、商業集積の高度化、魅力向上、ＵＩターン等の定住化対策の促進を重

点施策としております。 

 産業基盤整備のための林道開設事業、漁港、漁場整備事業、港湾整備事業等各産業の基盤施設

整備の充実を図る必要があります。水産資源の管理と継続的な利用を図るための磯焼け対策事業、

種苗放流事業、また、有害鳥獣から農林産物の被害防止等を図る有害鳥獣被害防止対策事業、イ

ノシシ、シカの捕獲補助金等を計上いたしております。 

 定住化対策の促進では、漁業に就業する意欲のある者を育成する２１世紀の漁業担い手確保推

進事業、島外転出者の呼び戻しを含めた本市へのＵ・Ｉターンの事業を推進する必要があります。 

 地域経済の活性化や若者島内定住、新たな雇用の創出等を促進するため、企業誘致の取り組み

を行っているところですが、引き続き企業誘致を進めていく必要があります。 

 平成１９年度は、国土交通大臣杯第３回離島交流少年野球大会を対馬市において開催いたしま

した。遠くは、東京都の大島町や八丈町、新潟県の佐渡市などからも参加をいただき、親善野球

大会、まさかりドリームスによる野球教室等が盛会に行われたところであります。野球を通して

明るく健康的で元気なまちづくりを進めるために、また次世代を担う青少年に夢や希望を与える

ための対馬市民球団「まさかりドリームス」の運営委託料を計上いたしております。 

 施策の大綱第２に「豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち」では、かけが

えのない自然環境の保全、自然循環型社会の構築、自然を生かした生活環境の魅力化を重点施策

としております。 

 海山等の自然環境を保全する活動を推進するために、日韓大学生、地域のボランティア等の参

加をいただいて実施している漂着ごみ海岸清掃等に係る事業費を今年度も計上いたしております。 

 今日の環境問題は、地球温暖化といった地球規模での問題から、ごみ問題や大気汚染といった

身近な問題にまで広がっております。資源循環型社会の構築を図るため、生ごみ堆肥化容器設置

に対する助成及び循環型社会形成推進のための地域計画を策定いたします。 

 本市には、全国にも類を見ない自然が豊富に残されております。国の天然記念物に指定されて

いるツシマヤマネコやヒトツバタゴ等を初め、対馬でしか見ることのできない野生動植物の保護

に向けて、市民、対馬野生生物保護センターと連携し、保護啓発活動を推進していく必要があり

ます。 

 施策の大綱第３の「固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち」では、韓国を初めとす

る東アジア都市との国際交流の促進、独自の地域資源を生かした交流人口の拡大、広域交流を支
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える交通アクセスの強化を重点施策としております。 

 島内外の広域的な交流活動の促進や国境を越えた文化交流を充実するために、対馬アリラン祭

り、国境マラソン、ちんぐ音楽祭の対馬三大イベントを初め、影島区との行政交流、ホームステ

イ等交流事業、日韓交流教育促進事業、離島留学生ホームステイ事業等を計上いたしております。 

 また、街なみ環境整備、今屋敷公園整備等の観光客受け入れ体制の基盤整備を行い、シーカヤ

ックマラソン開催などの自然体験型観光を推進していく必要があります。 

 国の名勝指定を受け、整備を進めておりました旧金石城庭園「心字池」につきましては、５月

の開園に向けて準備を進めているところであります。観光誘致にはずみがつき、市民や観光客に

愛される史跡になってほしいと期待しているところでございます。 

 施策の大綱第４の「地域が連携して支える教育文化の充実した人とまち」では、安心して学べ

る学校教育環境の構築、地域資源を生かした生涯学習の充実、芸術、文化活動の振興を重点施策

としております。 

 豊かな心や確かな学力をはぐくむ教育体制を構築するための総合学習事業、心の教室相談員事

業等を計上しております。また、学校図書の充実、教育用パソコン更新等教育施設の充実、整備

費等を計上いたしております。 

 安心安全な子供の活動拠点を設け、地域の皆さんの参画を得て文化活動、交流活動を推進して

おります放課後子ども教室推進事業を今年度は１校から３校に拡大しております。 

 芸術文化活動の振興を図るために、文化施設の充実と生涯学習や地域づくり活動を積極的に支

援していく必要があります。つしま市図書館を、地域の情報発信基地として充実するための図書、

視聴覚備品等の整備、また、一流の芸術・文化に触れる機会を提供する公演事業、青少年劇場開

催事業等を計上いたしております。 

 施策の大綱５の「思いやりと健やかさを育む健康、福祉の人とまち」では、医療・救急体制の

充実、保健・福祉サービスの充実、スポーツ健康増進施設の充実、住民の社会参加支援システム

の構築を重点施策としております。 

 公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保に重要な役割を果た

しております。必要な医療を安定的に提供していくため、離島医療圏病院、救急医療対策等の充

実をしなければなりません。また、診療所の機能分担・強化、統廃合を含めた新たな高度医療体

制の検討、夜間・休日の救急医療体制の充実など、地域に必要は公立病院の持続可能な運営のた

め、平成２０年度中に公立病院改革プランを策定することにしております。 

 急速な高度化の進展や疾病構造の変化に伴い、健康の増進の必要性が著しく増加しております。

このため、市民の健康を守る環境づくりを推進するための計画書、「健康対馬２１」を策定いた

します。 
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 保健・福祉サービスの支援につきましては、妊婦母子健診に対する助成を２回から５回に拡大

し、また、はしか、風疹混合接種の拡大を図り、予防重視型システムへの転換を図ることにして

おります。 

 市民の健康増進のために、スポーツ、健康増進施設の充実とスポーツ振興事業を支援し、また、

住民の社会参加支援システムの構築を図るため、地域福祉ネットワーク事業、福祉のまちづくり

推進事業、シルバー人材センターの運営、放課後児童健全育成事業費等を計上しております。 

 施策の大綱第６の「快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち」では、身近な道路交通

ネットワークの整備促進、安全で質の高い住環境の整備、地域情報通信ネットワークの構築を重

点施策としております。 

 道路交通ネットワークの構築につきましては、市民の要望も強いところでありまして、国、県

道の整備を初め、島内をスムーズに移動できる道路交通の整備を促進する必要があります。また、

島内交通の利便性を確保するため、公共交通機関のあり方を検討しておりますが、今年度からス

クールバスの空き時間を活用して、路線バスにかえて市営バスを２路線運行することにしており

ます。 

 安全で質の高い住環境の整備を図るため、市営住宅の整備、維持補修、北部地区斎場建設事業、

また、安全・安心のまちづくりのための急傾斜地崩壊対策事業、公共建築物耐震診断調査、安

全・安心住まいづくり支援事業費等を計上いたしております。 

 市内全域を網羅する地域情報ネットワークの構築を図り、市民が等しく情報を共有するための

ＣＡＴＶ整備事業を進めております。 

 暫定的でありますが、工事の完了した地区から逐次、市の有線テレビ放送だけは受信できるよ

うにしております。市民のだれもが最先端の情報通信を手軽にいつでも利用できるよう、平成

２２年４月の全面開局に向けて事業を推進しているところであります。 

 以上が、対馬市第１次総合計画の６つの施策大綱に基づく各種事業であります。 

 次に、特別会計予算について御説明申し上げます。 

 診療所特別会計予算につきましては、市民の健康保持に必要な医療を提供するために、仁田、

伊奈、鹿見の３診療所を加え、１３診療所を運営する費用を計上いたしております。 

 国民健康保険特別会計予算につきましては、４月からの医療保険制度の改革によりまして、老

人保健制度にかわる高齢者医療制度の創設、特定健康診査、保健指導の実施にかかる費用を計上

いたしております。 

 国民健康保険税につきましては、平成１９年度までの医療給付費分と介護納付金分の２本立て

から、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の３本立てとなっております。 

 老人保健特別会計予算につきましては、平成２０年４月から実施される後期高齢者医療制度に
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より、老人保健特別会計は２０年３月診療分及び月おくれ請求にかかる医療費及び事務費の予算

となっております。 

 後期高齢者医療特別会計、高齢者医療の確保に関する法律に基づき、新しい医療制度による特

別会計を設けるものでございます。 

 制度の運営は、長崎県後期高齢者医療広域連合が行い、市町は保険料の徴収や申請、届け出の

受け付け等の窓口事務を行います。運営に係る財源は、公費５割、現役世代が支援する後期高齢

者支援金４割、被保険者の保険料１割となっております。 

 介護保険特別会計予算につきましては、平成１８年４月から第３期介護保険事業計画によりま

して、利用者、利用回数、グループホーム等のサービス提供事業所数及び法改正に伴う新予防給

付の創設等による給付費等を算定して、予算を編成いたしております。 

 介護保険地域支援事業特別会計予算につきましては、平成１８年４月から施行された改正介護

保険法で定められた地域支援事業を実施するために、地域包括支援センターとして必要な費用を

計上しております。 

 特別養護老人ホーム特別会計予算につきましては、特別養護老人ホーム「浅茅の丘」、「日吉

の里」の入所者に係る費用を見込んで計上いたしております。 

 簡易水道特別会計予算につきましては、市民に安全で良質な飲料水を安定して供給するための

費用を計上しております。 

 極めて厳しい財政状況を踏まえ、水道料金未収金の処理、適切な料金の設定を初め、施設の統

廃合や広域管理システムによる集中管理の推進等、より一層経費の節減と業務の合理化を進め、

財政運営の合理化に努めてまいります。 

 集落排水処理施設特別会計予算につきましては、阿連地区の漁業集落排水処理施設の管理運営

に必要な費用を計上いたしております。 

 旅客定期航路事業特別会計予算につきましては、利用客が減少傾向にある上に、燃油の高騰等

により経営が厳しくなっております。 

 このため、旅行業者との連携を密にし、浅茅湾の観光周遊船としての利用客の増加を図ります。 

 風力発電事業特別会計予算につきましては、平成１５年４月の供用開始以来、一般会計からの

繰り入れを行うこともなく、健全な財政運営を行っております。 

 近年は、施設の修繕費等がかさみ、風力発電財政調整基金への積み立てが厳しくなってきてお

りますが、今後も管理経費の節減を図り、健全運営を目指します。 

 水道事業会計予算につきましては、地方公営企業として一般会計からは独立して運営し、経営

に関する費用は、経営に伴う収入で賄うことになります。 

 収益的収支は黒字でありますが、資本的収支については２億１,８９６万５,０００円の不足を
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見込んでおります。この不足分につきましては、当該年度分損益勘定留保資金等で補てんするこ

とにしております。 

 以上、平成２０年度の市政の主要施策を申し述べました。限られた財源の中から緊急性及び必

要性により厳しい選択を行い、事務事業の推進に努めることにしておりますが、政策課題はまだ

まだ山積みしております。 

 本市を取り巻く社会経済環境や財政状況は依然として厳しいものがありますが、市民の皆様と

一緒になって英知を結集して、創意工夫を重ねていくことが「元気な対馬づくり」を実現する唯

一の方法だと考えております。 

 市民の皆様お一人お一人が豊かでゆとりのある生活を実感できるよう、夢と希望が持てる対馬

の振興発展に、強い信念と情熱を持って進めていく必要があります。 

 何とぞ、議員各位並びに、市民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、松村市長は、持病により急遽入院せざるを得ない状況になりまして、議

会を召集したにもかかわらず出席できないことをまことに申しわけなく、残念に考えておられま

す。 

 今後は、新市長と議会が一致協力して、魅力的で活力のある対馬づくりのために、なお一層の

御尽力をお願いしますということをぜひ伝えてほしいということでありますので、どうかよろし

くお願いいたします。 

 平成２０年３月１１日、対馬市長職務代理者、対馬市総務部長、中島均、よろしくお願いしま

す。 

○議長（波田 政和君）  以上で、施政方針説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．常任委員の選任について 

○議長（波田 政和君）  日程第７、常任委員の選任についてを議題とします。 

 今回の対馬市議会議員補欠選挙において当選されました齋藤久光君及び堀江政武君の常任委員

の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、堀江政武君を総務文教委員に、齋藤

久光君を産業建設常任委員に指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、堀江政武君を総務文教委員に、齋藤

久光君を産業建設常任委員に選任することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（波田 政和君）  日程第８、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 
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 総務文教常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長、大部初幸君。 

○議員（１４番 大部 初幸君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまより総務文教常任委員会所管事務調査報告をいたします。 

 平成１９年第１回定例会において、会議規則第９８条第１項の規定により、閉会中の事務調査

の承認を得ておりました当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１０３条の規定により報

告いたします。 

 当委員会は、２月５日、対馬市交流センター３階、第６会議室において、中原康博委員は欠席

でありましたが、説明員として市長部局より中島総務部長、平間総務課長の出席を得て、また、

法令関係の有識者として対馬市の顧問弁護士、森総合法律事務所の森裕美子弁護士を参考人とし

て御出席いただき、対馬市政治倫理条例及び施行規則の内容について調査研究を行いました。 

 前回、平成１９年第４回定例会での委員会報告に沿って、有識者の意見や他の自治体の条例等

を参考として調査研究を進めました。対馬市政治倫理審査会からの改正要望６項目（政治倫理基

準の一部、市の公共工事等に関する遵守事項２項目、市民の調査請求権の範囲、審査の期間及び

施行規則中、審査会の定足数）に、新たに「審査会委員の再任について」を含めた７項目につい

て調査しました。 

 当日は、条例第５条第１項の規定にある「実質的に経営に携わっている企業の定義について」

を除く６項目について結果を得ることができましたが、「実質的に経営に携わっている企業の定

義について」の調査は、特に、慎重を要することもあり、この日は結論を見出すことができず、

再度委員会を召集することとしました。 

 ２回目の事務調査を３月５日、対馬市交流センター３階、第６会議室において、全委員出席、

説明員として市長部局より中島総務部長、平間総務課長の出席を得て、また前回に引き続き、森

裕美子弁護士を参考人として御出席いただき、「実質的に経営に携わっている企業の定義につい

て」調査を行い、結果を得ることができました。 

 ２日間にわたる事務調査の結果は次のとおりであります。 

 要望１、条例第３条第１項第６号の条文の表現は抽象的表記であるため、具体的な表現に改正

していただきたい。 

 結果、規定をすべて具体的表現にするとその枠に該当しない行為が発生した場合の受け皿がな

くなる。そのため、ある程度抽象的な規定が必要となる。よって、この条文は現行どおりがよい

と判断される。 

 要望２、条例第５条第１項の規定に、「実質的に経営に携わっている企業」とあるが、何をも

って「実質的」に当たるのかが不明であり、審査をする上で判断に苦慮しております。ここは、

判断する上で重要な部分でありますので、ぜひ所要の改正をお願いするものです。 
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 結果、「実質的に経営に携わっている企業」だけでは表現が漠然としており、調査において判

断に苦慮されていること。また、他の自治体においても、ある程度の基準が設けられている例が

多く見られることから、第５条に次の判断基準を追加することが望ましいことを確認しました。 

 「実質的に経営に携わっている企業」とは、（１）議員、市長等の配偶者、１親等の親族及び

２親等の親族、議員、市長等が資本金その他これに準ずるものの３分の１以上を出資している企

業。（２）議員、市長等の配偶者及び議員、市長等が年額３００万円以上の報酬（顧問料等、そ

の名目を問わない）を受領している企業。（３）議員及び市長等が、その経営方針に関与してい

る企業。 

 要望３、条例第５条第２項については、次の改選時から公職選挙法第１０４条に規定する地方

自治法第９２条の２、または第１４２条の関係を有するものは、関係を有しなくなった旨の届け

出を選挙管理委員会へ提出するとともに、あわせて政治倫理条例の条文として誓約書の提出及び

辞退届の提出についても明確な規定を求めたい。 

 結果、政治倫理条例を遵守し、みずからを律する意味において、誓約書を提出することは望ま

しいと思われる。また、同条文中に辞退届の提出期限を「任期開始の日から２０日以内」と規定

しているが、対馬の地理的条件等を考えると、「任期開始の日から３０日以内」が適当であり、

任期開始の日以後において、当該事実が発生した場合の辞退届の取り扱いについても明記すべき

と判断される。 

 要望４、条例第８条第１項に規定する「６００分の１以上、または５０人以上の連署」では、

いとも簡単に署名が集まり、審査の乱用請求が見受けられる。それに押印、サイン等の規定が特

にない。規則の様式には、印の欄が存在するため、審査請求に重みが感じられない。 

 結果、現行の規定では、改正要望のとおり請求権の乱用につながるおそれがあり、請求権の重

み等を考慮すると「１００分の１以上、または３００人以上の連署」程度が妥当であり、自書、

捺印等の規定についても盛り込むべきである。 

 また、請求書に不備等があった場合の却下規定も必要と思われる。 

 要望５、条例第９条第４項においては、「審査を付託された日から３０日以内に調査を完了し、

調査書を議長及び市長に報告しなければならない」と規定されているが、３０日の間に結論を出

すことは非常に困難である。他の自治体の多くは、「６０日以内」または「９０日以内」として

いる団体が多いので、当市においても十分な審議が進められるよう改正をお願いしたい。 

 結果、３０日以内に審査会を３回開催すると仮定して、１０日に１回の割合であり、資料の提

出要請、開催文書の準備等を考えると、３０日は非常に短期間である。しかし、余り長い審査期

間を設定すると、早期の問題解決に支障を生じるおそれもある。したがって、倍の６０日以内を

基本として、やむを得ない理由があるときは９０日を限度として期間を延長できる規定を設ける
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べきである。 

 要望６、規則第４条第２項で定める「委員の定数の３分の２以上の出席」とあるが、諸般の事

情により、いつの会議においても、かろうじて成立している状況が続いている。このことにより、

「委員の定数の過半数以上の出席」に改正していただきたい。 

 結果、他の自治体の例では、委員数が対馬市より少ない自治体でも、過半数以上の出席を適用

しているところが見られる。また、３分の２以上の出席では、限られた期間内で審査を行うこと

に不便がある。よって、過半数以上の出席を定足数とすることで問題ないと判断される。 

 要望７、条例第６条第４項の規定では、「審査会の委員の任期は４年とし、引き続いての再任

はできない」と規定されているため、市の顧問弁護士を再任することができないので改正してい

ただきたい。 

 結果、審査会には、法規に精通された方の出席は必要不可欠であり、当然、対馬市の顧問弁護

士が適任と考えられるので、審査会の委員は再任できる方向に改正すべきである。 

 以上の改正要望は、政治倫理審査会委員の皆様が実際に審査を行った過程において、現行条例

は不明確、または不適当な表記が見られ、審議、判断等の妨げになっているため、その解消を求

めるものであります。当委員会としては、今回の調査結果が、条例改正等に結びつき、政治倫理

審査会の円滑かつ適正な運営に反映されることを期待するところであります。 

 最後になりましたが、御多忙中にもかかわりませず、当委員会の参考人として御出席いただき、

貴重な御意見を賜りました森総合法律事務所弁護士、森裕美子氏に対し厚くお礼を申し上げ、総

務文教常任委員会の調査報告といたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。１１時５分から再開します。 

午前10時54分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時05分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（波田 政和君）  日程第９、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長、三山幸男君。 
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○議員（５番 三山 幸男君）  産業建設常任委員会所管事務調査報告書。平成１９年第１回定例

会において、会議規則第９８条の規定により、事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査

の内容とその概要を、会議規則第１０３条の規定により報告いたします。 

 当委員会は、２月１５日、対馬市役所別館２階会議室で委員会を開会、小西明範委員、桐谷正

義委員は欠席でありましたが、長崎県石油商業組合対馬支部の本村支部長、小島副支部長の出席

をいただき、市長部局より長観光商工部長、武田商工課長、担当職員の出席を求め、高騰が続く

燃油問題を本委員会の所管に関する緊急を要する事件として調査いたしました。 

 初めに、長崎県石油商業組合対馬支部の本村支部長から対馬における石油製品価格流通販売店

等の状況について説明を受けました。 

 まず、島内の状況ですが、現在対馬市には、３８のガソリンスタンドがあります。その内訳は、

厳原町１０、美津島町５、豊玉町４、峰町６、上県町５、上対馬町８です。各スタンドの販売量

は、平均すると月間２７キロリットル程度ですが、地区によって格差があり、厳原、美津島の一

部の多いところでは５０キロリットルから６０キロリットルの売り上げですが、全体の３分の

２においては平均を下回っているとのことです。本土の元売製油所から運ばれてきた石油やガソ

リンを貯蔵する油槽所は、島内３カ所で、新出光４,７００キロリットル、マツハヤ３,２００キ

ロリットル、鈴木石油４,８００キロリットルで毎月２回５００キロリットルのタンカーで輸送

しているそうです。島内の販売量は、元売３社で、月々２,０００キロリットル、その内訳はガ

ソリン１,０００キロリットル、軽油６００キロリットル、灯油４００キロリットルです。油槽

所のコストは、１リッター当たり１０円で、消防法では１０年に１回の法定検査が義務づけられ

ていますが、対馬の場合は、油槽所が海岸にあるため、塩害で腐食がひどく、設備費、解放検査、

塗装などを５年に１回実施し、約８,０００万円程度の費用がかかるそうです。 

 油槽所から各スタンドへ輸送するタンクローリー車においても、本土では２０キロリットル車

に対し、対馬では１４キロリットル車で輸送しており、各スタンドの事情もあり満タンの状態で

なく、必要量だけを運ぶこともあるとの説明でした。 

 次に、長観光商工部長から、これまでの県、市の取り組みについて説明を受けました。県にお

いては、これまで２度の緊急対策会議が開催され、五島、壱岐、対馬の３離島の現状、各市の対

策が協議検討されています。対馬市においても、２度の「石油製品価格対策連絡会議」を開催し、

各機関の現状を把握するとともに、今後のテーマを絞りながら対応策を検討していくとのことで

す。 

 離島と本土の価格差をどのように是正するのか、末端の自治体ではどうしようもできない状況

で、早期に、国、県の支援策を検討してほしいとお願いしているとのことです。 

 質疑調査においては、本土から輸送するタンカーを５００キロリットルタンカーでなく、
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１,０００キロリットルタンカーで運ぶことにより、回数を減らし、チャーター料を安くできな

いかとの質問に対して、現在の油槽所のある場所が５００キロリットルタンカーしか入港できな

いとのことです。 

 島内に３カ所の油槽所は必要なのかという質問には、１つでも理論上では可能であるが、安定

供給の問題、各社のいろいろな問題があり、３つの油槽所があるとのことです。 

 また、対馬の人口に対し、スタンド数が余りにも多いのではないかとの意見には、現在では多

いと思うが、建設当時には必要であったと思われます。しかし、今後後継者問題や各スタンドの

老朽化などで数は減少するであろうと思われます。 

 島内のガソリン価格については、話し合って価格を決めているのではないかということについ

ては、どの会社も同じくらいのコストがかかっているので、同じような価格になっている。 

 対馬では表示価格をしていないが、なぜしていないのかという質問には、本土に比べ、現金売

りが少なく、各スタンド間の競争がないのが事実で、対馬では現金売りは２割で、残りの８割が

カードで購入しているとのことです。漁業者が多く使用しているＡ重油については、本土地区と

の価格差は２５円はないとの話しでした。 

 このような状況でコストを下げる一番の方法は、油槽所の統廃合を行うことで、油槽所の合理

化が配送の合理化になり、最終コストが一番安くなるとのことです。 

 いずれにせよ、島内の経済に大きく影響する燃油価格の安定が重要であり、今後も原油の高騰

が予想されているため、一層の企業努力と表示価格をお願いしたところです。 

 県や市においても、離島における燃油対策についての取り組みが始まっており、今後とも本委

員会の所管に関する緊急を要する課題に対しては、所管事務調査を行うこととし、今回の調査に

御協力していただきました長崎県石油商業組合対馬支部、関係職員の方々には、心からお礼を申

し上げます。 

 以上で、産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．イノシシ等被害対策特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（波田 政和君）  日程第１０、イノシシ等被害対策特別委員会の閉会中の調査報告を行い

ます。 

 イノシシ等被害対策特別委員長の報告を求めます。イノシシ等被害対策特別委員長、小西明範

君。 
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○議員（２番 小西 明範君）  イノシシ等被害対策特別委員会調査報告を行います。 

 本特別委員会の調査状況を、会議規則第１０３条の規定により下記のとおり御報告いたします。 

 当委員会は、２月２１日、木曜日、午前１０時より豊玉支所３階会議室において委員６人全員

と事務局担当職員並びに担当課より職員２名の出席をいただき開催いたしました。本特別委員会

終結に向けての最終報告書の作成、並びに今後の被害対策等について、担当課を交え意見交換を

実施いたしました。 

 以下、協議した内容及び調査結果を報告いたします。 

 １、イノシシ等被害の現状。イノシシ等の被害は、平成７年度に豊玉町で初めて報告され

７,０００円程度の被害でありましたが、３年後の平成１０年度には、島内全域に広がり、遂に

５００万円を突破いたしました。その後は、平成１６年度の２,６００万円をピークに、最近は

減少傾向にありますが、反面、生産者が被害額の正確な報告をしない傾向にあることも指摘され

ております。このようなことから、担当課は正確な被害額の把握に努めるため、今後生産農家に

対しても被害対策研修会やパンフレット等の配付による啓蒙普及が必要であると思われます。 

 ２、被害対策の現状。前述の被害状況を受け、駆除と防護の両面から被害対策が講じられてお

ります。被害対策としては、平成１８年度までに金網フェンス８万９,２００メートル、防鹿ネ

ット２８万１,７００メートル、電気牧柵３万３００メートルが実施されておりましたが、平成

１９年度より安価で侵入防止効果が高い防護柵、ワイヤーメッシュに変更され、３万５,４９０メー

トルと電気牧柵２,７６０メートルが実施されております。侵入対策に、非常に効果的な報告が

なされているとのことであります。 

 ３、有害鳥獣駆除の実態。有害鳥獣駆除につきましては、狩猟免許取得者で一定要件を満たす

ものをもって猟友会に委託し、実施しております。平成７年度に厳原町で初めて捕獲され、その

後、平成１３年度に２５７頭、平成１６年度に１,２１７頭、平成１８年度に２,８３４頭と、捕

獲実績が急激に伸びております。これは捕獲技術の向上はもちろん、箱罠等の導入により、捕獲

数全体の９６％が罠での捕獲になったことが大きな要因と思われます。また、捕獲された個体は、

ほとんどが埋設及び焼却処理され、食肉として有効利用されているものはごく一部であります。

捕獲補助金につきましては、平成１７年度まで１頭当たり２万円でありましたが、厳しい市の財

政状況を考慮し、平成１８年度より１頭当たり１万６,０００円、さらに、平成１９年度には

１万２,０００円となっております。今後も捕獲補助金の減額は必要であると思われます。 

 ４、今後の取り組みについて。防護対策については、１９年度末の要整備量が島内全域で全長

１７０キロメートルとなっている。ワイヤーメッシュで考えると、予算としては１億２,１００万

円となる。県は３年間、１９年度から２１年度で重点的に被害対策に取り組むこととし、補助金

等の交付を実施しているので、対馬市としても歩調を合わせ、今後２年間で整備が終了するよう
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要望するものであります。また、防護対策予算の重点配備の面からして、捕獲補助金の削減等は

避けられないものと思われるが、食肉化を実現することで捕獲補助金の削減、あるいは廃止につ

いて駆除従事者の理解は得られるものと思います。処理施設については、販路体制整備を確立さ

せ、既存施設の活用と新設に向けた検討が必要であります。 

 以上、最終報告書とすることで、本特別委員会の終了をお願いするものであります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。２２番、桐谷正義君。 

○議員（２２番 桐谷 正義君）  委員長の報告に１点だけお尋ねいたしますが、今報告されたと

ころでは、捕獲補助金を１万２,０００円は高いから減額するということが出されておりますが、

現実、イノシシの捕獲に対しては、非常に、猟をする犬等の頭数等の確保とか、いろいろな問題

があるわけですが、わなと両方あるわけですが、銃と、そういうことで、減額することが捕獲に

つながるのかどうか、その辺は捕獲しなければ網ばっかりしても道路等はふさがれないわけです

よね、そういうことで、そういう補助金の減額、金がないので減額するということなのか、それ

とも、１頭当たりに金をやることは多過ぎると判断して減額すべきと言われたのか、その辺のこ

とを詳しく説明をお願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  小西委員長。 

○議員（３番 小西 明範君）  今、捕獲補助金の件で質問がありましたが、捕獲補助金は、県内

他の地域と比較しても対馬は非常に高額の補助金となっております。このイノシシの補助金は、

定額の２,５００円だけが県の補助がありますが、この１万２,０００円で計算すると９,５００円

が市の持ち出しということになります。そういうことからして、非常に防護対策の方がおろそか

になっておるという委員会の意見として多数でありましたので、その捕獲補助金を削減してでも、

防護対策の方に重点的に予算を回すことで話しをしております。 

○議長（波田 政和君）  ２２番、桐谷正義君。 

○議員（２２番 桐谷 正義君）  話しを聞くところによりますと、捕獲補助金を減額する金を防

護柵の方に回すことによって、より効果があるのではないかということで減額すべきという話し

ですが、私は、イノシシをその後に食品化するということが裏にあるようでありますが、イノシ

シを食品化するというのは、小西さんも猟友会のメンバーだったらよくわかっておられると思い

ますが、本当に食肉になるイノシシというのは、非常に頭数が少ないと僕は認識しておるわけで

すね。大きいのは肉になりますが小さい子供もいっぱいわなではとっているわけですが、それで

は金にならないわけですね。そういうことからすると、食肉にして金にするというイノシシの数

というのは、非常に全体の頭数から減額されて、わずかではないのかということからすると、私

はそれを食肉化することによって減額の対応をするというのは、少し乱暴ではないのか、ここで
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非常にイノシシは繁殖、シカは子供が持つのは少ないから撃てば減っていくわけですが、イノシ

シは一気に４頭、５頭、６頭ともっていく、生まれるわけですから、非常にふえる率も高いわけ

ですね。そういうことから、対馬市の財政が許すならば、これはやっぱりそういうのは余り減額

すべきでないと、とる人の身にもなってやったらどうかと、私はそういうふうに認識を持ってい

るわけです。かえって上げるべきではないかと思うほどとった人は大変、これはわなにかかると

殺さにゃいかん、網に引っかかっても撃ってもらわんにゃいかん、鉄砲で撃つ人は犬をいっぱい

飼っとかんにゃいかん、いろいろなもろもろ大変な条件で、委員長も猟友会のメンバーでありま

すが、遠慮されたのではないかと思いますが、もう少しその辺は当分の間は減額すべきでないと

私は考えますが、あとは委員会で減額して、防護柵の方にかえるという意見でありますが、その

辺は、もう少し市の財政から考えて、現状維持でもう少し頑張って捕獲してもらうほうがベター

ではないかと思いますが。委員長の御意見を伺いたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  小西委員長。 

○議員（３番 小西 明範君）  被害がなければ、補助の効果もあると判断できるわけですが、非

常に被害がなかなか少なくなりません、減りません。そういうことで、県の方の先ほどの説明の

中にもありましたように、ワイヤーメッシュに対する補助金があと２年度で打ち切られるように

なっております。そういうことで、その補助金があるうちに、市としても歩調を合わせて対策を

講じる必要があるということで、そのための財源確保の面からしても、県内で突出している、こ

の補助金を他地域並みに合わせる、あるいは、それ以上に減額する、そういう方向でやれば防護

対策が早急に進むんじゃないかという委員会の意見であります。 

 また、食肉につきましても、肉になるイノシシを食肉化することで補助金を削減した分の幾ら

かでも補えれば、その効果があるんじゃないかという委員会の考え方であります。 

 以上です。 

○議長（波田 政和君）  ２２番、桐谷正義君。 

○議員（２２番 桐谷 正義君）  これで最後でありますが、今話しを聞くところによりますと、

防護柵の補助金が、県があと２年で終わりだということでありますが、今イノシシは、対馬非常

に多いわけですが、そういうことで、県は補助金の延長はないということがわかっておるんです

か。これは何の事業か私はわかりませんが、県単事業と国の事業と２つあると僕は認識しておる

わけですが、今の話しは、県単事業の話しですか。それとも、国の事業もそういうふうに２年で

打ち切られるという認識なんですか、その辺をもう少し説明をお願いします。 

○議長（波田 政和君）  小西委員長。 

○議員（３番 小西 明範君）  これはワイヤーメッシュに限った県の補助事業であります。ワイ

ヤーメッシュ以外にも、いろいろ防護柵が考えられますが、ワイヤーメッシュについてのみ県の
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方が２１年度までの補助金を出すということで伺っております、聞いております。 

○議長（波田 政和君）  １２番、大浦孝司君。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  桐谷議員さんとややダブった点がございますが、今後の取り組

みについての条文の中に、捕獲補助金の削減等は避けられないものと思われる、ここまではいい

と思います。食肉化を実現することで、捕獲補助金の削減あるいは廃止について、駆除従事者の

理解は得られるものと思います。非常に現状を広範囲に把握された言葉としてはとても私は思え

ません。大体、下県地区のイノシシの罠を中心にする方々の現状は、３０基ぐらいのわなを仕掛

けて部落あるいは隣の部落の範囲まで、それで、毎日見回りで三、四万円のガソリンを軽トラッ

クで使用しておる話しはよく聞きます。そういう状況の中でとったイノシシが、１年間実際申し

上げまして３月以降から９月までの間は、一般的な肉として解した場合には、ほとんど使いもの

になりません。そういうことで、肉の価値というのは、特に、３月以降からの半年以上、３分の

１以下の価格でございます。とても経費に充当するような内容じゃないということを私は十分把

握していますから、少し乱暴な書き方じゃないかなと。皆無というふうなことがあれば、これは

私は今駆除を従事している方々に対しても、少し乱暴な発言であるというふうに理解しておりま

す。その辺について、委員長は最終的に廃止についても最後には理解は得られるというふうなこ

とを、私ここは書き過ぎじゃないかと、こう思うのですが、いかがでしょうか、それで終わりま

す、私の質問は。 

○議長（波田 政和君）  小西委員長。 

○議員（３番 小西 明範君）  既得権を守りたいのは、だれもそうですが、実際、今やっている

補助金、県内他地域と比べたら、ほかの地区は大体５,０００円です。対馬だけが突出しており

ます。ということは、２,５００円の補助金と地元自治体の持ち出しが２,５００円ということで、

５,０００円ということになっていると思うのですが、そういうふうに対馬市だけが突出してい

るということを力説したいと思います。 

 そして、食肉の問題ですが、これは３月から９月にとる肉は、食肉にはらないという話しであ

りますが、島根県の美郷町は、これをきちんと食肉にしております。３月から９月にとれる肉も

きちんと食肉にしております。そういう先進地の例もありますので、対馬市も、きちんと、そう

いう先進地の例を取り入れてやれば、十分に対応できると思います。 

○議長（波田 政和君）  ほかに、１番。（発言する者あり）ちょっと１番さん、ちょっと済みま

せん。どうぞ１２番、大浦孝司君、済みません。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  私は、あなたに対してやり取りをするというよりは、現状の中

で状況を見て判断せないかんと思うのですが、それならば、昨年も予算化しながら流した施設の

対応、そして、今年度以降、２０年度の計画を上地区なり、あるいは中地区なり、どうやって進
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めたこと、そこら当たりの話しを聞かせてください。 

○議長（波田 政和君）  小西委員長。 

○議員（３番 小西 明範君）  食肉の方ですか。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  そうです、そうです、施設の対応です。 

○議員（３番 小西 明範君）  施設の対応は、市の方には、北部、中部、そして、下地区３地区

に施設は必要であろうということは、委員会の方で話しをしております。市の方がどこにその施

設を予定するか、それは、今の段階ではわかりませんけれども、委員会としては、そういう要望

を、市の方にはしております。 

○議長（波田 政和君）  １２番、大浦孝司君。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  最後になります。要望とか方向はいいんですが、現実に、例え

ば、打ち切るとかいうふうなことになった場合、大変なことになりますし、それなら、その受け

る施設のことをきちんとやはり委員会としても要望じゃなくて、せっかく昨年も予算をつけなが

ら流した、ことしどうするのか、２０年度どうするのか、具体的にあるのか、そのあたりの話を

もう少し固めずに、そういうふうなことに持って行くことについては、やや現状としてどうかな

というふうに私は思います。 

 以上で終わります。 

○議長（波田 政和君）  小西委員長。 

○議員（３番 小西 明範君）  施設について、美津島町に依然シカの解体施設があります。こう

いった施設を既存の施設を修理あるいは補修をして活用したり、また必要であれば、新たに上地

区とか、中地区には新設をするという委員会の意見であります。 

○議長（波田 政和君）  １番、齋藤久光君。 

○議員（１番 齋藤 久光君）  委員長に、１点、２点ぐらい質問させていただきますが、今３番

の有害駆除の実態についての条文がございますが、先ほどから桐谷議員、大浦議員さんの方から

重複する面もございますけれども、非常に、今私もその住人の有害駆除のメンバーの代表として

対馬市と委託を受けて事業を実施しているものでございますが、その中で、委員会のこの報告に

当たりまして、少し疑問の点もございますので質問させていただきますが、御承知のように、こ

の捕獲料、補助金について、今お二人の中に質問がございましたように、これを減額という、補

助金の減額は必要であるという条文がございますけれども、非常に、今の捕獲実態から、今見回

り等、かなりの実績を上げていただいている中で、非常に会員の皆様方の油等の高騰によって、

経費等が非常にかさみ、これ以上減額されるとやっていけないというような声が、ほとんどの会

員の声でございます。 

 よって、これ以上減額して、捕獲に対する意欲がとられれば、当然捕獲頭数も減ってくれば、
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農家被害、農地被害の声は、もう目に見えている現状があろうかと思います。それでも、とって

も、とっても減っていっていない今の対馬の状況を考えたときに、この委員会の今後の捕獲補助

金の減額は必要であると思われるということには少し乱暴じゃないかと思います。 

 そして、先ほど委員長の方から、対馬は突出しているというような報告がなされましたが、実

態は、１万円の長崎県内でも補助金の１万円のところもあり、７,０００円、８,０００円、

５,０００円と、だんだんの状況ではあるわけでございますけれども、もう対馬の、元来から島

内については、島内じゃなく、県内においては、イノシシは従来からおったわけでございますが、

対馬においては、突然にここに出没したわけでございまして、ニュースということになってはお

るんですが、そういう観点からも、これだけ増大している状況に防護柵が必要であるということ

も考えられますけれども、それとは切り離したこの捕獲ということが、まず先じゃないかという

ようなことから、このことについて委員会がどこまで検討されたのか、また後でお答えいただき

たいと思います。 

 そして、また、食肉との関連についても、大浦議員さんからも指摘がありましたように、本当

に食肉ができるっていうのは、捕獲頭数が毎月今３００頭から、ここ数カ月は３５０頭、

３６０頭の実績の捕獲がなされておりますが、今のこの冬場のイノシシについては、若干食肉化

される部分もありますが、先ほども大浦議員が言われますように、もう夏場のものについては、

ほとんど皆無であるに等しいぐらいに商品化できるものは、ほとんどできないような状況かと私

の体験から考えますし、これが言うように、補助金等にこれを削減して、そちらの方に充てれば

というふうなことになっていますけれども、これはあくまでも切り離していくべきじゃないかと

いうことを私はそういうようなとらえ方で考えているものでございますので、そこらあたり、委

員長、ここで理解は得られるものであるという、この条文については、非常に会員の方々も、今

のこれ以上下げるということには非常に困っている状況でございますので、近く役所の方ともす

り合わせをするような計画を猟友会も持っておりますので、そこらあたりをまたひとつ、委員長

お願いします。 

○議長（波田 政和君）  質問がダブっておりますので、委員長の答弁しますか。 

○議員（３番 小西 明範君）  かなり同じ質問が多いですね。はい。 

○議長（波田 政和君）  よろしいですか。 

○議員（３番 小西 明範君）  はい。 

○議長（波田 政和君）  はい。それでは、１番議員さん、同じ答えだということで、よろしくお

願いします。 

 ほかにありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 委員長の報告は、イノシシ等被害対策特別委員会を終結する報告であります。委員長の報告の

とおり終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、委員長の報告のとおりイノシシ等被

害対策特別委員会を終結することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（波田 政和君）  日程第１１、国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告を行い

ます。 

 国境離島活性化対策特別委員長の報告を求めます。国境離島活性化対策特別委員長、作元義文

君。 

○議員（１７番 作元 義文君）  国境離島活性化対策特別委員会調査報告書、本特別委員会の調

査等の状況を会議規則第４５条第２項の規定に基づき、下記のとおり報告をいたします。 

 平成２０年１月１７日、本庁会議室において、全委員出席、議長の出席もいただいて第５回委

員会を開催をいたしました。 

 水産庁と対馬地区の水産業振興にかかる意見交換会に、全委員参加をして本委員会としての趣

旨を説明、意見、要望等を行うことに決定をし、その内容等を検討した結果、委員長から重点施

策と取り組みについて要望し、副委員長から燃油、大中型まき網についての質疑を行い、その他

は参加組合長や漁民代表の質疑内容によって、臨機応変に意見に出すことで一致しました。 

 また、漂着ごみ問題について、本委員会の重点項目に加えて調査検討を行うべきとの意見があ

り、全会一致で取り組むことに決定をいたしました。 

 次に、同日午後３時３０分から行われた意見交換会の概要を報告をいたします。 

 水産庁の橋本漁港漁場整備部長ほか１名、長崎県の吉塚水産基盤計画課長ほか１名、地方局か

ら江口局長ほか６名、対馬市より市長以下８名、漁協の組合長会より１１名、漁民代表１６名の

出席があり、開催をされました。 

 市長あいさつのあと、橋本部長による平成２０年度水産予算概算決定の重点事項についての説

明、２、日本海西部地区直轄特定漁港漁場整備事業の説明、これは前回報告のとおり、島根県ほ

か３県沖にまたがるズワイガニ、アカガレイの資源保護、増殖事業の説明であります。また、平

成１９年度補正予算の燃油高騰緊急対策について、３番目、磯焼け対策、４番、漁業の森整備事

業、５番、流通拠点の整備事業等の説明がありました。 

 続いて、私が委員会からの要望を４点いたしましたが、大型漁場整備事業については事業費が
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大きくやり直しがきかないので、対馬の特性を考え効果の上がるものにするには、漁業者間の同

意、協調と事前調査等が重要であり、検討していきたいとのことであります。 

 燃油対策については、今年度の補正予算で考えているが、メニューが実態に合わなければ見直

しもあり得るとのことであります。助成や融資の対象が、グループ操業か母船式漁業とか新エネ

ルギー化が主であり、対馬の漁業の実態にはマッチしないと意見が多数出ました。 

 また、海洋温度差発電については、興味がある、水産庁の役割があれば検討したいということ

であります。 

 その他、漁協組合長会からも、壱岐と対馬の間にある七里ケ曽根の話があり、天然の好漁場で

それに匹敵するような漁場造成の要望、また燃油問題については、対馬の漁業経営体からして漁

業者のグループ化等は非常に困難である。グループに対する補助金は農林業の補助形態であり、

補助対象は漁協を主体にしてほしい。まき網、底引きなど、国内外の規制を強化してほしい。高

級魚や稚魚まで一網打尽にするので、対馬西海岸３マイル規制を５マイルにすることと、沿岸漁

業者の経営悪化を防ぐために、漁獲魚種の見直しを早急にしていただきたい等々の意見、要望が

多数ありました。 

 まき網の大量捕獲については、魚価を下げることは理解をするが、資源維持のための各種規制

はしている。国内人口は減少傾向にあり、マーケットも縮小している。漁業者も、とるばかりの

時代ではなく販路の開拓、複数のマーケット確保等が競争に生き残る道であり、行政も努力する

が漁業者も意識の変革が求められている。対馬をアピールするブランド化等も必要ではないかと

の水産庁の説明であります。 

 また、岩佐補佐官によりますと、韓国の「ナムチョン」に釜山市直轄のインターナショナルフ

イッシュマーケットがことし４月にできます。２万トンクラスの船舶が同時に２隻接岸できる規

模で、通関体制も整備されており、ここから輸出入ができる、厳原港からの直接輸出を調査協議

中であるとのことであります。 

 漂着ごみの処理についても多数の意見が出され、６時の閉会時間で足りない状況でした。 

 水産庁や県の係官に対し、各方面から対馬の実態が訴えられ、十分に受けとめていただいたも

のと思います。水産庁の橋本部長は、１７日午前中と１８日島内の漁業集落を視察され帰京され

ております。 

 本委員会としての取り組みについても、ある程度理解を示していただいたものと思っておりま

すので、さらなる調査研究と要望が必要と考えております。 

 以上、本委員会の閉会中の調査報告といたします。よろしくお願いします。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。１１番、宮原五男君。 

○議員（１１番 宮原 五男君）  最後に、さらなる調査研究と要望が必要と考えておりますとい



- 31 - 

うことを書いてありますが、この委員会を継続していくという文面だろうと思っております。 

 この特別委員会は、私が考えるところによりますと、範囲が広過ぎて特別委員会の範囲を逸脱

しておるんじゃなかろうかと思うとこがあります。あとは、各常任委員会の調査に任せるべき範

囲じゃなかろうかと思いますが、それに対して委員長はどのように考えてありますかお答え願い

たいと思います。 

○議長（波田 政和君）  作元義文委員長。 

○議員（１７番 作元 義文君）  対馬の現状からして、国境離島という、活性化ということでこ

の委員会が市長部局と一緒になって進めるということでつくられております。 

 一応、今年度終了ということになりますので、新市長も誕生されましたし、各委員会をまた開

いて、市長とかあるいは委員と相談をしながら今後また検討したいというふうに思っております。 

○議長（波田 政和君）  ２１番、中原康博君。 

○議員（２１番 中原 康博君）  今、宮原議員も言いましたけれども、大変範囲が広い調査委員

会であろうと思います。今ここに述べてあります水産庁との協議で今回やってあります。 

 国道とかも今度は、今水産業は本当に低迷しておりますので大事なことでありますが、今度は

陸に考えたときには旧町時代に浅茅パールライン構想とか聞き及んでおります。そういった方の

委員会は調査をされないものか、今後のその状況的にどの方向で考えてあるのかお尋ねをしたい

と思います。 

○議長（波田 政和君）  作元義文委員長。 

○議員（１７番 作元 義文君）  その辺も含めまして、当初この委員会がつくられた時に何項目

か重点項目挙げておりました。国境離島の運賃の問題であるとかですね、海洋温度差発電、今回

は水産庁を招聘してということの問題でございましたので、一応水産庁に聞くということにいた

しております。 

 本当は、要望書持って水産庁までという話が出たんですけれども、今予算の関係もありますし、

できれば対馬の方に出向いていただいて、対馬の現状を把握してもらってそれからでもいいんじ

ゃないかということになっております。 

 そのほか、いろんな問題がありますので、４点ほど最初に申し上げておりましたように、水産

庁あるいは国土交通省いろいろありますけれども、その順番とかこの取り組み方とかいう面につ

いては、また水産だけではなくて委員会で相談をしながら進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（波田 政和君）  ２１番、中原康博君。 

○議員（２１番 中原 康博君）  それなら結構なことと思いますので、積極果敢にこの委員会を

活用していただきたいと思います。 
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 終わります。 

○議長（波田 政和君）  ２０番、武本哲勇君。 

○議員（２０番 武本 哲勇君）  対馬の主幹産業は、申すまでもなく水産業です。委員長が水産

業中心に調査されているということについては、妥当なことだと思います。 

 特に、今大中まき網、場合によっては小型も含めてでありますけれども、この問題が対馬の水

産業の一番の重大な問題になっているというふうに私は日ごろから考えております。 

 それに対して、若干不満があるのは、当事者であります漁業者、特に漁協長さんの皆さん方が

この問題についてもっと真剣になってほしいということを常日ごろ思っているわけですけれども、

今度調査されまして漁協長さんたちの姿勢、この問題について取り組む姿勢ですね。そして、水

産庁、県の皆さんの考え方、これは報告書には余り詳しく出てませんので、委員長の見解を伺い

たいと思います。 

○議長（波田 政和君）  作元義文委員長。 

○議員（１７番 作元 義文君）  水産庁の方からも、この２０年度の概算要求の中で大中まきの

説明もございました。その中に、ヨコワの稚魚ですね、これを捕獲をして養殖に回すという条文

があったわけですが、その辺については組合長会の方からも、ここに黒岩委員がおられますが、

組合長会の方からもそういったことをすると魚価の低迷にもちろんつながってくるし、養殖業の

問題ですね今度は。それではまずいということで、一本釣りで釣って、釣って売って養殖をする

という形態が今対馬で、この長崎県の対馬で成り立っていこうとしておりますので、ぜひその体

制が崩れないようにしてほしいという要望はいたしております。 

 そして、このまき網と大中型まき網と底引きについては、この対馬の海区非常に重要な漁場に

なっておりますので、できれば組合長会も一生懸命陳情されておりますが、漁民集会、漁民大会

が何年前かありましたですね。 

 こういったことをやっぱり組合長会、漁協、漁民が一緒になって、やはり対馬の海を守るため

に自分たちがやっぱり組織をして私は戦ってほしいな。そのために、議会も一生懸命努力はした

いと思いますけれども、やはり旗振る人、そしてそれに着いてくる人、これが一体にならなけれ

ばこの大中まきというのは非常に難しいというふうに思っております。さらに要望は続けたい。

組合長会と、だからこの漁場の問題、あるいは大中まきの問題について委員会とお話し合いをし

たいというふうには思っております。 

 そしてやはり、そういった方針をぴしゃっと決めて、やはり漁民、漁協、行政、これが一体と

なって対馬の海を守るために私は努力しなければいけないというふうに思っております。 

○議長（波田 政和君）  ２０番、武本哲勇君。 

○議員（２０番 武本 哲勇君）  今、最後に言われたように、これはまず当事者であります漁協
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長を中心とした漁民の皆さんが先頭に立つと、そしてそれを、議会もそうですけれども理事者が

一体となって取り組むと。 

 そうしないと、国の許可の問題もありますし、国や県それを動かすわけですから、これは単な

る、漁民だけでもない漁協だけでもない、行政と当事者が一緒になって取り組むべきであると、

そういう立場から調査をしていただいて、そういう調査結果を報告していただくように期待をし

て終わりたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。昼食休憩とします。１３時１０分から。 

午前11時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時08分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．自衛隊誘致増強調査特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（波田 政和君）  日程第１２、自衛隊誘致増強調査特別委員会の閉会中の調査報告を行い

ます。 

 自衛隊誘致増強調査特別委員長の報告を求めます。自衛隊誘致増強調査委員長、大浦孝司君。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  自衛隊誘致増強調査特別委員会の調査内容について、会議規則

第４５条第２項の規定により報告いたします。 

 １２月定例会で報告いたしましたとおり、対馬島における陸・海・空の国防のあり方について

取りまとめをしましたところでございますが、その中で陸上自衛隊については、対馬北部、西海

岸方面に分屯地を新設する旨、また海上自衛隊においては、イージス艦を含む護衛艦の寄港地を

新設するべきと、これらの課題を受け入れる候補地の現地調査等を中心として、２月１９日午前

１０時３０分より上対馬支所３階会議室において、参考人として有識者の出席を求め、第５回委

員会を開催しました。 

 当日は、全委員の出席、参考人の対馬防衛協会の白石会長は都合により欠席でありました。 

 現地調査は、陸上自衛隊分屯地の候補地の予備調査を２月４日に行っており、これをもとに上

対馬町豊方面、上県町志多留方面、同じく中山刈生方面の３カ所で行いました。 

 立地の用件は、北部西海岸近辺に５万平方メートル程度の適した用地としているが、現段階で

は候補地としての絞り込みではなく、それらしき箇所が存在するとの確認を行ったところでござ
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います。 

 次に、海上自衛隊の増強に伴う寄港地の新設は専用岸壁の確保でありますが、その要件を満た

すには護岸延長約２００メートル、水深マイナス１０メートルとなります。これは、あくまでも

長崎県地元漁業との合意が前提となりますが、厳原港、三浦湾、比田勝港の計画図面を取り寄せ

検討した結果、いずれの箇所も対象とされるとの見解を示したところであります。 

 なお、当委員会の今後の活動方針について協議をした結果を次のとおり報告いたします。 

 今回の増強案の根拠は、参考人として出席いただいた有識者の皆様が集約されました。全国レ

ベルの有識者１８名の方々の意見書を尊重し、計画を樹立したところでありますが、これを実現

していくためには高いハードルが幾多に待ち受けているものと思われます。 

 防衛省への要望の展開、計画の妥当性を含め、今回の提案者の１人でありました元陸海空統幕

議長に来島を要請し、指導、アドバイスを受ける旨の提案が浮上したところでありますが、当年

度予算の対応ができないことから、新年度において理事者側と協議し、実現に向け努力すること

で一致しております。また、最終的には、理事者側島内の推進団体、特別委員が一体となり、自

衛隊誘致実現への運動展開を実施していくことを確認し、閉会いたしました。 

 以上で委員会の報告といたします。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．陳情第１０号 

○議長（波田 政和君）  日程第１３、陳情第１０号、地方財政の強化・拡充及び財政健全化法の

施行にあたっては地方自治原則の堅持を求める陳情についてを議題といたします。 

 総務文教常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長、大部初幸君。 

○議員（１５番 大部 初幸君）  総務文教常任委員会審査報告書、平成１９年第４回対馬市議会

定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付託されました陳情第１０号、地

方財政の強化・拡充及び財政健全化法の施行にあたっては地方自治原則の堅持を求める陳情につ

いての審査の結果を、同規則第１０３条の規定により報告いたします。 

 当委員会は、２月５日、中原康博委員は欠席でありましたが、所管事務調査終了後、対馬市交

流センター３階第６会議室において委員会を開き、審査を行いました。 

 慎重に審査を進める上で、財政健全化法の具体的な内容、またこの法律によって地方自治体が

どのような影響を受けるのか等を委員おのおのが熟知することや、実際に自治体を運営する市長

部局からの意見聴取も必要との判断から、２月１８日の週に再度委員会を招集することを決定し、
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この日は閉会しました。 

 ２回目は、２月２１日、豊玉支所３階小会議室において、中原康博委員、桐谷徹委員は欠席で

ありましたが、市長部局より平間総務課長、扇財政課長の出席を得て委員会を開き、初めに市長

部局より財政健全化法について説明を受け、その後に審査を行いました。 

 これまでの地方財政再建促進特別措置法にかわり、昨年６月１５日に地方公共団体の財政の健

全化に関する法律、いわゆる財政健全化法が成立し、地方公共団体の新しい財政再建制度が整備

されました。 

 旧法では、実質収支の赤字比率２０％以上で財政再建団体の対象となっていましたが、財政健

全化法では財政再生団体の対象となる前段に財政健全化団体の枠が設けられ、自治体の財政破綻

を未然に防ぐために、国が財政状況を把握し、早期に健全化を促すことになります。 

 今回の陳情は、財政健全化法とそれに基づいて制定される政省令等によっては、国の関与統制

が強まり、早期健全化団体、財政再生団体を独立させ、地方自治を破壊し、住民の暮らし、権利

を守る自治体の責任を解体させる恐れがあり、また新たに自治体破綻法制が導入されると、財政

力が脆弱な自治体を金融機関やファンドが管理する恐れも発生すると、地方自治体の健全な発達

が妨げられることを危惧するものであり、その趣旨は十分理解できます。 

 しかしながら、陳情には健全化判断比率の指標を定めるに当たっての要望事項が含まれており

ますが、健全化判断比率の指標は昨年１２月２８日付で既に交付されていること、また自治体の

財源確保の面において国の保障は当然必要でありますが、自治体もみずからの責任において確固

たる財政基盤を築いていく努力も不可欠であります。 

 当委員会としては、このようなことを総合的に考慮し、陳情第１０号、地方財政の強化・拡充

及び財政健全化法の施行にあたっては地方自治原則の堅持を求める陳情については不採択とすべ

きものと決定しました。 

 以上で総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ２２番、桐谷正義君。 

○議員（２２番 桐谷 正義君）  １点だけ委員長にお尋ねいたしますが、この陳情第１０号につ

いて、審査に当たって長崎県の他の地方公共団体は採択不採択をどのようにしておられるか、も

し調べておられれば報告お願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  大部初幸委員長。 

○議員（１５番 大部 初幸君）  そこまで詳細なことはわかっていませんけども、委員長報告に

書いて発表したとおり、昨年１２月２８日付でもう既に交付されておりますので、もう不採択と

いうことで私たち委員会は閉じました。 
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○議員（２２番 桐谷 正義君）  はい、わかりました。 

○議長（波田 政和君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論終わります。 

 これから陳情第１０号、地方財政の強化・拡充及び財政健全化法の施行にあたっては地方自治

原則の堅持を求める陳情についてを採決します。この採決は起立によって行います。この陳情に

対する委員長の報告は不採択であります。陳情第１０号を不採択にすることに賛成の方の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（波田 政和君）  起立多数であります。したがって、陳情第１０号は不採択とすることに

決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．承認第１号 

○議長（波田 政和君）  日程第１４、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（平成

１９年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第２号））を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  ただいま議題となりました（平成１９年度対馬市旅客定期航路事業

特別会計補正予算（第２号））について提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の補正は、「ニューとよたま」のエンジン故障に伴い早急な修繕が必要となったため、地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分させていただいたものでございます。 

 なお、歳入歳出予算は次のとおり定めるものでございます。第１条で、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１５１万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

３,４９６万７,０００円とするものでございます。 

 第２項で、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 ８ページをお開きください。歳入につきましては、４款繰入金３項財政調整基金繰入金を、船

舶の修理代として１５１万４,０００円を取り崩すものでございます。 

 歳出について御説明いたします。１０ページをお開きください。１款総務費１項総務管理費は、

人件費の減額と財政調整基金積立金の減額、合わせて２７３万２,０００円の減額でございます。 
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 また、２款施設費１項施設費４２４万６,０００円は、ニューとよたまのエンジン修繕料と、

修繕に合わせて定期ドックを実施するため、それに伴う船の借り上げ料を増額計上するものでご

ざいます。 

 以上、簡単ですが承認第１号の提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  これから本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております承認第１号は、会議規則第３７条第２項の規定

によって委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、承認第１号は委員会への付託を省略

することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度対馬市旅客定期航

路事業特別会計補正予算（第２号））を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、承認第１号は原案のとおり承認され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１号 

○議長（波田 政和君）  日程第１５、議案第１号、平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第

６号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  ただいま議題となりました議案第１号、平成１９年度対馬市一般会

計補正予算（第６号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、歳入におきましては市税の減額、地方交付税及び市債の増額、歳出

におきましては、地方債の繰上償還に係る公債費の増額、災害復旧費等の事業費の決定による減

額等でございます。 
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 １ページをお願いいたします。平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）は、次に定め

るところによることを規定し、第１条第１項、歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ５億７００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０４億

４,３００万とするものであります。 

 第２項、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、２ページから６ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるものとするもの

であります。 

 第２条、繰越明許費は、翌年度に繰り越して使用することができる経費を、８ページから

９ページの「第２表 繰越明許費」によるものとするものでございます。 

 第３条、債務負担行為の補正は、１０ページから１１ページにかけての「第３表 債務負担行

為補正」のとおり追加するものでございます。 

 第４条、地方債の補正は、同じく１０ページから１１ページにかけての「第４表 地方債補

正」のとおり追加及び変更をするものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。「第２表 繰越明許費」は、用地交渉及び重要変更等による国

との協議により不測の日数を要したため、年度内の完成が困難となり繰り越すものでございます。

総務費で２件、衛生費で１件、農林水産業費で８件、土木費で１０件、災害復旧費で４件、合計

２５件、繰越明許費額１６億６０４万円としております。 

 １０ページをお願いいたします。「第３表 債務負担行為補正」は、ごみ積みかえ輸送を

２０年度当初から実施のために、１９年度中に事務処理を進める必要があることから決定するも

のでございます。 

 「第４表 地方債の補正」は、繰上償還のために長崎県市町財政資金を追加し、また一般公共

事業債から災害復旧事業債まで、事業費の変更により調整をし、限度額を３６億３,０６０万円

に変更いたしております。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について主なものを御説明申し上げます。 

 まず、歳入でありますが、１６ページをお願いいたします。１款市税１項市民税は、６,６１８万

円を減額、２項固定資産税は８,６８２万２,０００円を減額、３項軽自動車税は２４５万

８,０００円の減額をしております。徴収率の低下が主な要因でございます。 

 １８ページをお願いいたします。４項１たばこ税は、５項鉱山税は３,０００円を減額、７項

入湯税は５０万７,０００円を増額いたしております。 

 １０款地方交付税１項地方交付税は、普通交付税を９,６３６万９,０００円増額いたしており

ます。 

 １２款分担金及び負担金１項分担金は、移動通信用鉄塔施設整備事業分担金など２０１万円を
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減額いたしております。 

 ２０ページをお願いいたします。２項負担金は、１７２万７,０００円を増額いたしておりま

す。養護老人ホーム入所負担金等の増額が主なものでございます。 

 １３款使用料及び手数料１項使用料は、８０９万５,０００円を増額いたしております。残土

処分場使用料の増額が主なものでございます。２項手数料は４９１万５,０００円を減額いたし

ております。塵芥収集手数料の減額が主なものでございます。 

 ２２ページをお願いいたします。１４款国庫支出金１項国庫負担金は、２,６０３万５,０００円

を減額いたしております。１目民生費国庫負担金の自立支援費負担金１,３９１万５,０００円の

増額、４目災害復旧費国庫負担金の道路災害復旧事業費負担金１,３６７万３,０００円の減額、

河川災害復旧事業費負担金１,８８１万６,０００円の減額が主なものでございます。２項国庫補

助金は、１,９４６万円を減額いたしております。 

 ２４ページをお願いいたします。３目衛生費国庫補助金の循環型社会形成推進交付金４４５万

６,０００円の減額、６目土木費国庫補助金のまちづくり交付金事業補助金１,２００万円の増額、

８目教育費国庫補助金の学校施設耐震推進計画等策定支援事業補助金２,０５１万１,０００円の

減額等が主なものでございます。 

 １５款県支出金１項県負担金は、３０６万９,０００円を減額いたしております。１目総務費

県負担金の権限委譲交付金２６９万２,０００円の減額、２目民生費県負担金の自立支援費負担

金６９５万７,０００円の増額。 

 ２６ページをお願いいたします。３目衛生費県負担金の老人保健事業負担金３６３万５,０００円

の減額等が主なものでございます。２項県補助金は、２,５８７万２,０００円を減額いたしてお

ります。１目総務費県補助金の移動通信用鉄塔施設整備事業補助金１,１２０万円の減額、２目

民生費県補助金のセーフティネット支援対策事業費補助金３００万円の減額、４目農林水産業費

県補助金の長崎食と農支援事業補助金３６５万円の減額。 

 ２８ページをお願いいたします。９目災害復旧費県補助金の農地農用施設災害復旧事業費補助

金２９３万円の減額等が主なものでございます。３項委託金は、１,３７３万１,０００円を減額

いたしております。１目総務費委託金の参議院議員選挙、長崎県議会議員の選挙費委託金

１,１３５万３,０００円の減額、５目土木費委託金の市道佐保田線道路改良事業委託金４５８万

２,０００円の減額が主なものでございます。 

 １６款財産収入１項財産運用収入は、１８７万６,０００円を減額いたしております。教職員

住宅貸付収入の減額が主なものでございます。 

 ３０ページをお願いいたします。２項財産売り払い収入は、土地売り払い収入を２万４,０００円

増額いたしております。 
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 １８款繰入金２項基金繰入金は、財政調整基金繰入金など９,５８０万５,０００円を減額いた

しております。 

 ２０款諸収入５項雑入は、１,３０４万６,０００円を増額いたしております。工事契約解除に

伴う違約金５４９万円の増額、生活保護費返還金８６２万２,０００円の増額等が主なものでご

ざいます。 

 ３２ページをお願いいたします。２１款市債１項市債につきましては、７億１,４６０万円を

増額いたしております。事業費の決定による市債の減額と、地方債の繰上償還のために、県資金

の公債費負担対策資金貸付債を７億５,０００万円増額いたしております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。３４ページをお願いいたします。１款議会費

１項議会費は、庁用器具の備品購入費など８万円を増額いたしております。 

 ２款総務費１項総務管理費は、３,７９８万２,０００円を減額いたしております。１目一般管

理費の職員人間ドック等補助金２４０万円の減額。 

 ３６ページをお願いいたします。７目企画費の離島交流少年野球大会委託料５２６万９,０００円

の減額、移動通信用鉄塔施設整備工事１,３００万円の減額等が主なものでございます。２項徴

税費は、土地鑑定評価委託料８４万７,０００円を減額いたしております。３項戸籍住民基本台

帳費は、期末勤勉手当等４４万９,０００円を減額いたしております。 

 ３８ページをお願いいたします。４項選挙費は、選挙に係る事務費の決定により１,１３１万

３,０００円を減額いたしております。５項統計調査費は、２９５万５,０００円を減額いたして

おります。統計調査委託金の確定による事務費の減及び地籍調査事業内容の変更により減額いた

しております。 

 ４０ページをお願いいたします。３款民生費１項社会福祉費は、９２４万６,０００円を減額

いたしております。１目社会福祉総務費の自立支援給付費２,７８３万１,０００円の増額、地域

生活支援事業給付費４３３万円の減額、精神障害者社会復帰施設等給付費５１８万７,０００円

の減額。 

 ４２ページをお願いいたします。５目老人福祉費の高齢者生活支援給付４１０万円の減額、特

別養護老人ホーム特別会計繰出金１,５２６万６,０００円の減額、介護保険地域支援事業特別会

計繰出金８５７万円の減額等が主なものでございます。２項児童福祉費は、１,４５９万

２,０００円を減額いたしております。仁田保育所屋根改修工事の執行残２３１万２,０００円の

減額、非被用者児童手当、特例給付費等の児童手当５９０万円の減額、乳幼児福祉医療費

６００万円の減額等が主なものとなっております。 

 ４４ページをお願いいたします。３項生活保護費は、医療扶助費等の増額により１,２５０万

７,０００円を増額いたしております。 
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 ４款衛生費１項保健衛生費は、２,８３３万７,０００円を減額いたしております。 

 ４６ページをお願いいたします。老人保健事業委託金１,６７０万円の減額、合併処理浄化槽

設置事業補助金８６１万３,０００円の減額が主なものでございます。２項清掃費は、１９４万

円を減額いたしております。漂着物処理委託料１７１万４,０００円の増額、し尿処理場の医薬

材料費２３９万５,０００円の減額が主なものでございます。 

 ６款農林水産業費１項農業費は、８８万円を増額いたしております。 

 ４８ページをお願いいたします。３目農業振興費のイノシシ捕獲補助金６８４万円の増額、長

崎食と農支援事業補助金４８６万６,０００円の減額が主なものでございます。２項林業費は、

５３２万１,０００円を増額いたしております。シイタケ生産推進補助金５００万円の増額、森

林整備地域活動支援交付金３３８万３,０００円の増額。 

 ５０ページをお願いいたします。品質向上基盤施設導入事業補助金１３７万２,０００円の減

額が主なものでございます。３項水産業費は、真珠養殖経営転換対策資金利子補給補助金の減額

等が１５０万円を減額いたしております。 

 ７款商工費１項商工費は、観光マップ作成委託料の減額等により３１万９,０００円減額いた

しております。 

 ８款土木費１項土木管理費は、職員の人件費の減額等により１１８万１,０００円を減額いた

しております。 

 ５２ページをお願いいたします。２項道路橋梁費は、７７９万８,０００円を減額いたしてお

ります。事業内容、事業費の決定等による工事費、事務費を調整いたしております。３項河川費

は、急傾斜地崩壊対策事業負担金を４２７万５,０００円減額いたしております。 

 ５４ページをお願いいたします。４項港湾費は、１,０１２万２,０００円を減額いたしており

ます。県管理港湾使用料の徴収委託料１５４万円の減額、厳原港、日田勝港ターミナルビルの改

修工事費８５８万２,０００円の減額が主なものでございます。５項都市計画費は、９７５万

１,０００円を減額いたしております。都市計画区域補助金変更調査等委託料２６５万円の減額、

都市計画街路県工事負担金３６０万円の減額。 

 ５６ページをお願いいたします。まちづくり活動補助金１８４万６,０００円の減額が主なも

のでございます。６項住宅費は、７８９万９,０００円減額いたしております。市営住宅解体工

事２８０万円の減額、床谷改良住宅整備工事３０２万８,０００円の減額、街なみ環境整備工事

１９３万４,０００円の減額が主なものでございます。 

 ５８ページをお願いいたします。９款消防費１項消防費は、職員の人件費２３５万１,０００円

を減額いたしております。 

 １０款教育費１項教育総務費は、２,１１２万８,０００円を減額いたしております。耐震調査
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設計委託料２,０５１万１,０００円の減額が主なものでございます。２項小学校費は、１３２万

７,０００円を減額いたしております。 

 ６０ページをお願いいたします。瀬地区のスクールバス待合所建設工事費６０万円の増額、瀬

地区スクールバス購入費１７２万８,０００円の減額が主なものでございます。３項中学校費は、

５８９万１,０００円を減額いたしております。校旗購入のための学校備品購入費、普通旅費、

高度僻地修学旅行費補助金等の減額が主なものでございます。 

 ６２ページをお願いいたします。４項幼稚園費は、職員の人件費の減額が主なものでございま

す。５項社会教育費は、５４３万８,０００円を減額いたしております。施設の維持補修工事費

１０２万７,０００円の減額。 

 ６４ページをお願いいたします。警備委託料１１３万４,０００円の減額、駐車場の用地借上

料２０１万３,０００円の減額が主なものでございます。６項保健体育費は、５８０万４,０００円

を減額いたしております。町民体育祭委託料２６４万円の減額、体育施設費の修繕量１６９万

４,０００円の減額が主なものでございます。 

 １１款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費は、４７２万１,０００円を減額いたしており

ます。 

 ６６ページをお願いいたします。２項公共土木施設災害復旧費は、４,１２１万３,０００円を

減額いたしております。災害復旧箇所の入札執行により、事業費が確定した分について、工事費、

事務費を調整いたしております。 

 ６８ページをお願いいたします。１２款公債費１項公債費は、７億２,６４２万６,０００円を

増額いたしております。１目元金は、政府資金の利率４％以上５％未満の利率の高い資金のうち、

６億９,３４０万８,０００円の繰上償還に係る元金を増額いたしております。２目利子は、政府

資金の繰上償還に係る保証金６,８０６万９,０００円と、低利借入等により償還金利子を

３,５０５万１,０００円減額いたしております。 

 ７０ページから７３ページにかけましては、補正予算給与費明細書であります。 

 以上、簡単ではございますが提案理由の説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう

お願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。１２番、大浦孝司君。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  ９ページの繰越明許費に関連してちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

 ＣＡＴＶ施設整備事業が、８億３,１００万２０年度に繰り越すというふうなことで明記され

ております。かなり大きな額であろうかと思います。そして、けさもらってた資料の専決処分の

一部には、対馬市情報基盤整備の中の３工区が１億７,１００万の端数が出ておりますが、増額
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で専決処分を平成２０年１月１５日にしたということが書かれております。 

 私は、専決処分というふうなことは、議会が開かれずにその執行を検討して、急ぐ特別の理由

があるからやるということで理解しておりますが、これを見ますと３月の補正予算で十分、会議

をして繰越明許というふうなことでいいんではないかなというふうな考え持つんですが、皆さん

ちょっとありますが、専決処分書ていうのがありますよ。 

 その中の変更の部分に、１億７,１１７万２,０５０円をどうしても議会前に予算化せなならん

からそれをしたと、こう書かれております。その理由も下に書いておりますね、この関連といわ

ゆる今回の繰越明許の金額がどう関連しとるかちょっとお話を聞きたいと思います。 

 それともう１点は、なぜ１億７,１００万の金が３月の補正予算を待たずに予算化せねばなら

なかったか、これは私はちょっと聞いてみにゃわからんなと思っております。 

 以上２点、部長さんお願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  お答えしたいと思います。専決処分の分について、まず最初にお答

えしたいと思います。 

 この点に関しましては、１２月の議会だったと思いますけれども、第４工区の追加の工事を出

したと思います。その分で、センターの分が、これ３工区はセンターの機器類になるわけですけ

れども、４工区を実施するためには、センターの分も合わせて実施していかないと工事が先に進

まないというようなことになりましたので、専決をさせていただいたわけでございます。 

 言いますと、結局１工区２工区については、もう当然３工区で機器類の整備は一緒に契約いた

しましたけれども、４工区につきましては、１２月で契約した段階で当然一緒にセンターも整備

していかにゃならんというようなことになりますので、専決をさせていただいたというわけでご

ざいます。 

○議長（波田 政和君）  １２番、大浦孝司君。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  ちょっと確認いたしますが、その追加工事の分はすべて工事を

終えて、８億３,１００万というのはほかの工事が余った分だけでしょうか。それをちょっと、

私はちょっとはっきりしてみたいと思うんですが。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  繰り越しの８億３,１００万という分につきましては、これ今度の、

引き込み工事現在やっています。１工区２工区３工区、これで当初は年度内に工事を終えるとい

うことを話しておりましたけれども、この引き込み工事に関してはどうしても各家庭に入ってい

くというような工事になります。 

 したがいまして、家庭に連絡した段階で留守をされている方、あるいは連絡が取れなかった方
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等がございますので、その分おくれてくるのがもう現状でございます。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  議長、最後です。 

○議長（波田 政和君）  １２番、大浦孝司君。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  自然に考えれば、その工事が平成２０年度にかかるというふう

なことであれば２０年度に予算を組むという、私は一般的に無理をしてまで、この財源の厳しい

中で無理に無理を重ねてやったなあという感じがいたしまして、そういう工事の分ちゅうのは私

は年度できちんと考えりゃあいいわけであって、何も１９年度に財源化してせっぱ詰まったこと

を積み上げる必要はなかったんじゃないかなという、一般的な議員としての予算の組み方として

いかがなものかというふうなことを感じておりました。 

 それでもう１つ、ぜひとも１月その、契約日が１５日でございましたが、その３工区の関連と

いう中で４工区の云々とこう書かれておりますが、どうしても１月の月にセットせんとその空間

が施工上困ることであったのか、３月の補正予算に堂々と組んで、その後施工が何も差し支えな

ければ私は自然体として３月の補正予算として上げるのが筋じゃないかなという思いがしますが、

部長その辺の最後の言葉お聞きします。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  これ、先ほどから申しておりますように、１工区２工区、４工区の

工事につきましては、センターと同時進行していくというようなことになっておりますので、ど

うしてもこういった形をとらせていただいたということになります。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  終わります。 

○議長（波田 政和君）  ほかにありませんか。２１番、中原康博君。 

○議員（２１番 中原 康博君）  補正予算ではありませんけれども、参考までに１９年度の工事

ですので尋ねたいと思います。 

 昨日の長崎新聞に載っておりましたけれども、川上建設部長にちょっと尋ねたいと思います。

この成り行きですね、新聞にもあらかた書いてありますけれども、成り行き等説明をしていただ

きたいと思います。 

 そしてまた、一番に予定価格はだれが決められたものか、そしてまた、この地滑り工事で業者

も絞られた形で８社いうことでございます。それだけに、なかなかの実績のある業者でないと入

れなかったんじゃないかなと思います。それによって、その実績とは対馬の実績でいかれたもの

か、その２点とですね、お尋ねしたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  建設部長、川上司君。 

○建設部長（川上  司君）  中原議員さんの質問に対しましてお答えしたいと思います。 

 議員さんも御承知かと思いますけれども、市が積算をいたします工事の設計額と予定価格が同
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額でなければならないということはございませんし、今までも予定価格と設計額は相違しており

ましたし、また今回その差額が不自然ということでございますが、いろいろと工事現場ごとに作

業条件とか工事関係のしやすさといいますか難易度等が違いますので、そのようなことを考慮い

たしまして、市の事務決済規定によりまして部長が予定価格の決定をすることになっております

ので、私が決めて執行いたしております。 

 また、工事の発注に際しましても、入札の公告時には御承知のとおり予定価格も公表いたして

おりますし、工区の内容について疑問な点、あるいは不明な点がありましたら受付期間も設けて

おりますので、そのようなことを踏まえまして何も質疑もないということで入札を執行した次第

でございます。 

 入札業者は、いろいろと推測して入札をされているとのことでございますけれども、私はあく

までも各社それぞれに現場ごとに見積もられる条件が違うと思いますので、各社ごとの実行予算

といいますかそういうな形で入札をされた結果でありまして、適正な入札の執行であったろうと

いうふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（波田 政和君）  質問に入る前に、ちょっと予算外になっておりますので、先ほどの話は

ですね。だから、それと違うことでお願いしたいんですけども。２１番、中原康博君、どうぞ。 

○議員（２１番 中原 康博君）  違うことと言われましても、議会で聞くことはこの１９年度で

ある工事ですので私は参考までに尋ねおるわけでございます。ひとつその辺でお願いしたいと思

います。新聞にまで載らなかったらこういった質問は出ないと思いますので、尋ねておるわけで

ございます。 

 島内の実績で、部長されたものかその辺はどうですか。 

○議長（波田 政和君）  建設部長、川上司君。 

○建設部長（川上  司君）  入札の参加資格につきましては、私の方ではタッチしておりません

のでちょっとわかりかねますけども。 

○議長（波田 政和君）  どうですか。 

○議員（２１番 中原 康博君）  いいです。 

○議長（波田 政和君）  ほかに。９番、糸瀬一彦君。 

○議員（９番 糸瀬 一彦君）  二、三お尋ねいたします。１７ページ、市民税、個人税の減額に

ついて、徴収率その他を詳しく、見込みでしょうからお知らせ願いたいと思います。 

 それから２５ページ、教育総務費の補助金ですね、これが今の時点で２,０５１万１,０００円

の減額、この内容を詳しく説明願います。 

 それから、歳出は５５ページ、たしか国際ターミナルの工事請負費については、９月か何かに
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補正をしたと思いますけど、その補正をした金額が私の記憶であればこの減額された金額とあま

り大差がないんじゃないかという気がしますけど、その理由を説明してください。 

○議長（波田 政和君）  市民生活部長、斉藤勝行君。 

○市民生活部長（斉藤 勝行君）  市税の決算見込みについて御説明をいたします。 

 まず、現状でございますが、１月末の税の収納状況でございますが、現年度課税分、市民税で

すね、市民税、固定資産税、軽自動車等もすべて前年同期と比べまして、若干低い率で推移をい

たしております。 

 こういうことを元にいたしまして、この補正でどうするかということを検討いたしました。そ

の結果、これも９月の補正で大きく市民税を減額したところでございますが、これこの時の部分

につきましては総所得、課税標準額が大きく見込みから落ち込んだということで減らしておりま

したけども、今回は決算見込みをしたところ、当初収納率を９８％、高いところで。低い部分で

も９６％と、かなり高い率で予算計上いたしておりました。 

 それを決算見込みをしたところ、前年同様ぐらいに何とかして持っていきたいということから

いたしまして、収納率で見込みといたしまして、市民税、個人で９６、法人で９４、固定資産税

９３、これは何とかクリアしたいというなことで、一応それをもとに計算したところ、今回この

額相当をちょっと減額をさせていただくということになっておりますので、御理解をお願いした

いと思います。 

○議長（波田 政和君）  教育部長、日高一夫君。 

○教育部長（日高 一夫君）  ２５ページの教育費国庫補助金の２,０５１万１,０００円の減額に

ついて御説明を申し上げます。 

 歳出では、５９ページになってますが、委託料で２,０５１万１,０００円の減額。これ、当初

２,６９４万２,０００円の事業として上げていましたが、６４３万１,０００円の事業で済みま

したので減額させていただいております。 

○議長（波田 政和君）  建設部長、川上司君。 

○建設部長（川上  司君）  予算書５４ページにつきましての港湾管理費についての１５節の工

事請負費につきまして御説明申し上げます。 

 ９月の補正では、１,６８３万２,０００円補正をお願いしております。今回、入札執行残等で

精算いたしますのが８２５万円となりましたので、今回減額として８５８万２,０００円の減額

補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（波田 政和君）  ９番、糸瀬一彦君。 

○議員（９番 糸瀬 一彦君）  徴収率の方からちょっと言わしてもらいますけど、たしか非常に
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厳しくて、県下でも成績としては悪い方ですね。そして、非常に自主財源の少ない中で、私も委

員会の中でも言いましたけど、できるだけ徴収率の向上に努力をしてほしいという注文もつけて

おりましたので、残された期間最大限の努力をお願いしたいと私は思います。 

 それから、教育費、２,０５１万１,０００円の減額ということですけど、もとの計画が余りに

も格差があり過ぎますねこれ、６００何十万で済んだとか。普通常識的に考えるなら、執行残と

して残れば１割か２割ぐらいが相当じゃないかと思いますけど、耐震強度の見積もりを出す時に

どんな見積もりをしてあったか、もう１回詳しくお願いしたいと。 

 それから、ターミナルのあれですね、１,６００万を９月ですかね、されて、約半分で済んだ。

安い分はいいですけど、本当に私にしてみればあまりにも財源が少ない少ない言いながら、

１,６００万組んでですよ８００万も残ったというのは、もう少し査定段階でシビアな精査が必

要でなかったかと私は思いますけどどうでしょうかね。 

○議長（波田 政和君）  教育部長、日高一夫君。 

○教育部長（日高 一夫君）  お答えいたします。コンサルタント会社に委託をしてやったつもり

なんですが。 

○議員（９番 糸瀬 一彦君）  じゃ、コンサル任せやろう。いや、部長ですね、いいですか。次

長、不思議と思いませんか。２,０００何百万がこれだけで済んだちゅうのは、安くなりゃいい

ちゅうもんじゃないですよ、予算組む時そうでしょう。私そう思いますけど、本当にチェックは

自分の方で全然できんわけですか。 

○議長（波田 政和君）  教育部長、日高一夫君。（「教育長、教育長」と呼ぶ者あり）教育長、

米田幸人君。 

○教育長（米田 幸人君）  お答えいたします。当初は、２,７００万ほどというなことで事業を

進めております。というのは、コンサルに委託をして、入札した結果非常に安くとったんですね。 

 この耐震化の調査は、極端に言いますと建物、１級建築士の資格のある方が見られ、そして経

費の係るのはコンクリートのコアとりまして、そこで強度でやるんですね。ですから、非常に極

端に言うと私どもがびっくりするような額で入札を執行し、落札をしたというなことで、今回減

額するものであります。 

○議長（波田 政和君）  教育長、ちょっと答えが質問の趣旨と違うようにありますけども。もと

もと、なぜそんなものを組むのかという質問なんですね。それでよろしいですね。 

○議員（９番 糸瀬 一彦君）  ちょっと、ちょっと議長。 

○議長（波田 政和君）  はい、９番、糸瀬一彦君。 

○議員（９番 糸瀬 一彦君）  ３回……。 

○議長（波田 政和君）  暫時休憩します。 
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午後２時07分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時09分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 建設部長、川上司君。 

○建設部長（川上  司君）  ８５８万２,０００円につきましての、余りにも執行残が余り過ぎ

じゃないかということでございますけれども、多少の積算の甘さはあったかと思いますけれども、

非常にこの箇所につきましては入札の残が出て、私たちも驚くぐらいの入札の結果として終わっ

ておりますので、このような執行残が出たような次第でございます。主にもう、入札執行残でご

ざいますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  ９番、糸瀬一彦君。 

○議員（９番 糸瀬 一彦君）  ３回目ですかね。私は、安くなった分をどうのこの言ってるわけ

じゃない、あなたが設計されてそして発注されて、正しい成果物ができておればそれにこしたこ

とはないわけですけど、当初の計画と実際結果的に異常に差があり過ぎやしませんかと私は尋ね

とるわけですよ。結果的に、あなたの思ったとおりの成果物ができておればいいわけですけど。 

 以上です。 

○議長（波田 政和君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。１４時２０分から再開します。 

午後２時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時20分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第２号 

日程第１７．議案第３号 

日程第１８．議案第４号 

日程第１９．議案第５号 

日程第２０．議案第６号 

日程第２１．議案第７号 

○議長（波田 政和君）  日程第１６、議案第２号、平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算
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（第４号）から、日程第２１、議案第７号、平成１９年度対馬市水道事業特別会計補正予算（第

３号）までの６件を一括して議題とします。 

 各案について提案理由の説明を求めます。保健部長、山本輝昭君。 

○保健部長（山本 輝昭君）  ただいま一括して議題となりました６件のうち、議案第２号から議

案第４号までの３件については保健部の所管でありますので、続けて提案理由及びその概要を御

説明いたします。 

 まず、議案第２号、平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号）について御説明申

し上げます。 

 今回の補正は、平成１９年度から仁田、鹿見、伊奈診療所を直営診療所として運営を行ってお

り、それに伴います執行予算の調整を行うものであります。 

 １ページをお開きください。第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５７７万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４０８万３,０００円と定め

るものでございます。（発言する者あり）失礼しました。３億４,００８万３,０００円と定める

ものでございます。 

 ２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページの「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。１款診療収入は、３１３万５,０００円を増額し２億３,３３９万

１,０００円といたしております。 

 ３款県支出金２０２万７,０００円は、へき地医療対策費補助金の増でございます。 

 ６款諸収入６１万４,０００円は、予防接種等委託料の増でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。１款総務費１項１目一般管理費は１７８万４,０００円の減で、

出張診療の医師派遣等委託料及び生化学検査料等の執行残の調整でございます。 

 ２款医療費１項医業費は７５６万円の増で、豊玉診療所、仁田診療所及び今里、鴨居瀬診療所

等の医療用経費でございます。 

 以上で、議案第２号、平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号）の説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第３号、平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）について

御説明いたします。 

 今回の補正は、国、県の補助金の内示変更及び職員の異動に伴います給与費等の減による一般

会計よりの繰り入れの減額等が主な内容でございます。 
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 １ページをお開きください。第１条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０２万

１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億５,５８５万２,０００円

と定めるものでございます。 

 ２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページの「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。３款２項国庫補助金は、電算システム改修事業費補助等の

１００万８,０００円の増でございます。 

 ７款１項他会計繰入金、その他一般会計繰入金は、電算システム改修費に要します経費

３１０万４,０００円の繰り入れで、職員給与費等繰入金は職員の異動による減で、６３７万円

の減額をいたしております。 

 歳出について御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。１款１項総務管理費では、職員の異動減による給与費等を減額

し、委託料においては、介護保険事業システム改修委託料３５１万円を計上いたしております。 

 ２款、保険給付費や介護サービス給付費及び高額介護サービス費の調整を行っております。 

 １２ページをお開きください。８款地域支援事業費は、介護保険地域支援事業特別会計への繰

出金でございます。 

 １４ページに、給与費明細書の補正を添付いたしております。 

 以上で平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第４号、平成１９年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予算（第

１号）について御説明いたします。 

 今回の補正は、地域支援事業の執行に伴う経費の調整を行うものであります。 

 １ページをお開きください。第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２３９万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,６１９万５,０００円と定めるものでご

ざいます。 

 ２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページの「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 

 歳入について御説明いたします。８ページをお開きください。１款繰入金は、一般会計からの

繰入金を８５７万円減額し、介護保険特別会計より繰入金を８３万９,０００円増額しておりま

す。 

 ２款諸収入は、介護予防事業収入で２４万円、介護保険サービス事業収入で７４３万４,０００円

のそれぞれの減でございます。これは、利用見込み対象者数の減によるものでございます。 
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 ３款繰越金は３０１万５,０００円で、前年度繰越金であります。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。１款１項１目地域支援事業運営管理等諸費は３４８万７,０００円

の減で、職員給与等で１６１万８,０００円及び負担金・補助金で１８８万３,０００円の減で、

これは社協からの出向職員等の給与、手当等の減によるものでございます。 

 ２款介護事業予防費は４０３万２,０００円の減で、１目介護予防特定高齢者施策事業費で、

介護予防事業委託料２４０万円及び特定高齢者把握事業委託料５８万円の減額でございます。 

 １２ページをお開きください。２款１項介護予防支援サービス事業費は、介護予防支援委託料

４３２万５,０００円の減で、これも対象者数の減でございます。 

 １４ページ以降に給与費明細書の補正を添付いたしております。 

 以上で、議案第２号、対馬市診療所特別会計補正予算（第４号）から、議案第４号、対馬市介

護保険地域支援事業特別会計補正予算（第１号）までの３件の補正予算の説明とさせていただき

ます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  福祉部長、勝見末利君。 

○福祉部長（勝見 末利君）  ただいま議題となりました議案第５号、平成１９年度対馬市特別養

護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、介護給付費収入等の減収見込み並びに管理費の執行残を調整いたしており

ます。第１条の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,５３５万

９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,６２９万１,０００円と

定めております。 

 第２項に歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の総額は、第１表「歳入歳出予算補正」によります。 

 歳入予算でありますが、８ページから９ページにかけて、３款繰入金１項他会計繰入金１目一

般会計繰入金の補正額で１,５２６万６,０００円減額計上しております。退職者及び人件費の

５％カット等による執行残の調整等によるものであります。 

 ５款諸収入１項介護給付費収入１０５万２,０００円減額計上しております。短期入所生活介

護収入の利用者の増、入所者の入院による施設介護サービス費収入の減によるものであります。 

 ８ページから１１ページにかけて、２項の自己負担金収入９５万９,０００円を計上しており

ます。 

 歳出予算でありますが、１２ページから１３ページにかけて、１款民生費１項社会福祉費１目

特養浅茅の丘管理費の補正額で９４５万３,０００円減額計上しております。職員の中途退職者

１名分及び給与５％カットによるものであります。２目特養日吉の里管理費の補正額で５９０万
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６,０００円減額計上しております。嘱託職員の退職及び職員の給与５％カット等によるもので

あります。 

 １６ページから１９ページにかけて、補正予算給与費明細書を掲げております。 

 以上が、平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）の提案理由及び

その概要であります。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  水道局長、齋藤清榮君。 

○水道局長（齋藤 清榮君）  ただいま一括議案となりました議案第６号と議案第７号は、水道局

所管の議案でありますので、続けて御説明申し上げます。 

 まず、平成１９年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、提案理由を御

説明申し上げます。 

 今回の補正は、職員の人事異動等に伴う給与費の減額、簡易水道事業統合事業等の変更に伴う

事業費の変更減額と財政調整基金積み立てが主なもので、次のとおり定めるものであります。 

 第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２９０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１０億６,７０６万２,０００円とするものであります。 

 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表「歳入歳出予算補正」によります。 

 それでは、補正内容について、歳入から説明申し上げます。 

 ６ページをお開き願います。６款繰入金１６０万円の減額は、公債費利子分の一般会計繰入金

の減額であります。 

 ７款繰越金２,０００万円は、前年度繰越金の追加計上であります。 

 ８款諸収入５５０万円の減額は、水道管移設補償費の減額によるものであります。 

 ８ページをお願いいたします。歳出について説明申し上げます。 

 １款簡易水道費１項水道管理費２,６６０万円の増額は、１目一般管理費２５節積立金財政調

整基金の３,４００万円の積み立てが主で、また職員の人事異動等での職員給与費の減額、

２７節公課費は消費税納付金の中間払いがなかったことでの６００万円の減額であります。２項

水道建設費１,０５０万円の減額は、西地区簡易水道統合整備工事の減、市道改良工事に伴う水

道管移設工事の事業費変更減が主なものであります。 

 次に２款公債費２目利子は、前年度借り入れ利率の確定減に伴う長期債償還利子３２０万円の

減額であります。 

 １０ページには、給与費明細書の補正内容を記載しております。 

 以上、簡単でありますが、議案第６号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第７号、平成１９年度対馬市水道事業会計補正予算（第３号）について、提
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案理由を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、職員の人事異動等に伴う給与費の減額、野良地区拡張工事の事業費の減額が主

なもので、次のとおり改めるものであります。 

 第２条として、平成１９年度対馬市水道事業会計予算第３条に定めた収益支出の予定額を

８５０万９,０００円減額し、水道事業費を２億５,２３１万２,０００円に予定額を補正するも

のであります。補正の内容は、職員の人事異動等に伴う給与費を減額補正するもので、給与費明

細書の補正内容は１０ページに記載をしております。 

 次に、第３条として平成１９年度対馬市水道事業会計予算第４条に定めた本分括弧書き中、資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「２億７,６９３万５,０００円」を「２億

７,１２３万５,０００円」に改め、補てんする財源を過年度分損益勘定留保資金７,７７１万

５,０００円、当年度分損益勘定留保資金を７,９１５万９,０００円、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額を９１３万９,０００円、建設改良積立金を７,３５０万６,０００円、

返済積立金を３,１７１万６,０００円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正を

行うものであります。 

 第１款資本的収入でありますが、３,３００万円を減額し４,７００万円とするものであります。

補正の内容は、第４条で示す起債の限度額で野良地区拡張工事の企業債を減額補正するものであ

ります。 

 次に、第２款資本的支出でありますが３８７万円を減額し３億１,８２３万５,０００円とする

ものであります。補正の内容は、野良地区拡張工事において現中継送水ポンプ室施設用地内での

新設用地の追加確保ができず、新たな箇所で２０年度事業として取り組む計画であります。この

ことで建設改良費の減額補正をお願いいたすものであります。 

 以上で、議案第６号、議案第７号の提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決

定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。２２番、桐谷正義君。 

○議員（２２番 桐谷 正義君）  １点だけお尋ねいたしますが、対馬市水道事業会計補正予算に

ついて、今局長の説明では１ページの資本的支出の建設改良費、野良のところが問題があって

２０年度に回すということですが、もう少し詳しく具体的に教えてください。 

○議長（波田 政和君）  水道局長、齋藤清榮君。 

○水道局長（齋藤 清榮君）  お答えいたします。 

 野良地区拡張工事については、当初計画で４工区に分けて工事をするような形をしておりまし

たけれども、１工区については知首の工事、２、３、４が野良地区の工事でありましたけれども、

２工区につきまして、現在国分寺、お寺の境内地の中で送水ポンプ室を築造し送水をしておるわ
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けですけれども、当事業につきましては単年度事業でありまして、昨年の当初予算時には概算設

計とかもろもろ予算規模等の設計上のボリュームがありませんでした。そういうことで、国分寺

の方にも内諾を得る形で４月から９月に分けて、用地交渉もろもろ継続しておったわけですけれ

ども、最終的におきましては、現施設でも騒音の苦情とかいろんな問題点がありまして、檀徒総

代あるいは財産管理上で協力できないというような形になりました。 

 そういう形で、第２工区については発注そのものから中止をし、他の場所をずっと模索といい

ましょうか、確認をする形をとっておったわけですけれども、問題になった騒音とか、やはりい

ろんな場所での適地が確保できませんで、その中で渇水対策等でもろもろ対応する中で、北簡易

水道の配水についても取り組むべきだというような観点も入れまして、２０年度におきましては

阿須の方面から用地交渉の中である程度内諾を得ましたので、そこを求めてそこに送水ポンプ室

をつくり、配水管布設等を取り組んでいく方向で計画をしております。 

 以上です。 

○議長（波田 政和君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 なお、議案第１号から議案第７号までの７件を会議規則第３７条１項の規定により、お手元に

配付の議案付託表どおり、各常任委員会に付託することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１号から議案第７号までの

７件を会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、各常任委員

会に付託することに決定しました。 

 委員長の審査報告は、３月２４日に行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第８号 

○議長（波田 政和君）  日程第２２、議案第８号、平成２０年度対馬市一般会計予算を議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  ただいま議題となりました議案第８号、平成２０年度対馬市一般会

計予算について御説明申し上げます。 

 一般会計予算の説明を申し上げる前に、お手元に配付いたしております当初予算参考資料によ

りまして、平成２０年度当初予算の概要を御説明申し上げます。この小さい表でございます。 

 まず１番目、当初予算比較表についてであります。一般会計を初め診療所特別会計ほか１０特
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別会計の平成２０年度当初予算額と前年度当初予算額を掲げております。一般会計２７５億

７,５００万、前年度に比べ４.２％の減、診療所特別会計３億２,３５９万８,０００円で

４８.６％の増、国民健康保険特別会計５１億９,８７０万４,０００万で８.８％の減、老人保健

特別会計３億９,５４７万１,０００円で９０.６％の減、後期高齢者医療特別会計３億

６,６４１万３,０００円の改増、介護保険特別会計予算２８億６,６００万１,０００円で

５.２％の減、介護保険地域支援事業特別会計１億１,３８５万３,０００円で４.９％の増、特別

養護老人ホーム特別会計４億５,８７３万１,０００円で２.６％の減、簡易水道事業特別会計

１２億２,１４５万円で３０.１％の増、集落排水処理施設特別会計２,１００万円で１１.３％の

増、旅客定期航路事業特別会計３,１３２万５,０００円で１.６％の増、風力発電事業特別会計

３,３６０万円で３.０％の減。 

 以上、一般会計予算を初め診療所特別会計予算ほか１０特別会計の予算は、３８６億５１４万

６,０００円となっております。 

 次に２の特別会計繰り出し金等についてでありますが、一般会計から特別会計の繰り出し合計

金額は１４億４,２０５万１,０００円で、前年度に比べ１６.８％の減となっております。 

 次に、平成２０年度一般会計歳入歳出予算の対前年度比較表を添付しております。歳入内訳比

較表と次ページの目的別内訳比較表につきましては、説明を省略させていただきますので、後ほ

どごらんいただきたいと思います。 

 それでは、平成２０年度一般会計予算について御説明申し上げます。 

 平成２０年度予算につきましては、市長選挙の年であることから、骨格予算で編成いたしてお

ります。政策的経費、単独事業等につきましては６月の補正予算となりますが、年度当初から実

施しなければならない事業、あるいは建設事業でも継続事業等につきましては、当初から計上し

ているところでございます。また、現在国会で道路特定財源に係る暫定税率の延長等について審

議されているところでありますが、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、自動車取得税交付金に

つきましては、従来どおり計上しているところでございます。 

 それでは、予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。平成２０年度対馬市一般会計予算は、次に定めるところによる

ことを規定し、第１条第１項歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７５億７,５００万円

と定めるものでございます。第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

２ページから８ページにかけての第１表「歳入歳出予算」によるとするものでございます。 

 第２条、地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、

１０ページから１１ページにかけての第２表「継続費」によるものとするものでございます。 

 第３条、地方自治法２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債は、起債の目的、
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限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、同じく１０ページから１１ページの第３表「地方

債」によることを定めております。 

 第４条、地方自治法２３５条の３第２項の規定による一時借入金につきましては、借り入れの

最高額を８０億円と定めるものでございます。 

 第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額

を流用できる場合は、同条第１号で各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済

費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用とすると定めるものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。第１表「歳入歳出予算」の款項の区分及び当該区分ごとの金額

を申し上げます。歳入の１款市税は３０億１,３１４万２,０００円、１項市民税１３億

７,２６７万２,０００円、２項固定資産税１２億７,８９４万４,０００円、３項軽自動車税

８,４６６万４,０００円、４項市たばこ税２億６,４００万円、５項鉱山税７万２,０００円、

６項特別土地保有税１万円、７項入湯税１,２７８万円。 

 ２款地方譲与税は２億５,７０９万５,０００円、２項自動車重量譲与税１億８,６００万円、

３項地方道路譲与税６,５００万円、４項特別とん譲与税９万５,０００円、５項航空機燃料譲与

税６００万円、３項利子割交付金及び１項利子割交付金は１,５００万円、４項配当割交付金及

び１項配当割交付金は１,０００万円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金及び１項株式等譲渡所得割交付金は５８０万円。 

 ６款地方消費税交付金及び１項地方消費税交付金は３億２,８００万円。 

 ７款自動車取得税交付税及び１項自動車取得税交付金は７,７００万円。 

 ８款国有提供施設等所在市町村助成交付金及び１項国有提供施設等所在市町村助成交付金は

１,０３０万円。 

 ９款地方特例交付金は１,８８０万円、１項地方特例交付金１,５１０万円、２項特別交付金

３７０万円。 

 １０款地方交付税及び１項地方交付税は１３９億３,６５６万１,０００円。 

 １１款交通安全対策特別交付金及び１項交通安全対策特別交付金は３３０万円。 

 １２款分担金及び負担金は２億４,１５４万８,０００円、１項分担金１８１万９,０００円、

２項負担金２億３,９７２万９,０００円。 

 １３款使用料及び手数料は３億９,０３５万３,０００円。 

 ４ページをお願いいたします。１項使用料２億６,２９１万８,０００円、２項手数料１億

２,７４３万５,０００円。 

 １４款国庫支出金は２２億２,００８万１,０００円、１項国庫負担金１５億５,０９８万
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７,０００円、２項国庫補助金６億５,６９８万１,０００円、３項委託金１,２１１万

３,０００円。 

 １５款県支出金は２２億５,４０８万２,０００円、１項県負担金５億６,９９７万９,０００円、

２項県補助金１５億２,２０９万４,０００円、３項委託金１億６,２００万９,０００円。 

 １６款財産収入は９,８０９万円、１項財産運用収入６,９４６万８,０００円、２項財産売り

払い収入２,８６２万２,０００円、１８款繰入金及び２項基金繰入金は６億１,２３７万

９,０００円。 

 １９款繰越金及び１項繰越金は１億円。 

 ２０款諸収入は１億８,２６６万９,０００円、１項延滞金加算金及び過料５万円、２項市預金

利子１００万円、３項貸付金元利収入２,２０３万２,０００円、国保雑入１億５,９５８万

７,０００円。 

 ２１款市債及び１項市債は３８億８０万円、歳入合計を２７５億７,５００万円といたしてお

ります。 

 ６ページをお願いいたします。歳出の１款議会費及び１項議会費は１億８,８８６万５,０００円。 

 ２款総務費は５６億２,０６９万４,０００円、１項総務管理費４７億２,３７１万８,０００円、

２項徴税費２億８,０２１万４,０００円、３項戸籍住民基本台帳費１億９,２６６万６,０００円、

４項選挙費２,２９９万３,０００円、５項統計調査費３億７,７３５万２,０００円、６項監査委

員費２,３７５万１,０００円。 

 ３款民生費は５７億８６４万５,０００円、１項社会福祉費２７億５,３８１万４,０００円、

２項児童福祉費１４億７,６０３万１,０００円、３項生活保護費１４億７,８３１万８,０００円、

４項災害救助費４８万２,０００円。 

 ４款衛生費は２８億８,５１０万２,０００円、１項保健衛生費１５億５,６４２万９,０００円、

２項清掃費１３億２,８６７万３,０００円。 

 ６款農林水産業費は１５億８,２８１万６,０００円、１項農業費３億１,６１０万１,０００円、

２項林業費１億９,２０２万５,０００円、３項水産業費１０億７,４６９万円。 

 ７款商工費及び１項商工費は３億５,５４７万３,０００円。 

 ８款土木費は１３億２,７４７万４,０００円、１項土木管理費１億９,２０５万７,０００円、

２項道路橋梁費７億２,８１１万７,０００円、３項河川費２,６０５万１,０００円、４項港湾費

４,８６５万９,０００円、５項都市計画費１億５,２５２万５,０００円、６項住宅費１億

８,００８万５,０００円。 

 ９款消防費及び１項消防費は８億６,４４７万９,０００円。 

 １０款教育費は１９億３,７０６万円、１項教育総務費２億７,２２０万１,０００円、２項小
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学校費３億７,６３５万８,０００円、３項中学校費３億３,２５０万５,０００円、４項幼稚園費

１億４,９９１万４,０００円。 

 ８ページをお願いいたします。５項社会教育費３億９,５３３万２,０００円、６項保健体育費

４億１,０７５万円。 

 １２款公債費及び１項公債費は７０億７,６３７万３,０００円。 

 １３款諸支出金は８０１万９,０００円、２項公営企業費８０１万９,０００円。 

 １４款予備費及び１項予備費は２,０００万円。 

 歳出合計２７５億７,５００万円といたしております。 

 １０ページをお願いいたします。第２表「継続費」につきましては、上地区の斎場建設事業及

び五根緒漁港関連道整備事業のトンネル工事について、事業費の総額及び年割額を設定するもの

でございます。 

 第３表「地方債」につきましては、１公営住宅建設事業債から７長崎県市町村財政資金までそ

れぞれ限度額を定め、限度額合計３８億８０万円といたしております。 

 次に１８６ページから特別職の給与費明細書、１８８ページに一般職の総括表、１９０ページ

から１９３ページにかけまして給料及び職員手当の状況等を掲げております。１９４ページ、

１９５ページの継続費について、前々年度末の支出額、前年度末までの支出額または支出額の見

込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書を掲げております。

１９６ページから２０１ページにかけまして、債務負担行為の翌年度以降にわたるものについて

の前年度末までの支出額、または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

を掲げております。２０２ページ、２０３ページに地方債の前々年度末における現在高並びに前

年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書を掲げております。 

 以上は、平成２０年度対馬市一般会計予算の概要であります。よろしく御審議のほどをお願い

申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。１２番、大浦孝司君。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  予算審議に入る前に、仮定してものを言いますが、その点は御

了承ください。 

 総務部長そして教育長にお尋ねいたします。現予算の提出においては、やはりこの選挙前の段

階でいろいろ考え方を固めて出されたのはよく承知しております。しかしながら、選挙結果が新

人が勝利したということで３月２７日までの旧体制の中での執行権が存続はいたしますが、４月

１日からその効力は失効していく中で、このわずか２７日から３月３１日の間の問題と、例えば

簡単に言えば継続的な委託料が失効するに当たって、４月１日以降対応することは問題がござい

まして、３月内にこの処理を決済として進めることが予期されますが、その点を教育長、市長職
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務代理者の考え方を今の体制で伺いを立てて決済をとるのか、委託料関係のことを相当な件数が

ございますが、あるいは２７日以降に新体制の中でその決済をするのか。この点につきまして、

市長部局そして教育委員会部局の考え方、私は確認したいと思います。 

 予算審議に当たって、今からやるところですが、それが仮に通った場合の仮定としてお断りを

入れます。以上です。 

○議長（波田 政和君）  総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  お答えいたします。 

 確かに非常に任期等が月末で、私たちも年度末ということで非常に苦労しておりますが、今年

度、２０年度の予算につきましては４月１日執行となります。 

 しかし、やはりいろいろ委託関係の事業関係が継続性が出てきます。前もって私も総務課長と

いろいろな案件につきまして、この予算等が通った後は新市長さんの方に、やはり当然４月１日

になりますので、御相談をしながら説明を申し上げたいというふうに考えておりますので、どう

いうふうな判断になるか、今のところは相談してからということで決めておりますので、どうぞ

よろしく御理解していただきたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  教育長、米田幸人君。 

○教育長（米田 幸人君）  お答えいたします。 

 ２０年度は４月１日からでございますので、当然執行については新年度になってからというこ

とでありますが、ただ、事前に庁内の準備はしていいということになってますが、最終的には

４月１日ですので、市長の判断で。 

 ただ、事務に支障のないようにしたいというようなことでございまして、そういう意味で事務

の支障のないようにしていきたいと。原則的には４月１日、新体制になってからでございますの

で、総務部長の答弁と一緒でございます。 

○議長（波田 政和君）  １２番、大浦孝司君。 

○議員（１２番 大浦 孝司君）  そこの辺を２７日以降、新体制でことをお伺い立てたり、決済

することが非常に困難きわまることも予期されます。かといって、前の段階で４月１日からすべ

てつくり上げて一気に行くということも、問題があろうと思います。 

 それで、私は６月の新体制の中で予算を再度見直すところは見直す、あるいはそういうふうな

新しく取り入れてやりかえる可能性もありますので、短期間の間の契約等にことをおえて進めば、

私は全部無理はないかなと。例えば４月から６月の間の契約をやむを得ぬ場合は締結して、その

後、検討の中、変わったりあるいはそのままやることもあろうということをとれば、私はスムー

ズにいくんじゃなかろうかと思います。 

 私個人の一議員の思いでございますが、決して一方的にことが旧体制でならぬように、あるい
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は新体制の中でそれが検討できるような環境は受けてやらないかんというふうなことをお願いい

たしまして質問を終わります。 

○議長（波田 政和君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第８号、平成２０年度対馬市一般会計予算については、委員会条例第６条

の規定によって、平成２０年度一般会計予算審査特別委員会を設置し、付託の上審査したいと思

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議案第８号は、平成２０年度一般会

計予算審査特別委員会を設置し、付託の上審査することに決定しました。 

 再度お諮りします。ただいま設置されました平成２０年度一般会計予算審査特別委員会の委員

については、委員会条例第８条第１項の規定によって、議長を除く２５名を指名したいと思いま

す。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議長を除く２５名を平成２０年度一

般会計予算審査特別委員に選任することに決定しました。 

 委員長及び副委員長の互選のため、委員会条例第１０条の規定により、平成２０年度一般会計

補正予算特別委員会を招集します。 

 暫時休憩します。 

午後３時09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時09分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 平成２０年度一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長が決定した旨、通知を受けて

おりますので報告します。委員長に畑島孝吉君、副委員長に堀江政武君、以上のとおりです。 

 平成２０年度一般会計予算審査特別委員長の審査報告は３月２４日に行います。 

 暫時休憩します。１５時２０分再開します。 

午後３時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時19分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２３．発議第１号 

○議長（波田 政和君）  日程第２３、発議第１号、道路特定財源の確保を求める意見書について

を議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。５番、三山幸男君。 

○議員（５番 三山 幸男君）  発議第１号、道路特定財源の確保を求める意見書について。会議

規則第１４条の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出します。平成２０年３月１１日、提

出者、対馬市議会議員、三山幸男、賛成者、対馬市議会議員、大部初幸、同、初村久藏。対馬市

議会議長、波田政和様。 

 道路特定財源の確保を求める意見書（案）。道路は、国民生活の向上、経済・社会の発展にと

って欠くことのできない最も基礎的な施設であり、その整備は全国民が長年にわたり等しく熱望

してきているところであります。しかしながら、地方においてはその整備状況はいまだ十分とは

いえず、現在、我が国の都市住民と地方の住民との生活利便度の格差はまだ大きいものがありま

す。 

 離島である本市においては、人や物の移動のほとんどを自動車交通に依存している状況にあり、

本土へ連絡する空港やフェリー発着所へのアクセスの確保のみならず、少子・高齢化社会を迎え、

緊急医療時における患者の輸送確保など、島民の日常生活の安定・安心を図る上でも、道路整備

は最重要課題の一つであります。本市としましても、住民生活の向上や地域経済の発展を願い、

緊急度や優先度の高い路線から順に、限られた財源の中で道路整備事業の推進を図ってきている

ところですが、島民の道路整備への要望は依然として強いものがあります。つきましては、道路

整備の一層の推進が図られるよう、次の事項について強く要望いたします。 

 記、１、地方にとって最も重要な社会基盤である道路整備を行うに当たり、自動車関係諸税は

重要な財源となっていることから、現行の税体系を維持するとともに、今春適用期限が到来する

暫定税率について現行の水準を維持すること。２、道路特定財源のみでは必要な道路整備のため

の財源が不足している地方の状況にかんがみ、道路特定財源の地方への配分割合を高めるなど、

地方における道路特定財源の充実に努めること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。平成２０年３月１１日、長崎県

対馬市議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、国土交通

大臣、内閣府特命担当大臣、内閣官房長官。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（波田 政和君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております発議第１号は、会議規則第３７条の２項の規定

によって、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、発議第１号は委員会への付託を省略

することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。２０番、武本哲勇君。 

○議員（２０番 武本 哲勇君）  本案は、政府の道路中期計画に基づいて地方六団体の決議を踏

まえ、対馬市長職務代理者から意見書の提出依頼を受け、その案文どおりの内容となっておりま

す。 

 道路特定財源は、今後１０年間に５９兆円を道路建設に注ぎ込むという計画に組込まれて、財

源先にありきの無謀なもので、その多くが高速道路や海峡横断道路、東京湾港の橋、これも計画

されております、に注ぎ込む計画であります。これらの道路のほとんどが、完成後巨額な赤字を

出すことは明らかであります。昨夜のＮＨＫの報道でも、暫定税率に反対が３９％、賛成の

１９％の倍であります。また、一般財源化についても賛成が４２％、反対が１７％であります。

これは１人ＮＨＫだけの問題ではなく、すべてのマスコミの世論調査でも同じ傾向が出ておりま

す。 

 したがって、暫定税率を廃止することにより、ガソリン１リットル当たり２５円以上の減税、

軽油取引税や自動車取得税の減税など、市民生活にとって多大な恩恵をもたらします。 

 また、道路特定財源の名のもとに米軍住宅建設からマッサージ器、カラオケセット、スポーツ

用品の購入、さらに国交省整備局が約８０回、計５億円をかけて道路整備の啓発ミュージカルを

上演するなどは、でたらめづくしであります。 

 したがって、道路特定財源ではなく、一般財源としてその多くを地方に回し、福祉・医療・教

育にも使えるように、そして必要な生活道路等はこの国と地方の一般財源で対応していくように

すべきであります。 

 このことは、小泉、安倍元・前首相もつい先ごろまで地方分権の名のもとに主張していたこと

であります。野党各党も一致して暫定税率廃止と一般財源化を主張しております。国民世論とも

マッチする立場から、私は本案に反対するものであります。 

 以上で討論を終わります。 

○議長（波田 政和君）  賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 発議第１号、道路特定財源の確保を求める意見書について、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（波田 政和君）  起立多数であります。したがって、発議第１号は可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．農業委員会委員の推薦について 

○議長（波田 政和君）  日程第２４、農業委員会の推薦についてを議題とします。 

 お諮りします。議会推薦の農業委員会委員は２名とし、対馬市峰町三根１４４２番地、永留義

範君、対馬市上対馬町豊１３３５番地１、上野秀一君、以上２名を推薦したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議会推薦の農業委員会委員は２名と

し、先ほど申し上げました永留義範君、上野秀一君、以上２名の方を推薦することに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議席の一部変更について 

○議長（波田 政和君）  日程第２５、議席の一部変更についてを議題とします。 

 今回、対馬市議会議員補欠選挙において当選されました議員の議席に伴い、会議規則第４条第

３項の規定によって、議席の一部を変更したいと思います。変更する議席は、お手元に配付して

おります議席表のとおりであります。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議席の一部を変更することに決定し

ました。 

 ただいま決定した議席は、あしたの本会議からお着きいただきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（波田 政和君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 あすは定刻より本会議を開き、議案上程を行います。 

 本日は、これにて散会します。お疲れさまでした。 

午後３時31分散会 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成20年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第２日） 

                           平成20年３月12日（水曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                       平成20年３月12日 午前10時00分開議 

    日程第１ 議案第９号 平成２０年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第２ 議案第10号 平成２０年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第３ 議案第11号 平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算 

    日程第４ 議案第12号 平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第５ 議案第13号 平成２０年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第６ 議案第14号 平成２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

    日程第７ 議案第15号 平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算 

    日程第８ 議案第16号 平成２０年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

    日程第９ 議案第17号 平成２０年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第10 議案第18号 平成２０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第11 議案第19号 平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算 

    日程第12 議案第20号 平成２０年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第13 議案第21号 対馬市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

    日程第14 議案第22号 対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を 

               改正する条例について 

    日程第15 議案第23号 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一 

               部を改正する条例について 

    日程第16 議案第24号 対馬市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条 

               例について 

    日程第17 議案第25号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例につい 

               て 

    日程第18 議案第26号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 

               て 

    日程第19 議案第27号 対馬市介護保険条例の一部を改正する条例について 

    日程第20 議案第28号 対馬市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
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    日程第21 議案第29号 対馬市情報センター条例の制定について 

    日程第22 議案第30号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の制定について 

    日程第23 議案第31号 対馬市職員の育児休業等に関する条例の制定について 

    日程第24 議案第32号 対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の制定について 

    日程第25 議案第33号 対馬市旧金石城庭園条例の制定について 

    日程第26 議案第34号 対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

    日程第27 議案第35号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

    日程第28 議案第36号 長崎県市町村総合事務組合の規約変更について 

    日程第29 議案第37号 市道の認定について（濃部柳ヶ浦線） 

    日程第30 議案第38号 市道の認定について（濃部ダ道メゴノ木線） 

    日程第31 議案第39号 市道の認定について（ミトド１号線） 

    日程第32 議案第40号 市道の認定について（ミトド２号線） 

    日程第33 議案第41号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （一重地区） 

    日程第34 議案第42号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （泉地区） 

    日程第35 陳情第２号 「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自 

               然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳 

               情について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第９号 平成２０年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第２ 議案第10号 平成２０年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第３ 議案第11号 平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算 

    日程第４ 議案第12号 平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第５ 議案第13号 平成２０年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第６ 議案第14号 平成２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

    日程第７ 議案第15号 平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算 

    日程第８ 議案第16号 平成２０年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

    日程第９ 議案第17号 平成２０年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第10 議案第18号 平成２０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第11 議案第19号 平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算 
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    日程第12 議案第20号 平成２０年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第13 議案第21号 対馬市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

    日程第14 議案第22号 対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を 

               改正する条例について 

    日程第15 議案第23号 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部 

               を改正する条例について 

    日程第16 議案第24号 対馬市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条 

               例について 

    日程第17 議案第25号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例につい 

               て 

    日程第18 議案第26号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 

               て 

    日程第19 議案第27号 対馬市介護保険条例の一部を改正する条例について 

    日程第20 議案第28号 対馬市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

    日程第21 議案第29号 対馬市情報センター条例の制定について 

    日程第22 議案第30号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の制定について 

    日程第23 議案第31号 対馬市職員の育児休業等に関する条例の制定について 

    日程第24 議案第32号 対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の制定について 

    日程第25 議案第33号 対馬市旧金石城庭園条例の制定について 

    日程第26 議案第34号 対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

    日程第27 議案第35号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

    日程第28 議案第36号 長崎県市町村総合事務組合の規約変更について 

    日程第29 議案第37号 市道の認定について（濃部柳ヶ浦線） 

    日程第30 議案第38号 市道の認定について（濃部ダ道メゴノ木線） 

    日程第31 議案第39号 市道の認定について（ミトド１号線） 

    日程第32 議案第40号 市道の認定について（ミトド２号線） 

    日程第33 議案第41号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （一重地区） 

    日程第34 議案第42号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （泉地区） 

    日程第35 陳情第２号 「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自 
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               然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳 

               情について 

────────────────────────────── 

出席議員（24名） 

１番 齋藤 久光君       ２番 堀江 政武君 

３番 小西 明範君       ４番 小宮 教義君 

５番 阿比留光雄君       ６番 三山 幸男君 

８番 初村 久藏君       ９番 吉見 優子君 

10番 糸瀬 一彦君       11番 桐谷  徹君 

12番 宮原 五男君       13番 大浦 孝司君 

14番 小川 廣康君       15番 大部 初幸君 

16番 兵頭  榮君       17番 上野洋次郎君 

18番 作元 義文君       19番 黒岩 美俊君 

20番 島居 邦嗣君       21番 武本 哲勇君 

22番 中原 康博君       23番 桐谷 正義君 

24番 畑島 孝吉君       26番 波田 政和君 

────────────────────────────── 

欠席議員（２名） 

７番 小宮 政利君       25番 扇 作エ門君 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長      永留 德光君  次長     橘  清治君 

参事兼課長補佐 阿比留 保君  副参事兼係長 三原 立也君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長職務代理者 …………………………………………………………… 中島  均君 

統括監 ……………………………………………………………………… 松原 敬行君 

統括監 ……………………………………………………………………… 大浦 義光君 

総務課長 …………………………………………………………………… 平間 寿郎君 

政策部長 …………………………………………………………………… 阿比留博文君 
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市民生活部長 ……………………………………………………………… 斉藤 勝行君 

福祉部長 …………………………………………………………………… 勝見 末利君 

保健部長 …………………………………………………………………… 山本 輝昭君 

観光商工部長 ……………………………………………………………… 長  信義君 

農林水産部長 ……………………………………………………………… 小島 憲治君 

建設部長 …………………………………………………………………… 川上  司君 

水道局長 …………………………………………………………………… 齋藤 清榮君 

教育長 ……………………………………………………………………… 米田 幸人君 

教育部長 …………………………………………………………………… 日高 一夫君 

美津島支所長 ……………………………………………………………… 内田  洋君 

豊玉支所長 ………………………………………………………………… 松井 雅美君 

峰支所長 …………………………………………………………………… 阿比留博幸君 

上県支所長 ………………………………………………………………… 武田 憲次君 

上対馬支所長 ……………………………………………………………… 梅野 茂希君 

消防長 ……………………………………………………………………… 阿比留仁志君 

会計管理者 ………………………………………………………………… 森田 健一君 

監査委員事務局長 ………………………………………………………… 阿比留義邦君 

農業委員会事務局長 ……………………………………………………… 瀬崎万壽喜君 

財政課長 …………………………………………………………………… 扇  照幸君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（波田 政和君）  おはようございます。報告いたします。扇作エ門君及び小宮政利君より

欠席の届け出があっております。また、清水達明総括監から、奥さんの母親が亡くなったという

ことで欠席の申し出があっております。 

 これからお手元に配付の議事日程第２号により本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第９号 

日程第２．議案第１０号 

日程第３．議案第１１号 

日程第４．議案第１２号 

日程第５．議案第１３号 

日程第６．議案第１４号 
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日程第７．議案第１５号 

日程第８．議案第１６号 

日程第９．議案第１７号 

日程第１０．議案第１８号 

日程第１１．議案第１９号 

日程第１２．議案第２０号 

○議長（波田 政和君）  日程第１、議案第９号、平成２０年度対馬市診療所特別会計予算から、

日程第１２、議案第２０号、平成２０年度対馬市水道事業会計予算までの１２件を一括して議題

とします。 

 各案について、提案理由の説明を求めます。保健部長、山本輝昭君。 

○保健部長（山本 輝昭君）  おはようございます。ただいま一括して議題となりました１２件の

うち、議案第９号から議案第１４号までの６件については、保健部の所管でありますので、続け

て提案理由及びその概要を御説明いたします。 

 まず、議案第９号、平成２０年度対馬市診療所特別会計予算について御説明いたします。 

 １ページをお開きください。第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２,３５９万

８,０００円と定めるもので、対前年度比４８.６％の増でございます。これは、従来の１０診療

所に仁田、鹿見、伊奈の３診療所を市の直営診療として運営を行うため、当初予算に計上したこ

とによる増額となっております。 

 ２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページの「第１表 歳入歳

出予算」によるとするものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。１款診療収入は、前年度より９,７２７万３,０００円増の２億

３,６９４万８,０００円を見込んでおります。 

 ２款使用料及び手数料は１２９万３,０００円で、診断書等の証明手数料でございます。 

 ３款県支出金は３,１２６万円で、へき地医療対策費補助金でございます。 

 ４款繰入金は４,４７８万２,０００円で、職員の人件費等赤字補てん分として一般会計からの

繰入金を計上いたしております。 

 １０ページをお開きください。５款繰越金は６０万円で、前年度繰越金でございます。 

 ６款諸収入は８７１万５,０００円で、予防接種委託料及び特別養護老人ホームわたずみへの

出張診療委託料並びに事業所健康診査委託料等でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 １２ページをお開きください。１款総務費は、一般管理費として２億７６１万９,０００円で、
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嘱託職員、看護師報酬、職員給料、共済費等を計上いたしております。賃金は、保健師及び看護

助手の臨時雇用分４７０万２,０００円、報償費は嘱託医師等の謝礼金６,７４０万１,０００円

を計上いたしております。役務費は、生化学検査手数料等９８８万９,０００円を、委託費は直

営診療所への医師派遣委託料等３,０９２万円を計上いたしております。 

 １４ページをお開きください。使用料及び賃借料は、出張診療医師車借り上げ料等２５８万

３,０００円を、２款医療費は１億１,５９７万９,０００円で、１目医療用機器機械器具費

３１１万３,０００円、２目医療用消耗機材費１,０６８万６,０００円、３目医療用衛生材料費

１億２１８万円を計上いたしております。 

 なお、１６ページ以降に給与費明細書を添付いたしております。 

 以上で、議案第９号、平成２０年度対馬市診療所特別会計予算の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、平成２０年度対馬市国民健康保険特別会計予算について御説明い

たします。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億９,８７０万４,０００円と定めるも

のでございます。 

 ２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページの「第１表 歳入歳

出予算」によるとするものでございます。 

 第２条で、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金につきましては、借り入

れの最高額を５億３,０００万円と定めるものでございます。 

 本特別会計は、医療保険制度の改革により、老人保健制度にかわる後期高齢者医療制度の創設

に伴いまして、歳入歳出それぞれ前年度より５億３２６万５,０００円、８.８％減の予算となっ

ております。 

 歳入について御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。１款１項国民健康保険税につきましては、平成１９年度までは

医療給付費分と介護納付金分の２本立てでありましたが、本年度より後期高齢者医療制度の創設

により、医療給付費分と介護納付金分と合わせて、後期高齢者支援金分の３本立てとなりますが、

７５歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者に移行することに伴い、国民健康保険被保険

者数の減少等により、保険税は対前年度比３億３,９７３万円の減の１２億９,９３５万

８,０００円で見込んでおります。 

 １２ページをお開きください。３款１項国庫負担金は２億４,５３９万円減の１０億７,４７８万

９,０００円といたしております。 

 １目療養給付費等負担金で、療養給付費分は医療制度の改正で６５歳から７４歳までの被保険

者を前期高齢者とした新たな前期高齢者交付金制度の創設により、国の負担金の減となっており



- 72 - 

ます。あわせて平成１９年度まで自己負担率が１割でありました７０歳から７４歳までの被保険

者の負担率が２割に変更されましたが、平成２０年度は現行の１割負担に据え置き、残りの１割

は審査支払い機関に基金を積み立て、国が全額補てんして医療機関に支払うこととされ、前年度

費２億７７４万２,０００円減の６億７,８９６万４,０００円といたしております。 

 後期高齢者支援金分は、新たに創設された後期高齢者医療制度に対する国の負担率、約３４％、

２億２,３２６万５,０００円でございます。 

 老人保健医療費拠出分は、医療制度の改正に伴い、平成２０年度から後期高齢者医療制度に移

行することにより、老人医療では平成１９年度３月分の診療給付月遅れ請求分のみとなり、前年

度費２億４,９６８万４,０００円減の３,２６３万７,０００円といたしております。 

 高額医療費共同事業負担金は７５９万８,０００円減の２,９９５万９,０００円といたしてお

ります。特定健康診査等負担金３００万６,０００円は、医療制度の改正により、各保険者に対

し健康診査が義務づけられたことにより、これに伴います国の負担分でございます。 

 ２項国庫補助金は、普通調整交付金４億９,３３４万４,０００円でございます。 

 ４款１項療養給付費交付金は、退職被保険者の給付に伴う社会保険診療報酬支払い基金からの

交付金で、制度改正により６５歳以上は国民健康保険の一般被保険者となることにより、前年度

より３億１,９６５万２,０００円減の１億４,９７７万９,０００円といたしております。 

 １４ページをお開きください。５款１項前期高齢者交付金は、各保険者における前期高齢者の

加入割合に係る負担の不均衡を調整するため交付されるもので８億３,９４７万８,０００円を見

込んでおります。 

 ６款県支出金は、１項県負担金で高額医療費共同事業負担金２,９９５万９,０００円を、特定

健康診査等負担金３００万６,０００円を、２款県補助金は、県の財政調整交付金２億２,７２７万

７,０００円を計上いたしております。 

 ８款１項共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金で１,５６１万４,０００円を、保険財

政共同安定化事業で２億４,２６８万３,０００円、それぞれ減の６億１,５９３万４,０００円と

いたしております。 

 １６ページをお開きください。１０款１項他会計繰入金は、保険基盤安定財政安定化支援にお

いて、後期高齢者医療制度創設により、被保険者数の減等により繰り出しの減及び平成１９年度

に整備しました医療システムプログラム修正委託料３,５７０万円の減が、前年度費６,６６１万

７,０００円減の主な要因でございます。 

 ２款基金繰入金は、財政調整基金より３,０００万円繰り入れを行うことといたしております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 ２０ページをお開きください。１款１項１目一般管理費は、歳入で申し上げました１９年度整
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備いたしました医療システムプログラム修正委託料の減により７６２万５,０００円といたして

おります。 

 ３目医療費適正化特別対策事業では、平成１９年度委託費に計上いたしておりましたレセプト

点検員を嘱託職員に組みかえを行っております。 

 ２２ページをお開きください。２項徴税費は、国民健康保険税収納向上のため、嘱託職員を

２名雇用することにより５３９万７,０００円増の２,４１４万８,０００円といたしております。 

 ２４ページをお開きください。２款１項１目一般被保険者療養給付費では、退職被保険者のう

ち６５歳以上の方が国保の一般被保険者に移行することにより２億３,１４１万３,０００円の増

となっております。したがいまして、退職被保険者療養給付費では、６４歳までの退職被保険者

となり３億５,９０５万３,０００円の減となっております。 

 ２項高額療養費においても、６５歳以上の退職被保険者の国保一般被保険者への移行により、

療養諸費と同様の見込みを行っております。 

 ３目、４目の高額介護合算療養費は、新たな制度で医療保険及び介護保険の自己負担の合計額

が著しく高額になる場合は、負担を軽減する制度です。 

 ２６ページをお開きください。４項出産育児一時金は、前年同様９０人を見込んでおります。 

 ３款１項後期高齢者支援金等は、新たに創設された後期高齢者医療制度に対する支援金で、社

会保険診療報酬支払い基金への支援金、拠出金でございまして６億６,８３１万７,０００円を見

込んでおります。 

 ４款１項前期高齢者納付金等は、歳入で前期高齢者交付金として、支払い基金から交付される

財源に充てるための各被保険者からの納付金拠出金でございます。 

 ２８ページをお開きください。５款１項老人保健拠出金は、老人保健が新医療制度へ移行する

ことに伴い、平成２０年３月診療報酬月遅れ請求に係る医療費、事務費等の拠出金となるため、

前年度費８億１３２万５,０００円減の１億８１４万５,０００円を見込んでおります。 

 ６款介護納付金は、介護保険特別会計への給付見込み等の減により３,４８５万８,０００円減

の３億１,４１６万７,０００円といたしております。 

 ７款共同事業拠出金は、高額医療費共同事業医療拠出金で３,０３９万２,０００円、保険財政

共同安定化事業拠出金で１億２,９８３万８,０００円それぞれ減の７億４,６７５万７,０００円

といたしております。 

 ３０ページをお開きください。８款１項特定健康診査等事業費、医療制度の改革により高齢者

の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対して生活習慣病に関する健康診査、いわゆる

特定健診と言われております健康診査及び特定健診の結果による保健指導の実施を義務づけるこ

とといたしております。 
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 対馬市におきましては、対馬市特定健診保健指導プログラムを作成し、実施することとし、

４０歳以上７４歳までの国保被保険者を対象に実施する事業で、平成２０年度健診実施率２５％、

特定保健指導の実施率２０％に要する経費として２,６９９万５,０００円を計上いたしておりま

す。 

 ２款保健事業費の疾病予防費は、平成１９年度まで実施しておりました国保被保険者基本健診

の補助について、特定健康診査事業への移行に伴い廃止し、がん検診につきましては、一般会計

予算で実施することにより廃目といたしております。 

 なお、３４ページ以降に、給与費明細書を添付いたしております。 

 以上で、議案第１０号、平成２０年度対馬市国民健康保険特別会計予算の説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案第１１号、平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算について御説明いたし

ます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９,５４７万１,０００円と定めるもの

でございます。 

 ２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページの「第１表 歳入歳

出予算」によるとするものでございます。 

 平成２０年４月から施行されます新医療制度、後期高齢者医療制度の創設により、老人保健特

別会計は、平成２０年３月診療分及び月遅れ請求に係る医療費及び事務費等の歳出が主なものと

なりまして、平成２２年度末をもって本特別会計は廃止される予定でございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。１款１項支払い基金交付金は、医療費交付金として２億１３５万

２,０００円、診査支払い手数料交付金として１２０万７,０００円で、２款１項国庫負担金は、

医療費負担金で１億２,８２２万９,０００円を、３款１項県負担金は、医療費県負担金として

３,２０５万７,０００円を計上いたしております。 

 １０ページをお開きください。４款繰入金は、医療費及び事務費として一般会計より３,２６２万

円の繰り入れでございます。 

 歳出について御説明いたします。 

 １２ページをお開きください。１款１項総務管理費は、一般管理費に事務費等４７万５,０００円

を、２款１項医療諸費に、医療給付費等として３億９,４８９万３,０００円を計上いたしており

ます。 

 以上で、平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１２号、平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算について御説明
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いたします。 

 本特別会計は、高齢者医療の確保に関する法律に基づき施行されます７５歳以上及び６５歳以

上で一定の障害があり、認定を受けた被保険者を対象とした新医療制度、後期高齢者医療制度の

創設により、政令で定めるところにより特別会計を設けるものです。 

 なお、後ほど議案第３４号で対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定をお願いいたすことと

いたしております。 

 制度の運営は、長崎県下全市と町で構成します長崎県後期高齢者医療広域連合が行い、市と町

は保険料の徴収や各種申請、届け出等の受付窓口事務を行います。運営に係る財源は、公費５割、

現役世代ゼロ歳から７４歳までの健康保険、共済、国保等の被保険者からの支援金として、後期

高齢者支援金４割、被保険者からの保険料１割でございます。制度開始であります平成２０年度

は、対馬市の後期高齢者の平均被保険者数を約５,４００人と見込んでおります。 

 １ページをお開きください。第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,６４１万

３,０００円と定めるものでございます。 

 ２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページの「第１表 歳入歳

出予算」によるとするものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。１款１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料１億８,３７２万

８,０００円は、年金より天引きを行う保険料で、２目普通徴収保険料は、年金が１８万円未満

の方の口座振替や納付書による普通徴収分でございます。 

 ４款１項一般会計繰入金は、一般管理事務費１,３９６万円、広域連合事務費２,０１６万

２,０００円と、保険基盤安定繰入金として１億２６２万７,０００円をそれぞれ一般会計より繰

り入れを行うものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １２ページをお開きください。１款１項総務管理費は、職員の給与等及び事務経費として通信

運搬費２５２万９,０００円、電算システム窓口端末保守料５４万１,０００円及び広域連合事務

費負担金等２,０７８万７,０００円、計３,４０２万３,０００円を計上いたしております。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金１億２６２万８,０００円、

保険料納付金２億２,９６６万１,０００円を計上いたしております。 

 なお、１６ページ以降に、給与費明細書を添付いたしております。 

 以上で、議案第１２号、平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算についての説明とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案第１３号、平成２０年度対馬市介護保険特別会計予算について御説明いたし
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ます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億６,６００万１,０００円と定めるも

のでございます。 

 平成１８年４月からの第３期介護保険事業計画により、サービス提供事業所の増加、法改正に

伴います新予防給付費の創設等により、給付費の増加を予測し、保険料の改定を行われましたが、

実際の給付費におきましては、若干事業計画数値を下回っており、対前年度費１億５,６０２万

６,０００円、５.２％減の減額見込み計上いたしております。 

 ２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページの「第１表 歳入歳

出予算」によるとするものでございます。 

 第２条で、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金につきましては、借り入

れ最高額を２億円と定めるものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。１款１項保険料は４億２,３４２万１,０００円で年金からの天

引きの特別徴収保険料は３億４,６１４万６,０００円で、普通徴収保険料は７,３２７万

５,０００円を、また滞納繰越分普通徴収保険料を４００万円といたしております。 

 ３款１項国庫負担金は、介護給付費負担金として５億３,１１１万６,０００円を、２款国庫補

助金は、調整交付金として２億２,９７０万７,０００円を、地域支援事業交付金として、介護予

防事業に７３９万５,０００円、包括的支援任意事業に２,３９６万円を計上いたしております。 

 １２ページをお開きください。４款１項支払基金交付金は８億３,２３９万９,０００円で、

５款１項県負担金は、介護給付費負担金等で３億４,７７８万２,０００円でございます。 

 ７款１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金４億６,１３９万２,０００円を、また２項で

介護給付費準備基金より８００万円繰り入れを行っております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 １６ページをお開きください。１款１項総務管理費の１目一般管理費は、職員給与費等と事務

経費として需用費、通信運搬費、介護保険電算システム保守委託料等８,１８４万３,０００円で

ございます。 

 １８ページをお開きください。３款介護認定審査会費は、審査会委員の報酬、費用弁償、医師

の意見書、診断手数料、認定調査委託料等３,１６５万８,０００円でございます。 

 ５項計画策定委員会費は、平成２１年度から２３年度までの３カ年を第４期とした介護保険事

業計画を策定する経費を計上いたしております。 

 ２０ページをお開きください。２款１項介護サービス所等諸費は、介護サービス給付費として

２１億８,１５８万円を、２款介護予防サービス等諸費で、介護予防サービス給付費として２億
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６,４１０万円を、３項その他諸費は、審査手数料として３８０万円を、４項高額介護サービス

等費は、高額介護サービス負担金として４,８６０万円を。 

 ２２ページをお開きください。５項特定入所者介護サービス等費は、特定入所者介護及び予防

介護サービス費として１億５,７５０万円を計上いたしております。 

 ３款１項では、財政安定化基金拠出金として２９２万７,０００円を計上いたしております。 

 ２４ページをお開きください。８款地域支援事業費は、介護予防事業費として２,９５８万

１,０００円を、包括的支援等事業費として５,９１６万２,０００円を、それぞれ介護保険地域

支援事業特別会計へ繰り出すことといたしております。 

 なお、２６ページ以降に、給与費明細書を添付いたしております。 

 以上で、議案第１３号、平成２０年度対馬市介護保険特別会計予算についての説明とさせてい

ただきます。 

 最後に、議案第１４号、平成２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算について御説

明いたします。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,３８５万３,０００円と定めるもの

で、対前年度比４.９％の増でございます。 

 ２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページの「第１表 歳入歳

出予算」によるとするものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。１款１項繰入金につきましては、介護保険特別会計より地域支援

事業費として、政令で定められております介護給付費の３％、平成１９年度は２.３％でござい

ましたが、を限度として繰り入れを行うこととされております。本年度は平成１９年度より

２,３４２万１,０００円増の８,８７４万３,０００円の繰り入れとなりましたことにより、一般

会計の繰り入れを皆減といたしております。 

 ２款繰越金は１０万円を計上いたしております。 

 ３款１項サービス事業収入は、介護予防事業収入２,４９６万円が主なものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。１款１項地域支援事業費運営費８,９４６万７,０００円は、地

域包括支援センター３カ所の運営に要する経費として、職員給与手当、嘱託職員報酬及び事務的

経費として需用費、通信運搬費、電算システム使用料とあわせまして介護予防訪問調査等の活動

車として庁用車購入費３台分３７３万６,０００円を計上し、負担金として社会福祉協議会より

専門職として派遣いただいております職員５名分の給与費２,７３７万４,０００円等を計上いた

しております。 
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 １２ページをお開きください。２項介護予防事業費は５９０万２,０００円で、特定高齢者把

握事業委託料２６２万５,０００円及び介護予防評価事業システム使用料１０４万８,０００円が

主なものでございます。 

 １４ページをお開きください。２款１項介護予防支援サービス事業費１,８００万円は、居宅

介護予防支援事業に対する委託料でございます。 

 なお、１６ページ以降に給与費明細書を添付いたしております。 

 以上で、議案第９号、平成２０年度対馬市診療所特別会計予算から、議案第１４号、平成

２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算までの６件の当初予算の概要説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  福祉部長、勝見末利君。 

○福祉部長（勝見 末利君）  ただいま議題となりました議案第１５号、平成２０年度対馬市特別

養護老人ホーム特別会計予算の概要を御説明申し上げます。 

 平成２０年度対馬市の特別養護老人ホーム特別会計予算は、次に定めるところによります。第

１条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４億５,８７３万

１,０００円と定めております。 

 第２項に、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

によります。 

 歳入予算でありますが、８ページから９ページにかけて、３款繰入金１項他会計繰入金１目一

般会計繰入金１億６６７万４,０００円計上いたしております。前年度と比較すると１,５３５万

６,０００円の減であります。介護給付費収入の不足額を一般会計から繰り入れるものでありま

す。 

 ４款繰越金１項繰越金１目繰越金、前年度繰越金見込み額１００万円を計上しております。 

 ５款諸収入１項介護給付費収入１目特養浅茅の丘サービス費収入１億５,０８９万４,０００円

計上しております。前年度と比較すると６０万７,０００円の減であります。短期入所生活介護

収入、施設介護サービス費収入及び補足給付収入を見込んでおります。なお、施設介護サービス

費収入については、要介護状態区分により定員５０名分を見込んでおります。 

 ２目特養日吉の里サービス費収入１億５,２７６万３,０００円計上しております。前年度と比

較すると１９４万１,０００円の増であります。浅茅の丘サービス費収入と同様に、短期入所生

活介護収入等を見込んでおります。 

 ８ページから１１ページにかけて、２目自己負担金収入１目特養浅茅の丘自己負担金収入

２,３９１万１,０００円計上しております。前年度と比較すると２２４万１,０００円の増であ

ります。短期入所生活介護収入、施設介護サービス費収入、食事サービス費収入及び居住費収入
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を見込んでおります。 

 ２目特養日吉の里自己負担金収入２,２９９万４,０００円計上しております。前年度と比較す

ると９０万２,０００円の増であります。特養浅茅の丘自己負担金収入と同様に、短期入所生活

介護収入等を見込んでおります。 

 ３目介護保険利用者負担軽減措置分収入４３万５,０００円計上しております。前年度と比較

すると１１６万３,０００円の減であります。 

 ３項雑入１目雑入６万円を計上しております。自動販売機設置料を見込んでおります。 

 歳出予算でありますが、１２ページから１５ページにかけまして、１款民生費１項社会福祉費

１目特養浅茅の丘管理費２億１９万９,０００円計上しております。前年度と比較すると

１,７５９万５,０００円の減であります。嘱託職員の社会保険料及び賃金の増と退職者２名の給

与及び内装改修工事の減によるものであります。今年度は、調理業務を委託職員から嘱託職員で

行うことといたしております。 

 １４ページから１９ページにかけて、２目特養日吉の里管理費１億９,１０５万７,０００円計

上しております。前年度と比較すると５５５万３,０００円の増であります。嘱託職員の社会保

険料、賃金及び燃料費の増によるものであります。 

 １８ページから１９ページにかけて、２款公債費１項公債費１目元金５,５８９万３,０００円、

２目利子１,１５８万２,０００円計上しております。 

 ２０ページから２６ページにかけて、給与費明細書を掲げております。 

 ２８ページから２９ページにかけて、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書を掲げております。 

 以上が、平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算の概要であります。何とぞよろ

しく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  水道局長、齋藤清榮君。 

○水道局長（齋藤 清榮君）  おはようございます。ただいま一括議案となりました議案第１６号、

議案第１７号、議案第２０号の３件は、水道局所管の議案でございますので、続けて御説明させ

ていただきます。 

 議案第１６号、平成２０年度対馬市簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによりま

す。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１２億２,１４５万円と定めるものであります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページ「第１表 歳入歳出予算」の

とおりであります。 

 第２条の地方債でありますが、地方自治法第２３０条の第１項の規定により、起こすことので

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、４ページ第２表のとお
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りといたしております。 

 次に、一時借入金でありますが、第３条で、最高限度額を１億５,０００万円と定めておりま

す。 

 予算の概要について御説明申し上げます。 

 ７ページをお開き願います。歳入についてでありますが、１款分担金及び負担金１,６３５万

２,０００円は、水道利用新設加入金消火栓設置事業に係る負担金であります。 

 ２款使用料及び手数料は、その主なものが水道使用料で、あわせて４億６,４５５万１,０００円

であります。 

 ３款国庫支出金９,７２５万円は、簡易水道の統合整備事業の補助金で、施設の統合整備を図

るものであります。 

 ５款財産収入財政調整基金利子２５万３,０００円を計上いたしております。 

 ９ページをお願いいたします。６款繰入金２億１,４７４万１,０００円は、一般会計から公債

費償還高料金対策として財政措置を受けるものであります。 

 ７款繰越金、前年度からの繰越金１００万円を見込み計上いたしております。 

 ８款諸収入１,１１０万円は、市道等整備に伴う水道管移設工事に対します補償費の計上であ

ります。 

 ９款市債４億１,６２０万円は、補償金免除繰り上げ償還に係る借換債を含む簡易水道事業債

として計上いたしております。 

 次に、歳出予算について説明申し上げます。 

 １１ページをお願いいたします。１款簡易水道費１項水道管理費１目一般管理費１億６,９１３万

４,０００円は、職員給与に係る経費、水質検査料、検針並びに料金徴収業務等の委託に係る経

費が主なものであります。 

 １３ページをお願いいたします。２目施設管理費１億２,６３８万６,０００円は、上水道施設

等の嘱託職員報酬、光熱水費、維持補修費と配管台帳作成委託料に係る経費が主なものでありま

す。 

 第２項１目水道建設費２億５,５４２万７,０００円は、簡易水道施設整備事業にかかります工

事費、事務費等の事業費の計上で、主な事業は１９年度に引き続き、美津島町の西地区、上対馬

町の豊南地区でそれぞれ統合及び改良整備事業と市道整備等に伴う水道管施設工事に取り組むも

のであります。 

 １５ページをお願いします。２款公債費６億６,９７０万３,０００円は、長期債償還の元金利

子、一時借入金の利子をそれぞれ計上いたしております。本年度繰り上げ償還額は３億１,９５１万

６,０００円であります。 
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 １７ページをお願いします。３款予備費８０万円の計上であります。 

 １９ページからは、職員給与に係る明細書、２４ページには地方債に係る調書をそれぞれ添付

いたしております。 

 続きまして、議案第１７号、平成２０年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算は、次に定め

るところによります。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２,１００万円と定めるものであ

ります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」のとおりで

あります。 

 歳入について説明申し上げます。 

 ６ページをお開き願います。１款使用料及び手数料は２２３万５,０００円で、下水道使用料

を計上いたしております。 

 ３款繰入金１,８４１万４,０００円は、一般会計から公債費償還下水道管理費の対策として財

政措置を受けるものであります。 

 ４款繰越金、前年度からの繰越金１,０００円であります。 

 ５款諸収入３５万円は、下水道加入金を計上いたしております。 

 次に、歳出予算について説明申し上げます。 

 ８ページをお願いいたします。１款下水道事業費１項下水道管理費１目一般管理費１４万

１,０００円は、下水道使用料の検針及び集金委託料等であります。 

 ２目施設管理費４３９万１,０００円は、処理場中継ポンプ等の光熱水費、水質検査手数料、

施設の保守点検委託料に係る経費が主なものであります。 

 ２款公債費１,６４６万８,０００円は、長期債償還の元金と利子をそれぞれ計上いたしており

ます。 

 １０ページには、地方債にかかります調書を添付いたしておりますので、御参照願いします。 

 次に、議案第２０号、平成２０年度対馬市水道事業会計予算について提案理由を御説明申し上

げます。 

 予算書１ページをお開き願います。平成２０年度対馬市水道事業会計の予算は、次に定めると

ころによります。２０年度の業務の予定量を次のとおり予定いたしております。給水戸数

６,５０７戸、年間総配水量２１３万１,６９４立方メートル、１日の平均総給水量は５,８４０立

方メートルであります。主な建設改良事業の事業費として１億５,９３５万２,０００円、その概

要は、施設の整備事業として老朽管の布設がえ工事で３,５００万円、野良地区の上水道拡張事

業として１億２,４３５万２,０００円を予定いたしております。 

 次に、第３条でありますが、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定めるものであります。
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収益として、水道事業収益２億６,５７４万円、費用として水道事業費用２億５,１９７万

９,０００円、第４条で、資本的収入を２,５８３万９,０００円、資本的支出を２億４,４８０万

４,０００円と、それぞれ予定額に定めております。 

 資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額２億１,８９６万５,０００円は、当年度分消

費税資本的収支調整額７３６万８,０００円、当年度分損益勘定留保資金８,４４６万７,０００円、

減債積立金８,３８２万円、建設改良積立金４,３３１万円で補てんするものであります。 

 ２ページをお願いいたします。第５条の企業債でありますが、起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法を定めており、本年度は野良地区の上水道拡張事業に対し２,５００万

円の借り入れを予定いたしております。 

 次に、第６条で、一時借入金の限度額を１億円と定めております。 

 第７条は、支出予定の各項の経費の流用について規定を定め、第８条は、議会の議決を得らな

ければ流用できない経費の指定を、第９条につきましては、棚卸資産の購入限度額を１,０００万

円とそれぞれ定めるものであります。 

 以上で、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、提案申し上げるものであります。なお、

地方公営企業法第２５条に規定されております予算に関する説明書は４ページから、また参考資

料として予算附属資料を末尾に添付いたしております。 

 以上で、議案第１６号、議案第１７号、議案第２０号の提案理由の説明を終わります。よろし

く御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  ただいま一括議題となりました議案第１８号、平成２０年度対馬市

旅客定期航路事業特別会計予算について提案理由の御説明を申し上げます。 

 提示しております予算は、平成２０年度旅客定期航路事業の運営に関して行うもので、次のと

おり定めるものでございます。第１条で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,１３２万

５,０００円と定めるものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

によるものでございます。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 ８ページをお開きください。１款事業収入１項事業収入の４１８万８,０００円は、旅客及び

貨物運賃を計上いたしております。 

 ２款国庫支出金１項国庫補助金１,２００万円。 

 ３款県支出金１項県補助金７００万円は、赤字航路事業に対する国及び県からの補助金でござ

います。 
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 ４款繰入金１項他会計繰入金８０１万９,０００円は、一般会計からの繰り入れを計上いたし

ております。 

 １０ページをお開きください。５款財産収入１項財産運用収入は基金利子を、６款繰越金１項

繰越金は前年度繰越金として１０万円を計上いたしております。 

 歳出について御説明いたします。 

 １２ページをお開きください。１款総務費１項総務管理費の２,１９６万６,０００円は、職員

及び船員の人件費並びに事務費旅客船協会等の負担金を計上いたしております。 

 ２款施設費１項施設費の９２５万９,０００円は、旅客船の運航に必要な燃料費、修繕料が主

なものであります。 

 ４款予備費として１０万円計上いたしております。 

 １６ページ以降には、給与費明細書を添付いたしておりますので、御参照方お願いいたします。 

 以上で、議案第１８号の提案理由の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１９号、平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算について提案理由

の御説明を申し上げます。 

 提示しております予算は、平成２０年度風力発電事業の運営に関するもので、次のとおり定め

るものでございます。第１条で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,３６０万円と定

めるものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

によるものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。１款売電事業収益１項営業収益の３,２２３万６,０００円は、過

去３年間の売電事業実績をもとに算定いたしております。 

 ２款財産収入１項財産運用収入は、財政調整基金利子として３６万４,０００円。 

 ３款繰越金１項繰越金は、前年度繰越金として１００万円を計上いたしております。 

 歳出について御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。１款電気事業費１項営業費１目一般管理費の１,５０９万

６,０００円は、風力発電施設の適正な維持管理に必要な経費等を計上し、２項営業外費用

５１万５,０００円は、消費税を計上いたしております。 

 １２ページをお開きください。２款公債費１項公債費は、元金利子で１,４９８万９,０００円。 

 ３款諸支出金は、財政調整基金への積立金として２００万円、また４款予備費として１００万

円を計上いたしております。 

 １４ページ以降に、給与費明細書と地方債の前々年度における現在高並びに前年度末及び当該
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年度末における現在高の見込みに関する調書を添付いたしておりますので、御参照をお願いいた

します。 

 以上で、議案第１９号の提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定いただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  これから各案に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。３番、

小西明範君。 

○議員（３番 小西 明範君）  質疑なしと言いたかったところですが、ちょっと質問をしたいと

思います。 

 すべての会計に出ております給与費明細書、その中に定年退職及び勧奨退職に係る退職手当と

いう欄があります。対馬市と国の制度の比較が出ておるわけですが、この中で加算措置がありま

す。加算措置で定年前の特例措置ですが、国の制度が２％から２０％の加算になっております。

そして、対馬市の場合は５％から５０％の加算措置になっております。 

 これは具体的な例を挙げて、ちょっと説明をお願いしたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  お答えしたいと思います。 

 今の小西議員さんが言われました加算金につきましては、退職金に対する加算が長崎県の総合

事務組合の規約の中で決まりまして、１年前にやめれば５％、２年前が１０％ということで、最

高５０％まででございまして、退職金に対する額の加算だけでございまして、あとは全部国に準

じて支給を市の方はやっております。 

○議長（波田 政和君）  ３番、小西明範君。 

○議員（３番 小西 明範君）  国の場合は、この加算が２％から２０％ですよね。対馬市の場合

は５％から５０％になっとるわけですが、要するに国より条件がいいということですね、加算の

条件が。 

 これで、この厳しい財政で市民の納得が得られますか、これで。国より加算率がいいというこ

とが。 

○議長（波田 政和君）  総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  今、御指摘の定年退職及び勧奨退職に係る退職手当の件のこの資料、

一般会計の分で資料で１９１ページなんですけれども、私たちも国のこの加算措置につきまして

は、現行対馬市といたしましても、やはり参考にすべきでございますけれども、長崎県総合事務

組合にかたっております県下全部の市で、これ１年ぐらいかけての交渉等の組合等の交渉等があ

ったみたいでございますが、それで最終的な判断といたしまして、この５％から５０％の加算割

合ということで決まっておりますので、対馬独自でなくて、県下、全市かかっております長崎県
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総合事務組合の加入団体については、すべてこの率で一応統一しておるというようなことでござ

います。 

○議長（波田 政和君）  ３番、小西明範君。 

○議員（３番 小西 明範君）  県で統一してということですが、県の方にやはり国の基準にあわ

せるような、そういう措置による働きかけとかはされてないんですか、その統一は。ただ、県の

方が５％だから、それにあわせてやっているということですが、この財政状況を考えれば、この

２％にあわせてもいいんじゃないですか。 

○議長（波田 政和君）  総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  この確かに県の総合事務組合の加算が５％から５０％になっており

ますけども、これでも限度が今のところあるように聞いております。３カ年の限度で、こういう

ふうな形で決定をしておるということでございます。 

 私も直接、その会議に入ってないもんですから、ちょっと中身についてはわかりませんけど、

また具体的に職員課の方も入っておりますので、その資料等につきまして決定事項等につきまし

て、また資料を議員さん方にお示ししたいというふうに考えております。 

○議長（波田 政和君）  ２１番、武本哲勇君。 

○議員（２１番 武本 哲勇君）  議案第１２号に関して、山本保健部長にお尋ねします。 

 後期高齢者医療制度が発足することによって、今、全国で非常な混乱が生まれております。自

治体の中では、数はちょっと忘れましたけれども、多くの自治体がこの制度を廃止してほしいと

いう意見書採択を行っております。この対馬市においても、この実態がわかれば、大きな反対の

声が上がってくるんじゃなかろうかと、私は非常に危惧をしております。 

 それで、部長にお尋ねしますが、今、余り周知徹底されてない今の段階で、そういう批判的な

意見が当局に寄せられていないのかどうか、まずお尋ねしたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  保健部長、山本輝昭君。 

○保健部長（山本 輝昭君）  後期高齢広域連合につきましては、これは一昨年ですか、前部長時

代に長崎県下全市で構成します広域連合への加入を議会議決をいただいたと、私は認識しており

ますが、その後につきましては、この制度が今年度から２０年の４月からするわけですが、現在

いろんな広報とか行っておりますが、まだまだ趣旨の説明については不足しておると思います。 

 今後、県におきましても、広域連合におきましても、やはりテレビ、ラジオ等通じて普及活動

は行うと、市におきましても、あらゆる機会におきまして説明会等を開催していきたいと計画い

たしておりますが、現在のところそういった苦情等につきまして、あるいは後期高齢者医療制度

に対する批判的な御意見は、私のところにはまだ届いておりません。 

○議長（波田 政和君）  ２１番、武本哲勇君。 
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○議員（２１番 武本 哲勇君）  この制度ができた昨年の段階では、我々も実態はよくわからな

かったわけです。ところが、だんだんその実態がマスコミ等に報告されることによって、非常な

問題があるということで政府自身もこれはこのままやったら大変だということで、一部手直しな

んかしてるわけですけれども、それでは済まないような状況に、私は至るんじゃなかろうかとい

う懸念を持っております。 

 この問題については、厚生常任委員会で詳しく審議されると思いますので、深くは申しません

けれども、非常に重大な問題がはらんでいるということだけを指摘しておきたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  ほかにありませんか。６番、三山幸男君。 

○議員（６番 三山 幸男君）  私も議案１２号について、ちょっと部長にお尋ねをしたいと思い

ます。 

 私は、議会推薦で後期高齢者医療圏の委員を務めさせていただいているわけですけども、４月

１日からこの制度が始まるわけですね。先ほどいろんな機会があるごとに広報活動なんかしてい

るということですけども、まだ十分そこまで行ってないんじゃないかという気がするんですよ。 

 ですので、私も長崎に会合に行かせていただきまして、いろいろ話は聞きましたけれども、ま

だ私どもといいますか、いろんな点で疑問点もあることも事実みたいです。やはり今７５歳以上

の後期高齢者の方がこれから先、支給される年金で保険料を引かれるというか、その辺のことか

ら、例えば４月から１０月まででしたか、保険料が凍結といいますか、免除される期間もありま

すので、その辺の詳細なことが部長の手元で多分おわかりだろうと思いますので、具体的な説明

を、この議会あるいはテレビを見ている方には周知できると思いますので、具体的な説明をまず

お願いしたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  暫時休憩します。 

午前11時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 保健部長、山本輝昭君。 

○保健部長（山本 輝昭君）  先ほど三山議員さんからの御質問でございますが、後ほど議案第

３４号の対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定につきまして、その時点で資料等を添付いた

しまして御説明させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（波田 政和君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



- 87 - 

 議案第９号から議案第２０号までの１２件を会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に

配付のとおり議案付託表のとおり、各常任委員会に付託します。各常任委員長の審査報告は３月

２４日に行います。 

 暫時休憩します。１１時２５分、再開いたします。 

午前11時16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時25分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第２１号 

日程第１４．議案第２２号 

日程第１５．議案第２３号 

日程第１６．議案第２４号 

日程第１７．議案第２５号 

日程第１８．議案第２６号 

日程第１９．議案第２７号 

日程第２０．議案第２８号 

○議長（波田 政和君）  日程第１３、議案第２１号、対馬市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改

正する条例についてから、日程第２０、議案第２８号、対馬市営住宅管理条例の一部を改正する

条例についてまでの８件を一括して議題とします。 

 各案について、提案理由の説明を求めます。政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  ただいま一括議題となりました議案第２１号、対馬市移動通信用鉄

塔施設条例の一部を改正する条例について提案理由の御説明を申し上げます。 

 本案は、本年度移動通信用鉄塔施設整備事業により、美津島町洲藻と上県町女連の２地区に携

帯電話の通話が可能となる基地局が設置されますので、この基地局の追加に伴う改正案でござい

ます。 

 現在、移動通信用鉄塔施設整備事業により、１８の基地局が設置されておりますが、これに今

回の２基地局を追加することにより、携帯電話の基地局が２０となります。なお、附則で施行日

を平成２０年４月１日と定めております。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（波田 政和君）  総務部長、中島均君。 
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○総務部長（中島  均君）  ただいま一括議題となりました議案第２２号、議案第２３号、議案

第２４号につきましては、総務部関係でございますので、一括して御説明申し上げます。 

 議案第２２号、対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につい

て、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、関連法として地方公共団体の

任期付職員の採用に関する法律も一部改正されます。この法整備には、条例の制定が必要となり

ますので、議案第３１号、対馬市職員の育児休業等に関する条例と同様に、所要の改正を行うも

のでございます。 

 条文の内容について御説明申し上げます。 

 第３条は、勤務形態の多様化に伴い、任期付採用の拡大を図るための業務の範囲が定められて

おります。第４条は、職員が介護休暇、または育児休業により休業した場合の職が欠けた期間、

短時間勤務職員を任期を定めて採用することができることを、第５条は、任期の更新ができるこ

とをそれぞれ規定しているものでございます。なお、附則でこの条例の施行日は平成２０年４月

１日からと定めております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。 

 続きまして、議案第２３号、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正

する条例について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、関連する事項の条

例について所要の改正が必要となったものでございます。 

 条文の内容につきまして御説明申し上げます。 

 勤務公署から当該公署への字句の改正、これにつきましては、対馬市職員の給与に関する条例

において同様の改正が行われており、同条例との整合性を図るため改正するものでございます。 

 第２条は、育児短時間勤務の承認を受けた職員の１週間の勤務時間の規定を第２項として加え

ております。 

 第３条及び第４条は、育児短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りを加えたものでご

ざいます。 

 第１０条は、育児を行う職員の勤務の要件は、その子が小学校就学前までであったものが、一

定の条件を満たせば、小学校に就学している子まで対象が拡大されたものでございます。 

 第１０条の２は、振りかえ規定の不備を修正するものでございます。 

 第１４条は、育児短時間勤務及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の付与日数を規定する

ものでございます。なお、附則でこの条例の施行日は平成２０年４月１日からと定めております。 

 続きまして、議案第２４号、対馬市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて、その提案理由と内容を説明申し上げます。 

 平成１６年の合併以来、当市は非常に厳しい財政状況が続いております。そのため財政の立て

直し、健全化に向けた取り組みの一つとして、平成１９年度より市長をはじめとする常勤特別職

及び一般職の給与を削減しているところでございます。この給与削減は、対馬市長等の給与の特

例に関する条例及び対馬市職員の給与の特例に関する条例により、特別職については残任期間ま

で、一般職員については平成１９年４月から平成２０年３月までの１年間と定めております。 

 対馬市職員の給与の特例に関する条例で、一般職については平成１９年度の１年間、給料月額

から１００分の５を削減すると定めておりますが、今後の財政状況を見きわめながら、最大で

４年間、平成２２年度までの削減も視野に入れて制定しているところでございます。 

 現在の財政状況と勘案し、給与削減を平成２０年度も継続して行うよう所要の改正を行うもの

でございます。 

 改正内容について御説明申し上げます。 

 一般職の給料を平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間、給料月額から１００分の

５を削減しようとするものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（波田 政和君）  教育部長、日高一夫君。 

○教育部長（日高 一夫君）  ただいま議題となりました議案第２５号、対馬市立学校教育施設条

例の一部を改正する条例について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 

 対馬市立内院小学校は、平成１９年度は２年生１名で単式学級の１クラス、４年生２名と５年

生１名で複式学級の１クラス、計２クラスの学級編成であり、教職員数は、校長をはじめ教頭、

教諭２名の計４名であります。 

 平成２０年度は、現２年生が転居により在籍しなくなるため、新５年生２名と新６年生１名の

複式学級で１クラスの学級編成となり、教職員数は管理職を含め２名となります。 

 したがいまして、教頭１名、教諭２名の計２名を配置し、内院小学校を対馬市立久田小学校の

分校とするものであります。このため本案は、別表第１の小学校から対馬市立内院小学校の項を

削り、久田小学校の次に、対馬市立久田小学校内院分校の項を加えるものであります。なお、こ

の条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  保健部長、山本輝昭君。 

○保健部長（山本 輝昭君）  ただいま一括議題となりました８件のうち、議案第２６号並びに

２７号について御説明させていただきます。 
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 議案第２６号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、その提案理由を御説

明申し上げます。 

 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険の取り扱いの一部改正が必要

となり、所要の改正を行うものでございます。 

 第５条第１項第１号及び第２号は、療養給付を受ける被保険者の一部負担割合でございまして、

乳幼児に対し、３歳未満は２割となっておりましたが、義務教育就学前の６歳に達する日以後の

最初の３月３１日まで２割に拡大し、就学後７０歳までを３割負担とする改正でございます。 

 同条第３号中は、７０歳以上の被保険者の一部負担割合を１割から２割に改正するものです。

なお、平成２０年度は、現行の１割負担に据え置き、凍結措置に伴います費用は、全額国が負担

することとされております。 

 第５条第４号は、７０歳以上で政令の定めるところにより算定した所得の額が、現役並みの所

得者を３割負担とするものでございます。 

 第６条第２項は、出産育児一時金で、「同一出産」を「同一の出産」に字句の訂正でございま

す。 

 第７条第２項は、葬祭費の支給で、健康保険法共済組合法及び高齢者の医療の確保に関する法

律等、他の制度によって給付を受けた場合、国民健康保険により葬祭費を支給しないこととする

ものです。 

 第８条は、保険事業で、これまで被保険者の健康の保持増進のための事業を行うこととされて

おりましたが、医療制度改革により、各保険者に対し、生活習慣病に関する健康診査及び健康診

査結果による保健指導が義務づけられたことによる改正でございます。 

 以上で、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましての説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第２７号、対馬市介護保険条例の一部を改正する条例について、その提案理

由を御説明申し上げます。 

 今回の改正は、第５条で、普通徴収の納期につきまして、納期及び一部字句の改正を行ってお

ります。第６期の「１２月１日から同月３１日まで」を「１２月１日から同月２８日まで」に、

第７期の「１月１日から同月３１日まで」を「翌年１月４日から同月３１日まで」に、第８期を

「２月１日から同月末日まで」を翌年を挿入し、「翌年２月１日から同月末日まで」に改めるも

のです。 

 附則におきましては、平成２０年度における保険料率の特例を追加いたしておりますが、税制

改正の影響により介護保険の保険料が大幅に上昇する方について、平成１８年度及び平成１９年

度に講じてまいりました激変緩和措置を平成２０年度も講ずることができるよう介護保険法施行
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令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する法令の一部を改正する法令の一部を改正する政令

が平成１９年１２月１２日に公布されたことにより、本市においても平成１８年度、平成１９年

度に引き続き激変緩和措置を行いたく所要の改正を行うものでございます。なお、施行日は平成

２０年４月１日といたしております。 

 以上で対馬市介護保険条例の一部を改正する条例につきましての説明とさせていただきます。

よろしく御審議の方、お願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  建設部長、川上司君。 

○建設部長（川上  司君）  ただいまは一括して議題となっております議案第２８号、対馬市営

住宅管理条例の一部を改正する条例案の提案理由と、その内容について御説明を申し上げます。 

 今回の改正は、公営住宅における暴力団員にかかわる家賃滞納、不法潜入、傷害事件などの不

法行為がほぼ全国的に多発、発生している状況を踏まえまして、公営住宅の入居者等の生活の安

定と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保のため公営住宅における暴力団排除の基本方針等が

国より示され、県より条例改正の指導を受けましたので、市営住宅における暴力団排除に関する

規定を定めるため所要の改正をお願いするものでございます。 

 まず、第５条、入居者の資格についてでございますが、第１項中「第２号及び第３号」を「第

２号から第５号」までに、「被災者等にあっては第３号」を、「被災者等にあっては第３号及び

第５号」に改め、同項に次の一言を加えようとするものであります。（５）号といたしまして、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」と言う）でないこと、（１）号に掲げる親族がある場合にあっ

ては、当該親族を含む。 

 次に第６条、入居者資格の特例についてでございますが、第１項中「前条各号」を「前条第

１項第１号から第４号まで」に改め、同条第２項中「同条第２号及び第３号」を「同条第２号か

ら第５号」までに改めようとするものであります。 

 続きまして、第１１条、同居の承認についてでございますが、第１項の次に第２項といたしま

して、市長は、前項の同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であると

きは、同項の承認をしてはならない旨を加えるものであります。 

 続きまして、第１２条、入居の承継についてでございますが、第１項の次に第２項といたしま

して、市長は前項の当該入居者と同居していた者（同居する者を含む）が暴力団員であるときは、

同項の承認をしてはならないということを加えるものでございます。 

 続きまして、第４１条住宅の明け渡し請求についてでございます。 

 第１項中「第６号」を「第７号」とし、第５号の次に６号として、入居者（同居する者を含

む）が暴力団員であることが判明したときを加えるものであります。 
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 また、第４１条第４項中「第５号」を「第６号」に改め、同条第５項中「第６号」を「第

７号」に改めるものであります。 

 なお、この条例は、平成２０年４月１日から施行することといたしております。 

 以上で説明を終わります。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  これから、各案に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第２９号 

日程第２２．議案第３０号 

日程第２３．議案第３１号 

日程第２４．議案第３２号 

日程第２５．議案第３３号 

日程第２６．議案第３４号 

○議長（波田 政和君）  日程２１、議案第２９号、対馬市情報センター条例の制定についてから、

日程第２６、議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定についてまでの６件を一

括して議題とします。 

 各案について提案理由の説明を求めます。政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  ただいま一括議題となりました議案第２９号、対馬市情報センター

条例の全部を改正する条例について提案理由の御説明を申し上げます。 

 現在の条例は、旧美津島町における有線テレビに適用されており、今回、対馬市が進めており

ますＣＡＴＶ事業は、光ケーブルで対馬全域を網羅し、テレビの再送信、インターネットと双方

向の各種情報の提供を行い、多元情報システムとして高度情報化社会に対応できるよう行ってい

るもので、その内容が大きく変わるため改正させていただくものでございます。 

 内容について御説明いたします。 

 第１条には、設置の目的を、第２条には、管理の代行について記載し、第三者に、同センター

の管理運営を行わせる場合の内容を定めております。 

 第３条は、使用料の収入を、第４条は、業務について記載いたしております。第５条は、業務

区域を、第６条は、放送及び受信所を、第７条、第８条には、施設の利用に関する事項を定めて

おります。第９条は、有線テレビ放送番組審議会に関する事項を、第１０条は、新規勧誘する場

合の加入申し込み及び負担金の額を、第１１条は、月額の使用料を、第１２条には、負担金及び

基本使用料の減額または免除を定めております。第１３条は、利用の停止等を、第１４条は、加
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入の名義者の変更、第１５条は、利用の休止及び再開を、また、第１６条については、脱退等を

定めております。第１７条は、有線テレビジョン放送等の範囲内において、センターが行える広

告及び宣伝等の規定を、第１８条には、事故等における損害賠償について、第１９条は、免責事

項を定めております。また、第２０条には、委任を定めております。 

 附則で、この条例の施行期日を平成２０年４月１日と定め、経過措置として、本事業が平成

２１年度をもって完了するため、その間の加入負担金または工事費の免除と基本使用料を現在の

美津島有線テレビの使用料に合わせる旨の記載をいたしております。なお、徴収につきましては、

各年度の工事完了検査後の翌月からと考えております。また、インターネットの加入を希望され

る方は、申し込みを平成２０年度からとし、使用については一括開始をしたいので、使用料の徴

収は翌年度２１年度からとし、本条例を適用いたしたいと思います。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

 なお、後になりましたけれども、２５ぺージをお開き願いたいと思います。印刷がちょっと括

弧内の３行目、地名の「豆酘」のところ「酸」になっておりますので訂正方をお願いいたしたい

と思います。 

 続きまして、議案第３０号対馬市自家用有償バス運行に関する条例について提案理由の説明を

申し上げます。 

 現在、対馬交通株式会社により運営がなされております対馬市内の路線バスにおいては、近年

過疎化等に起因します人口減、さらに、マイカー等の進展による乗降客の減、原油高騰によりま

す燃料費の高騰などにより経営赤字が増大の一途をたどっております。それに付随しまして、現

在、対馬市が行っております赤字路線に対する補助金も年々増大いたしております。この条例は、

そういう状況下の中、対馬市地域交通検討委員会を設置し、対馬市の赤字補てんの縮減も視野に

入れ、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保及び輸送方法、特

に、お年寄り、子供等、いわゆる交通弱者に対しての交通手段を確保するため協議、検討してま

いりました。 

 また、このことについては、対馬交通株式会社とも協議した結果、対馬市がスクールバスの空

き時間を利用し、市営バスとして２路線を運行するために条例を制定するものであります。 

 なお、地区住民の方々とは全世帯へのアンケート調査を初め十分に協議はいたしております。 

 条例の内容について御説明いたします。第１条に、目的を、第２条に、市営バスの管理、運営

について、第３条は、路線名を、第４条に、市営バスの運行回数等を定めております。第５条か

ら第８条までは、使用料すなわちバスの料金に関する条文であり、第６条に使用料の徴収、第

７条に使用料の減免、第８条に使用料の還付を定めております。第９条に使用料の制限を、第

１０条に割り増し使用料を、第１１条に、荷物の運送を引き受けないことを定め、また、第
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１２条に、委任事項を定めております。なお、運行体系、使用料等については、すべて対馬交通

が運行されていた条件と同一にいたしております。附則で、施行期日を平成２０年６月１日と定

めております。 

 以上、簡単ですが、提案理由の説明を終わります。 

 なお、この条例は、当初申しましたように、交通弱者に対する交通手段の確保のため提出いた

しておりますので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  ただいま一括議題となりました議案第３１号、対馬市職員の育児休

業等に関する条例について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 平成１９年５月９日、第１６６回国会において、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部

を改正する法律が成立、同年５月１６日に平成１９年法律第４４号として公布されました。 

 その内容につきまして、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための

環境整備として、職員が職務を完全に離れることなく、長期にわたり仕事と育児の両立が可能と

なるよう小学校就学の時期に達するまでの期間、育児のための短時間勤務を取得することができ

る制度を導入したものでございます。 

 この地方公務員の一時休業等に関する法律につきましては、一定の事項を条例委任規定をして

いるため、法改正に即した内容とするため条例整備するものでございますが、改正箇所が多岐に

わたるため、今回、全部改正といたしております。 

 条文の内容について御説明申し上げます。 

 第１条は、本条の根拠となる法律とその趣旨を、第２条は、育児休業することができない職員

の範囲を、第３条は、育児休業は、当該の子が３歳に達する日の前日までの期間において同一の

子について１回を原則としております。育児休業の承認の効力が失われ、要件を満たせば３歳に

達する日の前日までの期間内であれば、再度育児休業の請求をすることができ、その要件を規定

いたしております。 

 第４条は、育児休業は原則１回に限られて、当該子が３歳に達する日の前日まで最長３年間す

ることができます。しかしながら、職員はこれより短い期間について承認を請求する場合もござ

います。当初の予定の相違、育児休業の期間の延長が必要な場合も予想されるため、再度の育児

休業を請求することができる特別の事情を規定いたしております。 

 第５条は、育児休業の承認の取り消し事由を、第６条は、育児休業に伴い任期つき職員を採用

し、その任期を更新する場合の職員の同意を得ることを定めております。第７条第１項は、育児

休業として職員の期末手当の支給について、第２項は、育児休業している職員の勤勉手当の支給

を、第８条は、育児休業した職員の職務復帰後における号級の調整方法を定めております。第
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９条は、育児短時間勤務することができない職員の範囲を、第１０条は、育児短時間勤務が終了

し、終了の翌日から１年以内に育児短時間勤務をすることができる特別の事由を定めております。

第１１条は、育児短時間勤務をする職員の勤務時間の形態を、第１２条は、育児短時間勤務の承

認、または、期間を延長する場合の手続きを定めております。第１３条は、育児短時間勤務をし

ている職員の承認の取り消し事由を、第１４条は、育児短時間勤務の承認が取り消された場合、

引き続き育児短時間勤務の令によって短時間勤務をさせることができるやむを得ない事由を定め

ております。 

 第１５条から１８条の規定は、育児短時間勤務をした職員の給与の取り扱いに関する規定であ

ります。これは、育児休業した国家公務員の給与の取り扱いに関する事項を基準として所要の整

備を行っているものでございます。 

 第１９条は、育児休業法第１７条の条例委任規定を受けたもので、１５条で短時間勤務を承認

した場合、任命権者は事例等の書面で通知しなければならないことを定めております。 

 第２０条は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新について、第

２１条は、部分休業することができない職員の範囲を、第２２条第１項は、国家公務員に準じた

部分休業の時間の単位を、第２項は、育児時間と部分休業を合わせた時間の限度を定めておりま

す。 

 第２３条は、部分休業している職員の給与を減額する取り扱いを、２４条は、部分休業してい

る職員の承認の取り消し事由を定めております。 

 第２５条は、附則への委任規定を定めたものでございます。 

 なお、附則第１項で、この条例の施行日は平成２０年４月１日からと定めております。 

 附則第２項及び第３項は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行

の日である平成１９年８月１日以後に職務に復帰した場合の号級の調整に係る経過措置を定めて

おります。附則第４項の対馬市職員の給与に関する条例の一部改正、附則第５項の対馬市技能労

働職員給与条例の一部改正、附則第６項の対馬市水道企業職員給与条例の一部を改正は、育児休

業法の改正に伴って、それぞれ関係条項の整備を行うものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。 

 続きまして、議案第３２号、対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の制定について、その

提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 現在、長崎県の業務であります旅券、パスポート発券に係る事務が権限移譲により平成２０年

４月１日から対馬市役所での取り扱いとなります。長崎県対馬地方局で扱っていたものが、市役

所総務部総務課で、長崎県上県土木出張所で扱っていたものを上対馬支所地域振興課で取り扱い

ます。 
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 申請手続にお見えになる方が、パスポートを受容する際、収入印紙及び長崎県収入証紙を購入

し、これを手数料として納めなければなりません。市民の皆さんの利便性を第一に考え、市役所

内で印紙等の購入ができるよう収入印紙及び長崎県収入証紙の売りさばき所を本庁会計課と上対

馬支所地域振興課に開設しようとするものでございます。それに伴う印紙等の売買費用、売りさ

ばき手数料の管理、運用益金等の一元化処理を行うため、同条例を制定しようとするものでござ

います。附則で、条例の施行日を平成２０年４月１日と定めております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（波田 政和君）  提案理由の説明の途中でございますけれども、昼食休憩とします。再開

は１３時１０分から。 

午後０時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時08分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 教育部長、日高一夫君。 

○教育部長（日高 一夫君）  議案第３３号、対馬市旧金石城庭園条例について、その提案理由及

び内容を御説明申し上げます。 

 本案は、国の名所指定を受け整備を進めておりました旧金石城庭園、通称、心字池を本年５月

に一般公開するに当たり、文化財保護法第１１８条の規定により、同法並びにこれに基づいて発

する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い管理するため、対馬市旧金石城庭園条例として制

定するものであります。 

 第１条は、設置でございます。本施設は、市民の文化の向上及び発展と一般の鑑賞等のため設

置するものであります。第２条には、名称及び位置を定めております。名称は、旧金石城庭園と

し、位置は、対馬市厳原町今屋敷６７０番地１でございます。第３条については、庭園の管理上

の規定を定めております。 

 第４条から８条までは、入園料及び使用料に関する規定を定めております。なお、入園料及び

使用料の額については、全国の国指定名勝庭園及びこれに準ずる庭園の額を基本とし、別表のと

おり金額を定めております。 

 第９条から第１１条までは、庭園内での禁止行為及び利用、行為の制限に関する規定を定め、

第１２条では、庭園で発生した事故や損害に対する賠償に関する事項を定めております。 

 第１３条以降については、地方自治法第２４４条の２及び対馬市の公の施設の指定管理者の指

定手続に関する条例の規定により庭園の管理を指定管理者に委託できる規定を定めております。
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また、この条例の施行期日は、平成２０年４月１日と定めております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  保健部長、山本輝昭君。 

○保健部長（山本 輝昭君）  議案の説明の前に、先ほど昼食休憩の時間に「後期高齢者医療制度

が始まります」というパンフレットと「７５歳以上の皆様へ」というチラシをお配りいたしてお

りますが、議案の説明の後、自席より内容等について御説明させていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定につきまして、その提案

理由及び概要を御説明いたします。 

 本案は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき施行されます７５歳以上及び６５歳以上で

一定の障害があり認定を受けた被保険者を対象とした新たな医療制度、後期高齢者医療制度の創

設により、その運営に関し必要な事項を定めたいので、本条例を制定しようとするものでござい

ます。 

 第１条で趣旨でございますが、制度の運営は、長崎県下全市と町で構成します長崎県後期高齢

者広域連合後期高齢者に関する条例に基づき運営されますが、その中で市が行わなければならな

い事項を定めるものです。第２条で、市において事務を定めております。葬祭費の支給等、各種

申請書の受け付け及び保険料並びに各種処分に係る通知、引き渡し等、窓口事務を行うこととさ

れております。第３条で、保険料を徴収すべき被保険者を定めております。 

 第４条で、普通徴収に係る保険料の納期を定めております。年金額が１８万円以上の被保険者

は、介護保険料と同様に、特別徴収として年金からの天引きが行われます。ただし、介護保険料

と合わせた保険料額が年金額の半分を超えた場合には、天引きは行いません。年金額が１８万円

未満の被保険者と同様に普通徴収として口座振替や納付書により市に納めていただきます。その

納期を介護保険と同様に８期の納期といたしております。 

 第５条で、保険料の督促手数料、第６条で延滞金について定めております。第７条及び第８条、

第９条で、罰則について定めております。第１０条で規則等への委任について定めております。 

 附則で、施行期日を平成２０年４月１日といたしております。 

 第２条で、平成２０年度におけるこれまで社会保険等の被扶養者であった被保険者に係る保険

料の徴収の特例を定めております。なお、保険料の額は、長崎県広域連合の条例で決定いたして

おりますが、平成２０年度及び平成２１年度は、均等割４万２,４００円で、所得割は７.８％と

されております。高額所得者の賦課限度額は５０万に設定され、所得の少ない被保険者について

は、所得に応じて７割、５割、２割の減額が行われます。 

 また、先ほど社会保険の被保険者の納期についての御説明の中で、これまで被扶養者として保



- 98 - 

険料を負担していなかった方については、激変緩和措置として後期高齢者医療制度に加入したと

きから２年間、均等割を５割減額し、所得割額を賦課しないこととされております。また、平成

２０年度については、４月から９月までの６カ月間は保険料を徴収せず、１０月から２１年３月

までの６カ月間は９割減額する措置がなされます。 

 以上で議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定についての説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の方、お願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  引き続き後期高齢者医療制度について説明を受けたいと思います。 

○保健部長（山本 輝昭君）  それでは、パンフレット等についての御説明をいたしたいと思いま

すが、現在まで広報等を通じて保険者、被保険者の皆様には御説明をいたしておりますが、２月

には広報に７５歳以上の方には新しい保険証を送付しますといった、こういう文を入れておりま

す。 

 それから、きょうお配りしましたパンフレットの後期高齢者医療制度が始まりますというのは、

国のこれは、国から来た分で枚数が制限がございまして、地域の皆様にすべてにお配りすること

はできません。この１５日に発送されます３月の広報に「７５歳の皆様に」といった「後期高齢

者医療制度が始まります」というチラシを再度広報に一緒に配付する予定にいたしております。 

 それでは、後期高齢者医療の仕組みについて、この制度が始まりますということで御説明いた

したいと思いますが。 

 今回の医療制度の改革におきましては、我が国の国民皆保険制度を維持していくためには、国

民全体で保険を、保険料を分かち合うといいますか、一部負担をしていただきたいということが

趣旨でございますが、まず、制度の仕組みでございますが、今までは社会保険、共済、それぞれ

それとあわせまして国民健康保険といったいろいろな保険にそれぞれ被保険者として入ってござ

います。今回の後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方はすべてそういった社会保険、共済から

国民健康保険も外れまして、新たな後期高齢者医療制度の被保険者となっていただくということ

で７５歳以上の方は、すべての方が対象です。あわせまして、６５歳以上で一定の障害のある認

定を受けた方、例えば、末期がんとか、慢性的な腎不全といった、そういう一定の障害のある方

は、この後期高齢者医療制度に加入することができることとされております。 

 負担についてでございますが、運営主体は、これは長崎県広域連合が行います。それで、その

中で負担については、国、県、市町村で５割を、全体の５割を持ちます。それから、後期高齢者

支援金、これが各医療保険者です。社会保険、共済、いろいろな社会保険がございますが、そう

いった方々の負担を行うのが国民健康保険も含めてでございますが、後期高齢者支援金として全

体の４割を持っていただくと。そして、高齢者については、１割を持っていただくということで

ございます。これは、すべて社会保険は、医療保険は健康保険組合、あるいは国保等は社会保険
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診療支払い基金の方から広域連合の方にすべて負担を、支援金として負担をしていただくと。そ

して、後期高齢者についても１割は関係市町村から負担をしていただくと、一応徴収をいたしま

して。ということは、年金から天引きされる方につきましては、社会保険庁の方から一度各市町

村に天引きした保険料を市町村が受け取って再度広域連合の方に納付するという形をとられてお

ります。 

 それから、一番難しいところがございますのは、今までの老人医療の方は、一部負担金につい

ても今まで同様１割でございますが、今回の改正の中では健康保険組合、共済組合、厚生年金等

でございますが、その方の被扶養者になってある方ですね。例えば、現役世代で社会保険に入っ

てある方の被扶養者になってある方も今後は７５歳以上になりますと、後期高齢の被保険者とい

うことでございますので、その方々も今度は保険料を支払っていただかなければできないという

ことでございます。これは保険料のちょうど中段に少しただし書きで書いてありますが、これが

ことしの４月から９月までは、これは政府の方で凍結ということが決定いたしております。

１０月から来年の３月までは１割負担ということでございます。この点が今まで社会保険の被扶

養者の方は、保険料を納めなくてよろしかったのが、今後は後期高齢者医療制度では、すべての

方が保険料をお支払いいただくということになっております。 

 また、後ほど御質問等にはお答えいたしたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  それでは、これから各案に対する一括質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、堀江政武君。 

○議員（２番 堀江 政武君）  議案第２９号、対馬市情報センター条例の制定について、１点だ

けお尋ねをいたします。後で審査されると思いますが。 

 第１２条の市長が特に必要があると認めた者について、負担金及び基本使用料を必要に応じて

減額し、または免除することができるとありますが、これは、どういうことを大体想定してつく

られたものなんでしょうか。そしてまた、生活保護家庭等については、この一般世帯と同じ、基

本料について一般世帯と同じような取り扱いをされるんでしょうか。その辺をちょっとお尋ねを

したいと思います。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  お答えしたいと思います。 

 ただいま１２条関係で基本使用料の減免、減額または減免ということでお尋ねがございました

けれども、これは別に減免規定規則を後で作成するようにいたしております。その中で考えてお

りますのは、現在、美津島の有線テレビで生活保護者あるいは身体障害者は免除あるいは半額と

いうような規定がなってるようでございます。そこら辺を考慮したいなという気はいたしており

ます。 
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 ただ、私たちが現在考えているところは、御承知のように、年金生活者と生活保護者、そこら

辺の生活水準が必ずしも一定じゃないというようなことも若干ございますので、そこら辺は、今

後考慮したいなと。どういった取り扱いにしたらいいのかなというような気がいたしますけれど

も、とりあえずは現在、美津島有線で生活保護者免除あるいは、身体障害者１級、２級、半額と

いうようなことがございますので、そこら辺を頭に置いたところで規定をいたしております。 

○議員（２番 堀江 政武君）  わかりました。 

○議長（波田 政和君）  ほかに。１２番、宮原五男君。 

○議員（１２番 宮原 五男君）  この議案第２９号も質問はいいとでしょう。 

 この対馬市情報センター条例の全部を改正する条例についてでございますが、今、ＣＡＴＶの

進捗状況はどこまでいっておるのか。また、このこれは開局ていいますか、日にちは年度はいつ

に開局の予定になっているのか、ちょっとお答え願いたいんですけどね。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  お答えいたしたいと思います。 

 現在、御承知のように、１工区、２工区、３工区を工事するように１９年度はいたしておりま

す。その中でまだ──済みません、４工区ですね。その中で現在申し込みがあっているのは、住

民基本台帳上７,５８２世帯のうち５,９９０世帯、（「もう一回、７,０００……」と呼ぶ者あ

り）計画で、住民基本台帳上で７,５８２世帯、それで、現在、５,９９０世帯申し込みがあって

おります。（「５,０００……」と呼ぶ者あり）５,９９０。これの率でいきますと約７９％にな

るんですけれども、これはあくまでＯＮＵ、つまり引き込みの機種を取りつけた世帯でございま

して、アパート関係は仮に４世帯のアパートを対象とすれば、１世帯分としてしか見ておりませ

んので、そこら辺でそのアパートに入居してある人数はまだ入っておりません。 

 ただ、したがいまして、工事台帳上、私たちが、各本屋と四間屋ですね。そういったのを別々

にしないで一緒にとらえた形で算出いたしておりますのは、世帯として７,３０２世帯。その中

の５,９９０世帯ですので、その率にあわせれば８２％は現在加入しておるというようなところ

でございます。 

 それと、工事完成年度は２１年度が最終になりますので、２２年度から開始というようなこと

で準備を進めております。 

○議長（波田 政和君）  １２番、宮原五男君。 

○議員（１２番 宮原 五男君）  ２２年度の開局ですけれども、まだあと２年ぐらいあるのに、

今なぜこの条例が必要になるわけですかね。 

 それと、この条例をなぜ今条例化しなければならないかていうことと、この８２％になります

ていうことをあなたたちは言いたいんでしょうが、かなり地域住民さんの声を聞けば、おどしに
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近い加入のやり方があってるていうことを耳にするわけですね。入らなければテレビが見れない

ですよていう声がかなりあっとるということです。それで入りよるていうことで、豊玉ではよく

そんな話がありよります。それから、事実の話はどうやとですかていう話も何回か話がありまし

て説明もしました。 

 それで、豊玉町内の中で、これは話は余談になりますけど、ひとり住まいが７０世帯あるわけ

です、あそこの町内だけで。そういうことまではあなたたちはもう一回精査した、その調査をさ

れたかということ。その人たちは、１世帯で１人しか住んどらんわけです。それも老人もいます

し、まだ、５０前後の方もおってある。その人たちは、私たちは要りませんて言いよるわけです

よ。だから、それに対して加入するときに、入らなければテレビが見れませんよていうことをし

きりに言うていうことで、本当はどれが本当なんですかていう話もありよりますので、その何か

今のはやりの悪徳セールスマンみたいな営業の仕方をなされないで、正直にどういうふうになり

ますいう内容説明は必要と思いますよ。率を上げなければならないからて言うても、もうしかし、

時代も変わりつつありますから別に率を上げる必要も要らんし、これから先に、この事業がどう

なるかわからんていうことも考えとかなければならない時期やなかろうかなと思いますけどです

ね。それをひとつ。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  まず第１点の条例のなぜ今つくらなきゃいけないかということでご

ざいますけれども、このことに関しましては、もう既に１９年度、今年度ですね。現在、引き込

み工事をいたしております。その関係で暫定料金をいただくような方向に私は考えておりますの

で、そのためには条例を制定しておかないと、その暫定料金の徴収ができないというようなこと

がまず１点ございます。 

 それから、テレビが見れないということでございますけれども、私たちが説明していく中で、

テレビが見れないというのは、あくまで加入は個人でございます。したがいまして、その私たち

が申し上げてる、その見れないということに対しては、結局地元で運営してあるＮＨＫ共聴の組

合とか、それから、それ以外の組合でつくってある方が加入する場合、そのときに現在のままで

は見れませんよというような言い方してます。だから、今言いますように、加入は自由です。だ

から、個人で家に俗に言うパラボラアンテナですか、ああいったのを立てれば見えないこともな

いわけですけれども、私たちが説明している中では今申しますように、組合が解散して、その事

業廃止をするとなると、現在のアンテナでは見れませんよというような言い方で説明をしており

ます。 

 ひとり住まいの世帯についても、同様に私も任意で勧誘に回りました、正直言いまして。それ

で、私は要りませんというような、もう年寄りだからというような声も聞きました。入る入らん
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は自由ですけれども、こういったことになりますよいうようなことで、あくまで強制はしてませ

んので、そこら辺は御理解願いたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  １２番、宮原五男君。 

○議員（１２番 宮原 五男君）  強制はしてないけど、言い方によったら、その言葉を受けとめ

た方が強制的なおどしに聞こえるということです。そこを間違われないように。 

 それから、あなたが営業に回りよるわけですか、加入の営業には。 

○政策部長（阿比留博文君）  営業といいますか、何軒か回りました。 

○議員（１２番 宮原 五男君）  営業しよるとでしょう、加入の。 

 もう少しこれは、この条例を、この料金をいつからいただくか、あなたたちが料金をいただく

からこの条例が今必要やていうことになりますけど、この条例、料金をいつからいただくのか。

もう少しこの条例は、１カ月、次の定例会まで置いとくべきじゃなかろうかなと私は思うんです

が、別にこの３月の定例会でこの条例を制定する必要はないと私は考えておるわけですよ。６月

の定例会に上程するべきじゃなかろうかなと思いますが、そこのところをひとつよろしくお願い

します。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  ６月でよいのではないかというような御質問でございますけれども、

先ほど申しましたように、１９年度事業は、もう既に先日繰り越しもありましたけれども、終わ

ります。その終わったところで来年度２０年度にする地区と、あるいは２１年度にする地区と

２年間の差が出てきます。そのときその差を早く取りつけたところは、そのまま無料でよいのか

いうようなことも出てきます。だから、そこら辺は、とりあえずは実際もらうのが何月になるか

わかりませんけれども、多分２０年の早い時期になると思いますが、現在の美津島と同じ条件に

なりますので、そこら辺は暫定料金として統一させていただきたいというようなことで、附則に

も先ほど説明いたしましたけれども、上げさせてもらっております。 

 それで、最初の私も勧誘に回っているのかというような質問でございますけれども、私たちも

目的としては１００％加入を目的としております。そういった関係ででき得ればというようなこ

とで職員も毎日ではございませんけれども、回れるところは回るように努力はしております。 

○議長（波田 政和君）  よろしいですか。９番、吉見優子君。 

○議員（９番 吉見 優子君）  実際できたところからもう映されるわけですけれども、その間に

光ケーブルの中であれば、もう自動的に衛星放送も入っておりますが、これは今まで自分は衛星

放送も見たくないんだけれどもと言って、だけどそのケーブルを自動的に映像を見ろうと思えば

入ってるわけですから、ＮＨＫといたしましたら、見たくないと言っても見てるものとみなすか

ら、衛星放送代を徴収しますよというような声で苦情が私の方に言ってきておりますが、その点
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はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  衛星放送の受信料につきましては、あくまでＮＨＫとの契約でござ

います。したがいまして、私たちのＣＡＴＶは、衛星放送じゃなくて、ＮＨＫもそうですけれど

も、すべてＮＨＫ総合あるいは衛星放送、すべて流すようにいたしております。その中でＮＨＫ

関係につきましては、私たちはタッチいたしておりません。したがいまして、今までと同様にＮ

ＨＫ担当者が回って調査するか、あるいはどういった方法になるかわかりませんけど、全く別個

の考え方で立っております。 

○議長（波田 政和君）  ９番、吉見優子君。 

○議員（９番 吉見 優子君）  自動的に入ってるわけですから、もう自分は必要じゃないけれど

もと言ってもＮＨＫさんの方は徴収しますよということなんですが、そこ辺は、やはり市として

も考えとかなくてはいけないんじゃないでしょうかね。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。もう最後になりますが、続けとってもいいで

すよ。いいですか。どうぞ、政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  お答えします。 

 確かにＮＨＫはもう全く別個です、はっきり言いまして。ただ、ＣＡＴＶに関しては、ＮＨＫ

と話をした上で同時放映はしますということで、受信料については別個の考え方とっていますの

で、市はタッチしておりません、徴収につきましては。 

○議長（波田 政和君）  質問と答えが違っとるもんですから、（「意味がわかってない」と呼ぶ

者あり）暫時休憩しますので。吉見さん、もう一度、質問の趣旨を伝えてください。 

午後１時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時44分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 ほかにありませんか。３番、小西明範君。 

○議員（３番 小西 明範君）  今の関連で、１９年度にやってる工事、それで、できたところか

ら視聴ができるということですが、大体、２０年度のいつごろからそれができるように想定され

てますか、何月ぐらいから。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  もう実際、引き込み切りかえをしたところはもう映ってます、

１９年度工事で。だから、現在、視聴が悪いところを優先して現在切りかえをやっております。

ただ、随時今行われているのが、ＯＮＵという機器を取りつけております。取りつけていますけ



- 104 - 

れども、それはまだ切りかえをしておりませんので、ただ、切りかえをする段階では、家庭に入

り込むことになりますので、家庭の同意がまた必要になりますので、外づけはしておりますけれ

ども。放映については、現在もう切りかえたところは、既に映っております。 

○議長（波田 政和君）  １０番、糸瀬一彦君。 

○議員（１０番 糸瀬 一彦君）  もうちょっと親切に説明してもらえんかな。１工区、２工区、

３工区、４工区ということじゃけど、地域をこう１工区はどこどこやったよと。２工区はどこど

こやったよと。資料は当時はもらいましたけど、今、質問しとるのは、もうちょっと親切に。そ

れから、考え方は、インターネットは１年間ただでも利用できるのかな、さっきの説明からする

と。 

○議長（波田 政和君）  政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  工区の説明につきましては、以前お渡ししてると思いますけれども、

第１工区は厳原管内でございます。厳原市街地をのけた管内ですね。２工区は、美津島と豊玉の

一部。それから、４工区が豊玉の一部と峰の一部というようなことになっております。それで、

３工区は、センター設備でございますので。 

 インターネットは、先ほど説明いたしましたように、２０年度からセンター設備とあわせて希

望をとりまして取りつけをするようにいたしております。ただ、個人個人で取りつけしてイン

ターネット使用するということになりますと、バックボーンの関係が発生してまいりますので、

ある程度まとまった形で２０年度工事をやったところ一括して使用させるような形をとりたいと

思います、インターネットにつきましては。（発言する者あり）２０年度はサービスじゃなくて、

２０年度に取りつけを行って、開始については一括で開始をしたいと。２１年度になろうかと思

います。（発言する者あり）使えません、まだ。取りつけを早く申し込まれた方は、取りつけは

できますけれども、使用についてはまだ一括にしたいと思いますので、２０年度工事が終わって

から使用という形になろうかと思います。（「さっきの説明やったら何か１年間サービスかなと

思うてね」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

○議長（波田 政和君）  休憩します。 

午後１時48分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時48分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 以上で質疑を打ち切ります。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第３５号 
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○議長（波田 政和君）  日程第２７、議案第３５号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画

についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。政策部長、阿比留博文君。 

○政策部長（阿比留博文君）  ただいま議題となりました議案第３５号、辺地に係る公共的施設の

総合的な整備計画について提案理由の御説明を申し上げます。 

 本件は、辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画を別紙のとおり策定することにつき、辺地

に係る公共的施設の総合整備のため財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 今回提案しております辺地計画のうち、美津島町賀谷辺地は、１９年度を初年度とする２３年

度までの新規５カ年計画を策定するものでございます。また、上県町仁田辺地は、計画の変更を

行うものでございます。 

 各辺地ごとに事業の内容を御説明いたします。 

 まず、美津島町賀谷辺地でございますが、６６ぺージ、総合整備計画書案の３の公共的施設の

整備計画を見ていただきたいと思います。当該地区には、漁船の浄化施設がないため、漁船が浄

化できる台車とそれに付随する施設を整備するものでございます。事業費については３７５万円

で、特定財源２５０万円、一般財源１２５万円のうち辺地対策事業債１２０万円以内を充当する

ものでございます。 

 次に、上県町仁田辺地でございますが、地区住民の健康維持を図るため、仁田診療所に医療機

器を設置するため、事業費１,０８１万５,０００円を新しく追加したもので、一般財源

１,０８１万５,０００円のうち辺地対策事業債１,０８０万円以内を充当するものでございます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（波田 政和君）  これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第３６号 

○議長（波田 政和君）  日程第２８、議案第３６号、長崎県市町村総合事務組合の規約変更につ

いてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  ただいま議題となりました議案第３６号、長崎県市町村総合事務組

合の規約変更について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 
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 既に、本組合に加入している五島市からの申し出により、平成２０年４月１日から五島市の交

通災害共済に関する事務を長崎県市町村総合事務組合で共同処理することから、長崎県市町村総

合事務組合の共同処理する団体に変更が生じるため、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会

の議決をお願いするものでございます。附則で、規約の施行日が平成２０年４月１日と定めてお

ります。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（波田 政和君）  これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第３７号 

日程第３０．議案第３８号 

日程第３１．議案第３９号 

日程第３２．議案第４０号 

○議長（波田 政和君）  日程第２９、議案第３７号、市道の認定について（濃部柳ケ浦線）から

日程第３２、議案第４０号、市道の認定について（ミトド２号線）までの４件を一括して議題と

します。 

 各案について提案理由の説明を求めます。建設部長、川上司君。 

○建設部長（川上  司君）  ただいま一括して議題となりました議案第３７号から議案第４０号

まで４件の市道の認定についての提案理由の説明を申し上げます。 

 ４議案とも国道の改良工事によりまして、新たな路線が開通したことにより、廃道となります

旧国道敷について長崎県知事より市道への移管がえがありましたので、道路法第５条第２項の規

定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 まず、議案第３７号、市道濃部柳ケ浦線でございます。別冊の参考資料をごらんいただきたい

と思います。 

 ２枚目の左の方でございますが、国道３８２号線の道路改良工事濃部工区の新濃部トンネルの

完成に伴う旧国道敷の引き継ぎによるもので、起点、終点、いずれも対馬市美津島町濃部字柳ケ

浦で、赤で着色した部分でございまして、延長１８３.９メートルをお願いするものでございます。 

 次の議案第３８号、市道濃部ダ道メゴノ木線でございますが、この路線も先ほど同様、新濃部

トンネルの開通によるものでございまして、同じぺージの右側をごらんいただきたいと思います。

赤で着色した部分でございまして、先ほどの議案第３７号が旧濃部トンネルより厳原側でござい

まして、本議案第３８号が豊玉側よりの認定となります。 
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○議長（波田 政和君）  暫時休憩します。済みません、途中で。 

午後１時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時56分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

○建設部長（川上  司君）  それでは、続けまして説明申し上げます。 

 議案第３９号、市道ミトド１号線でございますが、お手元の参考資料の最後のぺージの左の方

お願いしたいと思います。本案につきましても、国道３８２号道路改良工事ミトド工区の完成に

伴いまして、線形改良により残されました旧国道の引き継ぎによるもので、赤で着色した部分で

起点、終点、いずれも対馬市上県町佐護字ミトド陰下モ東里で、延長２３６.９メートルをお願

いするものであります。 

 次の議案第４０号、市道ミトド２号線でございますが、この路線も先ほどの同じ整備区域内の

線形改良によりまして残されました旧国道の引き継ぎによるもので、資料の最後のぺージの右側

をごらんいただきたいと思います。 

 赤で着色した部分でございまして、起点は、対馬市上県町佐護字ミトド陰下モ東里、終点は同

じく佐護字ミトド陰陽上ミ東里で延長３１３.１メートルをお願いするものでございます。 

 以上、４議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（波田 政和君）  これから各案に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第４１号 

日程第３４．議案第４２号 

○議長（波田 政和君）  日程第３３、議案第４１号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について（一重地区）及び日程第３４、議案第４２号、あらたに生じた土地の確認及び字の

区域の変更について（泉地区）の２件を一括して議題とします。 

 各案について提案理由の説明を求めます。総務部長、中島均君。 

○総務部長（中島  均君）  ただいま一括議題となりました議案第４１号及び議案第４２号の

２件について、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 議案第４１号及び議案第４２号は、新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてであ

ります。 
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 地方自治法第９条の５第１項の規定により、新たに生じた土地を確認し、同法第２６０条第

１項の規定により字の区域を変更するものでございます。 

 また、土地の位置につきましては、議案の末尾に字図及び位置図を添付して、埋め立て区域と

して黒く塗りつぶして表示しておりますので御参照ください。 

 まず、議案第４１号は、一重漁港区域内公有水面埋め立てにより、上対馬町一重字尾崎ノ段

３０番１６及び３０番３４の地先に、１３７.８１平方メートルの土地が新たに生じたので、こ

の土地を字尾崎ノ段に編入するものでございます。 

 続きまして、議案第４２号は、泉漁港区域内公有水面埋め立てにより上対馬町泉字在所

１４１７番１、１４１７番１３、１４１７番１５、１４１９番４と１４１９番５、１４１９番６、

１４２０番２、１４２０番３、１４２２番４及び１４２２番１１の地先に５２４.８６平方メー

トルの土地が新たに生じたので、この土地を字在所に編入するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（波田 政和君）  これから各案に対する一括質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。 

 議案第９号から議案第４２号までの３４件を会議規則第３７条第１項の規定によりお手元に配

付の議案付託表どおり各常任委員会に付託します。 

 各常任委員長の審査報告は、３月２４日に行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．陳情第２号 

○議長（波田 政和君）  日程第３５、陳情第２号、「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕

殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳情についてを上程します。 

 ただいま上程しました陳情第２号については、お手元に配付の陳情文書表のとおり産業建設常

任委員会に付託します。委員長の審査報告は３月２４日に行います。 

────────────・────・──────────── 

○議長（波田 政和君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 あすは、定刻から本会議を開き、市政一般質問を行います。 

 本日は、これにて散会します。お疲れさまでした。 

午後２時01分散会 

────────────────────────────── 
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統括監 ……………………………………………………………………… 松原 敬行君 

統括監 ……………………………………………………………………… 清水 達明君 

統括監 ……………………………………………………………………… 大浦 義光君 

総務課長 …………………………………………………………………… 平間 寿郎君 

政策部長 …………………………………………………………………… 阿比留博文君 

市民生活部長 ……………………………………………………………… 斉藤 勝行君 

福祉部長 …………………………………………………………………… 勝見 末利君 

保健部長 …………………………………………………………………… 山本 輝昭君 

観光商工部長 ……………………………………………………………… 長  信義君 

農林水産部長 ……………………………………………………………… 小島 憲治君 

建設部長 …………………………………………………………………… 川上  司君 

水道局長 …………………………………………………………………… 齋藤 清榮君 

美津島支所長 ……………………………………………………………… 内田  洋君 

豊玉支所長 ………………………………………………………………… 松井 雅美君 

峰支所長 …………………………………………………………………… 阿比留博幸君 

消防長 ……………………………………………………………………… 阿比留仁志君 

会計管理者 ………………………………………………………………… 森田 健一君 

監査委員事務局長 ………………………………………………………… 阿比留義邦君 

農業委員会事務局長 ……………………………………………………… 瀬崎万壽喜君 

財政課長 …………………………………………………………………… 扇  照幸君 

代表監査委員 ……………………………………………………………… 中島 孝欣君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（波田 政和君）  おはようございます。報告いたします。糸瀬一彦君より欠席の申し出が

あっております。そして、小宮政利君からは遅刻の申し出があっております。また、米田教育長、

日高教育部長、梅野上対馬支所長、武田上県支所長から欠席の申し出があっております。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１．市政一般質問 

○議長（波田 政和君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は１名を予定しております。１３番、大浦孝司君。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  おはようございます。本日は一般質問が私１人ということで寂

しいかぎりですが、実は本日は代表監査委員さんにおいでを願いまして、先般の１２月の定例会

の一般質問の職員の旅費に関する条例、この中の第１７条の航空運賃の解釈について、私は対馬

市長に問いかけたわけですが、その解釈あるいはその運用について私との見解は一致せずに平行

線のままなっておりました。 

 この問題は、こういう議会に取り扱うような事柄ではないというわけじゃないんですが、その

思いとしては事務的なことを適正に運用しとるかという監査の一つの角度にこれはあります。そ

れを議員がただすということは、私もそういう御意見を聞いた中で今回やったわけです。数名の

方が、このことについて対馬市の運用にやや疑問を持っておられる方がございます。そこらにつ

いて、本日は代表監査委員さんの御意見を十分聞いて、適正な運営、運用が今後なされることを

私は本日の自分自身、いい結論が出ればいいがなと、いい解釈に判断すればいいがなという思い

で、本日の機会を設けました。あらかじめお断りを申し上げます。 

 それでは、通告に従い市政一般について質問を行います。 

 私は１２月定例会一般質問において、対馬市職員の旅費に関する条例の運用について、市長に

問いただしたところでありますが、同条第１７条の航空運賃の取り扱いの論議は平行線をたどり、

市長の答弁に理解できないまま時間切れとなりましたが、この問題はだれが聞いても筋の通るも

のでなければならないものであって、条例の適正な運用について監査委員の御意見を伺うもので

あります。会議録をもとにどのような発言がなされたのか、再度その内容について触れたいと存

じます。 

 御承知のとおり、航空運賃は対馬長崎福岡間は島民価格による割引を適用し、その他の区間に

ついては往復割引の運賃を概算払いにより支給しているところであります。同条第１７条により

ますと、「航空賃の額は現に支払った旅客運賃による」と明確に記述されております。この言葉

の意味と解釈が問題の争点となっているのでありますが、当時、市長の見解によりますと、往復

割引運賃の概算払いがイコール精算額であって、精算のチェックは全く必要ないとのことであり

ます。 

 御承知のとおり、特に福岡東京間の運賃は高額でありますが、自治体関係機関の利用も少なく

はありません。全日空の場合、普通運賃３万３,８００円、往復運賃３万６５０円、さらに特別

割引料金は２万５,８００円から１万３,０００円の範囲で存在しているものであります。 

 前回のことでありますが、仮に職員が東京方面に出張し特別割引料金を適用した場合、その精
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算はどうなるかとお聞きしたのでありますが、先ほど述べましたとおり、これが市長の見解でご

ざいました。参考ではありますが、総務部長の答弁では、万一そのようなことがあれば、精算は

あくまでも自己申告という形になるが、返納してもらうことになるとの見解でありました。 

 ここ１年、対馬市役所の旅費の精算において返納実績はないとお聞きしておりますが、ここで

真剣に聞いていただきたいことは、東京への出張旅費は２泊３日でおおむね１０万円となります。

これを航空運賃の特割を利用した場合、おおむね３万円前後の旅費は浮くことになることが事実

のようであります。 

 自己申告がない限り、精算において概算どおりというのは１７条に私は違反すると思いますが、

これをどのように監査委員として判断されているのかお尋ねします。 

 最後ですが、時間的制約があるため、特割での出張を義務づけたらどうかということは、私は

今回申しません。それとは別に、監査の立場から見れば、資金前途伝票または概算払い伝票は、

精算時にすべて領収書が添付されているものと思われます。旅費の航空運賃もその適用を行うの

は、私は当然ではなかろうかと思いますが、今後のこの条例の運用について、このような私の考

えに対し、監査委員さんの御意見を伺います。 

○議長（波田 政和君）  代表監査委員、中島孝欣君。 

○代表監査委員（中島 孝欣君）  大浦議員の質問に対し答弁をいたします。 

 具体的に意見を申し上げますと、執行権の侵害に当たりますので、その点は差し控えさせてい

ただきたいと思います。ただし、考え方といたしまして、３点ほど申し上げたいと思います。 

 第１点目は、対馬市職員の旅費に関する条例第７条、これは旅費の計算によれば旅費は最も経

済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算すると。このことからいたしますと、

運用内容が少し矛盾をしているのではないかというふうに考えております。 

 第２点目でございますが、運用の内容で精算伝票に搭乗券の半券または写しを添付してまでの

精算行為は行っていないとなっておりますが、対馬市財務規則第６６条、これは第２項で準用規

定がありますので、それによると概算を受けた者は、帰庁後７日以内に精算書に証拠書類を添え

て、支出命令権者に精算の報告をしなければならないとなっているので、これは整合性が図られ

てない、この財務規則の運用のですね。 

 第３点目でございますが、県下１３市の旅費の取り扱いについて調べましたところ、壱岐対馬

を初め他市においても対馬市同様の取り扱いをしておるところがありますが、大半の市が宿泊パ

ック料金を実費として、いわゆる旅費の支給をしておるわけでございます。 

 また、今後の運用について監査意見をただしたいということでございますが、実は私も来月、

４月３０日をもって任期満了でございますので、後任者の職務権限を拘束するような考え方と申

しますか、そういうのは差し控えたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（波田 政和君）  １３番、大浦孝司君。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  今の監査委員さんのお話では、私は前回の１２月の執行権者の

意見に対しては、かなり監査委員としての的を得た内容だと思います。 

 問題は、もう一回ただしたいんですが、１７条の言葉がございます。「航空賃は現に支払った

運賃による」と。現という言葉は、実際に払ったという意味でございます。これは過去形でござ

いますから、実際に払ったという。実際にあったという。ところが、現行の運用では往復運賃の

概算払いを支給しておると。それが精算額であるという言い方であれば、この実際に使ったとい

うことが、今の対馬市役所の会計では不明確でございます、はっきり申し上げまして。 

 これを前回ただしたわけですが、もしそのような往復割引等、これに乗った場合に片道が１万

５,０００円前後浮きます、これ実際にそういうふうな数字が出ております。このことについて、

やはり総務部長の見解では、前回、自己申告により返納してもらわないかんという、これは私は

当たり前のことであって、まともな答弁だと思っております。 

 ですから、確かに市長の見解とは違いましたが、今後、今までのことはそれなりにいろいろあ

りましょうが、どうきちっとしていくかということは、特割に乗れと私は言いません。しかし、

精算はきちんとした方がいいじゃないですかと。監査委員さん、その１７条の現に支払ったとい

う解釈をこの条例の１本で基本を運用するわけですから、そこらについてさらにこの言葉につい

て確認をとりたいんですが、私の解釈でよろしいでしょうか。現にという意味です。 

○議長（波田 政和君）  代表監査委員、中島孝欣君。 

○代表監査委員（中島 孝欣君）  これも一つ、考え方になるわけでございますが、第２点目で申

し上げましたように、運用規定の中には、精算の場合、領収書を添付しなさいという条項がない

わけでございます。あくまで本人の申告ということであるわけでございます。航空運賃、実費実

費となっておりますが、御案内のようにパック料金というのは、宿泊料と航空賃等含んだものが

セットになっておるわけですから、今後につきましては、やはりきちっと運用というですか、基

準と申しますか、そういうものの見直しが必要になろうというふうに考えております。 

○議長（波田 政和君）  １３番、大浦孝司君。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  私ちょっと先ほども聞き違いをしておったような気がいたしま

す。本人の申告がない限り、領収書等の添付を義務づけない、こういうことですか。そういうふ

うな取り扱いの中で。今そういうお話されたですが。 

 ちょっと監査委員さん、一つお尋ねします。もしも何らかの形で概算払いを下回ることで出張

がなされた場合、これが個人申告で出らずに、何らかの形で違う、そうではないことが発覚した

場合、こうなった場合、公金である旅費の処分といいますか、これは言いにくいわけですけれど
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も、間違いを犯したということになりますね、そうなりませんか。要は行ったふりして行っとら

んちゅうわけじゃないですが、そこらのことが少し犯罪性を持つようなことにはなりませんか。 

 ちゅうのがですね、これは私、県の資料をいただいたんですが、そういうふうなことが載って

るんです。そういう事例で処分をされたとか、これはっきりそういう事例があっとります。長崎

県の県の場合は、そういうことをきちんと領収等で義務づけておられるそうです。そして１２月

の定例会の後、対馬島内に住む国家公務員の方から、「あんたんとこ、非常に財政が苦しいと言

いながら、公務員の世界はほとんど航空運賃は領収書をつけるんだよ」と。これは国家公務員の

ことでしょう。そういうふうな中で、「おかしいじゃないの、しっかりやってくださいよ」とい

うふうな意見も聞きました。 

 どうでしょう。そのお金の取り扱いちゅうのが、わからんやったらいいという、わかったらど

うなるんでしょうか。そこのところが私は今回問うとるつもりなんですが。 

○議長（波田 政和君）  代表監査委員、中島孝欣君どうぞ。 

○代表監査委員（中島 孝欣君）  先ほども申し上げましたように、４月３０日をもって任期満了

するわけですから、後任者の権限を拘束するような考え方というのは申し上げられませんよと、

こう言っておりますので、理解をしていただきたいと思います。 

○議長（波田 政和君）  １３番、大浦孝司君。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  議長に断りといたしまして申し上げたいんですが、監査委員さ

ん２名おられます。本日は代表監査委員の中島監査委員さんにおいで願ったんですが、任期が今

後あられる桐谷監査委員さんの御意見をそれなら拝聴したいんですが、いかがなものでしょうか。

議長、よろしいでしょうか。 

○議長（波田 政和君）  それは許可できません。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  参考的に。代表監査委員が４月でやめるから、そういうふうな

先のことは対応できないというふうな発言でございますので、しかしチェックするというのが監

査委員の仕事でございます。そこにそういう発言であれば、残られた桐谷監査委員さんの御意見、

参考的に聞かせていただきたい。議長、だめでしょうか、お願いします。 

○議長（波田 政和君）  それでは、休憩でよろしいですか。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  はい、いいです。 

○議長（波田 政和君）  暫時休憩します。 

午前10時19分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時22分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。１３番、大浦孝司君。 
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○議員（１３番 大浦 孝司君）  現行のそういう運用の中では、規則の中ではそういうチェック

資料がないからどうにもならないというふうな言葉であるわけですが、現実の中で私も前回も申

し上げましたが、例えば全日空と日本航空はほぼ同一値段でございます。２大会社の料金は。と

ころがスカイマークエアライン、これは福岡東京間１０便あります、１日に。これは多分１万

８,０００円かそこらやったと思います。ちょっと資料が、普通運賃が１万９,０００円です、普

通運賃が。前割が１万４,０００円から１万、だから普通運賃で１万９,０００円で行けるわけ、

何もしなくても往復もへったくれもない。そうすりゃ３万ちょっと旅費をもらうわけです。３万

６５０円、往復運賃の実際もらう金が。そうすれば１万そこらもうそこで浮くんです。往復２万

浮くんです。 

 そういうふうな現実があるんです。だから、私は公正な取り扱いをする監査委員の立場として

は、これは当然行政側とすり合わせるひとつの要請として、新年度から往復割引料金、これは領

収書にかわる、もしくは半券、これを添付することを義務づけない限り、対馬市の公金を扱う一

つのチェックとして十分な機能が果たせないというふうに指摘をしたいと思います。 

 ですから、現行はそうあっても、今後においてはそれを義務づけさせて、お互い疑われること

がないような運用をやることを、私は４月までとか言いますが、そういうふうなことを行政側に

要望したりとか、私はそういう前向きな御意見が欲しかったんですが。 

 それと、その職務代理者の中島総務部長の方にも、今後はそういうふうなことでやれば、お互

いに変な見られ方しなくてもいいと思いますし、そういうふうな思いを起こしてほしいと思いま

す。 

 コメントはされないと思いますが、前回、市長とやったんですが、しかし職務代理の中島部長

の答弁を私は見つかったら返さない、当たり前やないかというふうなことでございましたので、

これは普通の考えだと、こう思っております。 

 いかがでしょうか、平成２０年度に向かう中で、最後に職務代理者のコメントをいただきたい

んですが、議長よろしいでしょうか。お断りいたしますか。 

○議長（波田 政和君）  代表監査。 

○代表監査委員（中島 孝欣君）  実は私もこの点につきまして、理事者方に要望があるわけでご

ざいます。それをちょっと答弁と時間がずれましたけれども、実は理事者側にお願い、要望があ

るわけでございますが、大浦議員の答弁に関連をいたしまして、近々新執行部をスタートするこ

とでございますので、運用の見直しを前向きに検討されたらいかがなものでしょうかと。これは

十分３点ほど考え方を申し上げましたので、それを十分踏まえた上での検討をひとつよろしくお

願いしときます。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  最後に部長のコメントが許してもらえるならば、だめですか。 
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○議長（波田 政和君）  暫時休憩します、それなら。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  もういいです。 

○議長（波田 政和君）  暫時休憩します。 

午前10時27分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時27分再開 

○議長（波田 政和君）  それでは再開します。 

 １３番、大浦孝司君。 

○議員（１３番 大浦 孝司君）  今の代表監査委員さんの言葉で私は十分だと思います。そのこ

とを今後すり合わせて、適正な監査ができるように整われれば、私は本日の一般質問をこれで終

わります。 

 以上でございます。 

○議長（波田 政和君）  これで１３番議員の質問は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（波田 政和君）  以上で、市政一般質問を終わります。 

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 

午前10時28分散会 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

議事日程（第４号） 

                       平成20年３月24日 午前10時20分開議 

    日程第１ 議案第８号 平成２０年度対馬市一般会計予算 

    日程第２ 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

         議案第18号 平成２０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

         議案第19号 平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算 

         議案第21号 対馬市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

         議案第22号 対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を 

               改正する条例について 

         議案第23号 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部 

               を改正する条例について 

         議案第24号 対馬市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条 

               例について 

         議案第25号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例につい 

               て 

         議案第29号 対馬市情報センター条例の制定について 

         議案第30号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の制定について 

         議案第31号 対馬市職員の育児休業等に関する条例の制定について 

         議案第32号 対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の制定について 

         議案第33号 対馬市旧金石城庭園条例の制定について 

         議案第35号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

         議案第36号 長崎県市町村総合事務組合の規約変更について 

         議案第41号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （一重地区） 

         議案第42号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （泉地区） 

    日程第３ 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 
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         議案第２号 平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号） 

         議案第３号 平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

         議案第４号 平成１９年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予 

               算（第１号） 

         議案第５号 平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予 

               算（第２号） 

         議案第９号 平成２０年度対馬市診療所特別会計予算 

         議案第10号 平成２０年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

         議案第11号 平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算 

         議案第12号 平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

         議案第13号 平成２０年度対馬市介護保険特別会計予算 

         議案第14号 平成２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

         議案第15号 平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算 

         議案第26号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 

               て 

         議案第27号 対馬市介護保険条例の一部を改正する条例について 

         議案第34号 対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

    日程第４ 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

         議案第６号 平成１９年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第 

               ２号） 

         議案第７号 平成１９年度対馬市水道事業会計補正予算（第３号） 

         議案第16号 平成２０年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

         議案第17号 平成２０年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

         議案第20号 平成２０年度対馬市水道事業会計予算 

         議案第28号 対馬市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

         議案第37号 市道の認定について（濃部柳ヶ浦線） 

         議案第38号 市道の認定について（濃部ダ道メゴノ木線） 

         議案第39号 市道の認定について（ミトド１号線） 

         議案第40号 市道の認定について（ミトド２号線） 

    日程第５ 陳情第２号 「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自 

               然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳 

               情について 
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    日程第６ 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

    追加日程第１ 発議第２号 議会広報特別委員会設置に関する決議について 

    追加日程第２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第８号 平成２０年度対馬市一般会計予算 

    日程第２ 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

         議案第18号 平成２０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

         議案第19号 平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算 

         議案第21号 対馬市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

         議案第22号 対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を 

               改正する条例について 

         議案第23号 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部 

               を改正する条例について 

         議案第24号 対馬市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条 

               例について 

         議案第25号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例につい 

               て 

         議案第29号 対馬市情報センター条例の制定について 

         議案第30号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の制定について 

         議案第31号 対馬市職員の育児休業等に関する条例の制定について 

         議案第32号 対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の制定について 

         議案第33号 対馬市旧金石城庭園条例の制定について 

         議案第35号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

         議案第36号 長崎県市町村総合事務組合の規約変更について 

         議案第41号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （一重地区） 

         議案第42号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （泉地区） 

    日程第３ 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

         議案第２号 平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号） 
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         議案第３号 平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

         議案第４号 平成１９年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予 

               算（第１号） 

         議案第５号 平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予 

               算（第２号） 

         議案第９号 平成２０年度対馬市診療所特別会計予算 

         議案第10号 平成２０年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

         議案第11号 平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算 

         議案第12号 平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

         議案第13号 平成２０年度対馬市介護保険特別会計予算 

         議案第14号 平成２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

         議案第15号 平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算 

         議案第26号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 

               て 

         議案第27号 対馬市介護保険条例の一部を改正する条例について 

         議案第34号 対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

    日程第４ 議案第１号 平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

         議案第６号 平成１９年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第 

               ２号） 

         議案第７号 平成１９年度対馬市水道事業会計補正予算（第３号） 

         議案第16号 平成２０年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

         議案第17号 平成２０年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

         議案第20号 平成２０年度対馬市水道事業会計予算 

         議案第28号 対馬市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

         議案第37号 市道の認定について（濃部柳ヶ浦線） 

         議案第38号 市道の認定について（濃部ダ道メゴノ木線） 

         議案第39号 市道の認定について（ミトド１号線） 

         議案第40号 市道の認定について（ミトド２号線） 

    日程第５ 陳情第２号 「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自 

               然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳 

               情について 

    日程第６ 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
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    追加日程第１ 発議第２号 議会広報特別委員会設置に関する決議について 

    追加日程第２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 齋藤 久光君       ２番 堀江 政武君 

３番 小西 明範君       ４番 小宮 教義君 

５番 阿比留光雄君       ６番 三山 幸男君 

８番 初村 久藏君       ９番 吉見 優子君 

10番 糸瀬 一彦君       11番 桐谷  徹君 

12番 宮原 五男君       13番 大浦 孝司君 

14番 小川 廣康君       15番 大部 初幸君 

16番 兵頭  榮君       17番 上野洋次郎君 

18番 作元 義文君       19番 黒岩 美俊君 

20番 島居 邦嗣君       21番 武本 哲勇君 

22番 中原 康博君       23番 桐谷 正義君 

24番 畑島 孝吉君       25番 扇 作エ門君 

26番 波田 政和君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 小宮 政利君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長      永留 德光君  次長     橘  清治君 

参事兼課長補佐 阿比留 保君  副参事兼係長 三原 立也君 

主任      阿比留美香君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長職務代理者 …………………………………………………………… 中島  均君 

統括監 ……………………………………………………………………… 松原 敬行君 

統括監 ……………………………………………………………………… 清水 達明君 
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統括監 ……………………………………………………………………… 大浦 義光君 

総務課長 …………………………………………………………………… 平間 寿郎君 

政策部長 …………………………………………………………………… 阿比留博文君 

市民生活部長 ……………………………………………………………… 斉藤 勝行君 

福祉部長 …………………………………………………………………… 勝見 末利君 

保健部長 …………………………………………………………………… 山本 輝昭君 

観光商工部長 ……………………………………………………………… 長  信義君 

農林水産部長 ……………………………………………………………… 小島 憲治君 

建設部長 …………………………………………………………………… 川上  司君 

水道局長 …………………………………………………………………… 齋藤 清榮君 

教育長 ……………………………………………………………………… 米田 幸人君 

教育部長 …………………………………………………………………… 日高 一夫君 

美津島支所長 ……………………………………………………………… 内田  洋君 

豊玉支所長 ………………………………………………………………… 松井 雅美君 

峰支所長 …………………………………………………………………… 阿比留博幸君 

上県支所長 ………………………………………………………………… 武田 憲次君 

上対馬支所長 ……………………………………………………………… 梅野 茂希君 

消防長 ……………………………………………………………………… 阿比留仁志君 

会計管理者 ………………………………………………………………… 森田 健一君 

監査委員事務局長 ………………………………………………………… 阿比留義邦君 

農業委員会事務局長 ……………………………………………………… 瀬崎万壽喜君 

財政課長 …………………………………………………………………… 扇  照幸君 

────────────────────────────── 

午前10時20分開議 

○議長（波田 政和君）  おはようございます。報告いたします。小宮政利君より欠席の届け出が

あっております。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第８号 

○議長（波田 政和君）  日程第１、議案第８号、平成２０年度対馬市一般会計予算を議題としま

す。 

 本案について、平成２０年度一般会計予算審査特別委員長の審査報告を求めます。２４番、平
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成２０年度一般会計予算審査特別委員長、畑島孝吉君。 

○議員（２４番 畑島 孝吉君）  おはようございます。平成２０年度一般会計予算審査特別委員

会審査報告をいたします。 

 本定例会において、会議規則第３７条の規定に基づき、当委員会に付託されました議案第８号、

平成２０年度対馬市一般会計予算についての審査内容を同規則第１０３条の規定により報告しま

す。 

 当委員会は、３月１３日、１４日及び１７日の３日間、議場において担当部長等関係職員の出

席を求め、細部にわたり審査を行いました。 

 １３日は小宮政利、糸瀬一彦委員、１４日は小宮政利、桐谷徹委員、１７日は、小宮政利、黒

岩美俊委員が欠席しましたが、いずれも定足数に達しており、委員会を開催いたしました。審査

概要と特に質疑、意見が集中した点は次のとおりであります。 

 まず、歳入につきましては、国の地方再生対策が予定される中、地方交付税額の見込みについ

て、市税、特に現年課税の市民税及び固定資産税の徴収率、同滞納額や保育料の滞納等の内容、

低迷する徴収率の職員配置を含む改善対策について、市債発行額と返済計画についての質疑応答

が主なものであります。 

 次に、歳出面では、各款の共通事項で、保育所や福祉施設調理員等の業務委託者５４名を嘱託

員とし、委託料から報酬への組み替えを行っている。勤務形態について労働基準監督署等からの

改善指導に基づくものとのことであります。 

 また、予想を超える早期退職者数に、権限移譲等で事務量が増大する中、業務への支障の有無

に対し、支所を含む組織の見直し、職員の新規採用の前倒し等を検討中とのことであります。 

 １款議会費では、議長車の必要性についての意見が出され、検討し、早期に結論を出したいと

のことであります。 

 ２款総務費については、７目企画費のＣＡＴＶ施設整備工事に関し、工事の進捗状況と今後の

整備計画、入札業者選定方法の見直し、補修工事等の対応、新年度供用開始地区とその使用料の

徴収及び美津島町既存施設の撤去費等について、市民球団運営委託料、離島交流少年野球大会参

加負担金の必要性についての質疑が行われました。 

 ３款民生費は、１項１目社会福祉総務費の社会福祉協議会補助金、民生委員協議会連合会補助

金の内容について、３項生活保護費に関し、申請手続事務と受給者の動向及び実態の調査につい

て。 

 ４款衛生費については、１項４目環境衛生費の火葬場管理委託料の施設間の調整、８目斎場建

設費、建設工事の内容と全体計画、また、旧施設の解体計画の有無、２項２目塵芥処理費のク

リーンセンター、保守点検委託料と３目し尿処理費で厳美清華苑の機械設備定期点検委託料の必
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要性、業者選定方法、見積書の単価比較の実施、代替え燃料の検討を行うこと。 

 ６款農林水産業費１項３目農業振興費のイノシシ捕獲補助金、被害防止対策事業補助金の今後

の計画、３項２目水産業振興費では対馬ヒオウギ振興協議会及び水産種苗センターの現況、５目

漁場建設費、漁場再生整備工事の内容と使用天然石の島内産活用について。 

 ７款商工費では、企業誘致の成果と今後の重点取り組み内容について、３目観光費、施設管理

委託料の各施設の内容、特に湯多里ランドのバイオマスボイラーについて、国外観光客、韓国人

ですね、の動向と厳原、比田勝港の通関体制の早期改善。 

 ８款土木費は、６項２目住宅建設費の床谷改良住宅整備工事の必要性、現在の入居状況につい

て。 

 １０款教育費では、６項２目体育施設費の清掃管理委託料について、施設間の差を改善するよ

う再指摘、これは総務常任委員会で以前、指摘済みでございまして、承諾を理事者もしておりま

す。３目学校給食費の学校給食調理業務委託料、美津島町分についても、金額、方法等が変わら

ず改善するよう指摘。 

 等々について、追加資料の提出を求めながら審査した結果、議案第８号は原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、予算計上費目によっては、新市長が制約を受けるものが含まれており、理事者におかれ

ましては、新しい市長とよく協議の上、予算の執行に当たられますよう強く要望いたます。 

 以上、平成２０年度一般会計予算審査特別委員会の報告を終わります。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第８号、平成２０年度対馬市一般会計予算を採決します。この採決は起立によっ

て行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方の起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（波田 政和君）  起立多数であります。したがって、議案第８号は可決されました。 

 なお、お諮りいたします。平成２０年度対馬市一般会計予算が可決されたことに伴い、平成

２０年度対馬市一般会計審査特別委員会を終結したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、平成２０年度対馬市一般会計審査特

別委員会は終結することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１号・第１８号・第１９号・第２１号～第２５号・第２９号～第３３号・

第３５号・第３６号・第４１号・第４２号 

○議長（波田 政和君）  日程第２、総務文教常任委員長に付託した、議案第１号、平成１９年度

対馬市一般会計補正予算（第６号）から、議案第４２号、あらたに生じた土地の確認及び字の区

域の変更について（泉地区）までの１７件を一括して議題とします。 

 なお、念のため申し上げます。各常任委員会に分割して付託しております議案第１号、平成

１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）は、産業建設常任委員長の審査報告の後に一括して

審議することにいたしますので御了承願います。 

 各案について、総務文教常任委員長の審査報告を求めます。総務文教常任委員長、大部初幸君。 

○議員（１５番 大部 初幸君）  おはようございます。ただいまより総務文教常任委員会審査報

告をいたします。 

 平成２０年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託されました案件は、議案第１号、平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）のうち、歳

入は、所管委員会にかかる歳入、歳出中、１款議会費、２款総務費、９款消防費、１０款教育費、

１２款公債費、議案第１８号、平成２０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算、議案第

１９号、平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算、議案第２１号、対馬市移動通信用鉄塔

施設条例の一部を改正する条例について、議案第２２号、対馬市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例について、議案第２３号、対馬市職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例の一部を改正する条例について、議案第２４号、対馬市職員の給与の特例に関す

る条例の一部を改正する条例について、議案第２５号、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正

する条例について、議案第２９号、対馬市情報センター条例の制定について、議案第３０号、対

馬市自家用有償バス運行に関する条例の制定について、議案第３１号、対馬市職員の育児休業等

に関する条例の制定について、議案第３２号、対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の制定

について、議案第３３号、対馬市旧金石城庭園条例の制定について、議案第３５号、辺地に係る

公共的施設の総合的な整備計画について、議案第３６号、長崎県市町村総合事務組合の規約変更

について、議案第４１号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（一重地区）、

議案第４２号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（泉地区）の１７件でご

ざいます。 

 その審査の経過と結果を、同規則第１０３条の規定により御報告いたします。 
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 当委員会は、３月１８日、豊玉支所３階小会議室において、全委員出席のもと、中島総務部長、

阿比留政策部長、斉藤市民生活部長、川上建設部長、長観光商工部長、阿比留消防長、日高教育

部長、並びに各次長及び担当課長の出席を得て、慎重に審査をいたしました。 

 議案第１号、平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）のうち、歳入は、所管委員会に

かかる歳入、歳出中、１款議会費、２款総務費、９款消防費、１０款教育費、１２款公債費につ

いては、歳入・歳出ともに主なものは、それぞれの事業の確定及び見込みによる不用額の減額等

であります。 

 また、審査の過程において、小中学校の統合等により、遠距離通学をする児童・生徒もふえて

いると推察されるので、通学路において、道路状態が劣悪な箇所の早急な整備とあわせまして、

防犯灯が不足している区間も見受けられるので、徒歩・自転車等で通う児童・生徒が事件・事故

等に巻き込まれることのないよう、実態を調査の上、速やかな対応を求めたところであります。 

 さらに、６町合併後、対馬市となって４年が経過した今日、旧町の枠にとらわれることなく、

対馬全体を見渡して、効率的かつ適正な予算計上による、健全で有益な財政運営を要望しており

ます。 

 議案第１８号、平成２０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算については、予算総額

３,１３２万５,０００円の計上で、歳入の主なものは、事業収入４１８万８,０００円、赤字航

路に対する航路事業国庫補助金１,２００万円等であります。 

 歳出の主なものは、職員及び船員の人件費等で２,１９６万６,０００円、旅客船の運航に必要

な燃料費、修繕料等９２５万９,０００円であります。地域住民の重要な交通手段として、また、

年々増加傾向にある観光客を対象とした遊覧船として、複合的な活用が期待されるところであり

ます。 

 議案１９号、平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算については、予算総額３,３６０万

円の計上で、歳入の主なものは、売電事業収益３,２２３万６,０００円であり、歳出の主なもの

は、風力発電施設の維持管理費１,５０９万６,０００円、公債費１,４９８万９,０００円等であ

りますが、現在、千俵蒔山に設置されている２基の風車は、設置場所が接近しているため、風

向・風速等によっては、風車同士が影響を受け、故障につながるおそれがあることから、１基を

一時的に停止させなければならない状況が発生しています。この問題については、政策部におい

て精査し、今後の対策を検討するとのことであります。 

 議案第２１号、対馬市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例については、本年度移動

通信用鉄塔施設整備事業により、美津島町洲藻と上県町女連の２地区に、携帯電話の基地局が設

置されますので、条例にこの２局を追加するものであります。今後も、地域間格差が生じないよ

う携帯電話の不通話地区解消に努めていただきたいと思います。 
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 議案第２２号、対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につい

て及び議案第２３号、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

については、法律の改正に伴う条例の一部改正であります。 

 議案第２４号、対馬市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例については、財政

の早期立て直し、健全化に向けた取り組みの一環として、前年度に引き続き、一般職の給料を平

成２０年４月から平成２１年３月までの１年間、給料月額から１００分の５を削減するものであ

ります。 

 議案第２５号、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例については、対馬市立内院小

学校が児童の減少により、平成２０年度は、新５年生２人と新６年生１人の複式学級１クラスの

みの学級編成となるため、内院小学校を対馬市立久田小学校の分校とすることに伴う条例の一部

改正であります。 

 議案第２９号、対馬市情報センター条例の制定については、多元情報システムによる高度情報

化社会に適応した魅力あるまちづくりを推進するために、対馬市情報センターを設置することに

伴う条例の制定であります。 

 議案第３０号、対馬市自家用有償バス運行に関する条例の制定については、対馬市内の路線バ

スの赤字路線に対する対馬市の赤字補てんの軽減と、地域における需要に応じた交通手段の確保

のため、対馬市がスクールバスの空き時間を利用し、市営バスとして仁位廻線、仁位小鹿線の

２路線を運行することに伴う条例制定であり、市有財産の有効活用の好例となることを期待する

ところであります。 

 議案第３１号、対馬市職員の育児休業等に関する条例の制定については、地方公務員の育児休

業等に関する法律の一部改正に伴うものであります。 

 議案第３２号、対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の制定については、平成２０年４月

１日からパスポート発給に係る事務が、長崎県から対馬市へ権限移譲されます。パスポートを受

領する際には、収入印紙及び長崎県収入証紙を購入し、これを手数料として納めなければなりま

せん。市民の利便性を第一に考え、収入印紙及び長崎県収入証紙の売りさばき所をパスポート発

給窓口である対馬市本庁と上対馬支所に開設することに伴う条例の制定であります。 

 議案第３３号、対馬市旧金石城庭園条例の制定については、国の名勝指定を受け整備を進めて

おりました、旧金石城庭園を本年５月から一般公開するに当たり、文化財保護法第１１８条の規

定等に基づいて条例を制定するものでありますが、入園料（一般）３００円は、関係者において

十分に検討がなされ決定されたことは承知しておりますが、料金設定が高いのではないかとの意

見もありましたので、今後において入園者数の状況、市民の意向等を参考にしながら、社会ニー

ズに適応した管理運営を要望しております。 
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 議案第３５号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画については、賀谷辺地及び仁田辺地

の整備計画の策定について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律第３条第１項により提出されたものであります。 

 議案第３６号、長崎県市町村総合事務組合の規約変更については、既に組合に加入している五

島市が、平成２０年４月１日から交通災害共済に関する事務を長崎県市町村総合事務組合で共同

処理することに伴い、地方自治法第２９０条の規定により提出されたものであります。 

 議案第４１号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（一重地区）及び議案

第４２号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（泉地区）は、それぞれ公有

水面の埋め立てに伴い、地方自治法第９条の５第１項の規定により、あらたに生じた土地を確認

し、同法第２６０条第１項の規定により、字の区域を変更するものであります。 

 以上、議案第１号、議案第１８号、議案第１９号、議案第２１号から議案第２５号、議案第

２９号から議案第３３号、議案第３５号、議案第３６号、議案第４１号及び議案第４２号までの

計１７議案については、慎重に審査を行った結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定

をいたしました。 

 以上で、総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（波田 政和君）  これから議案第１号を除く１６件の委員長報告について一括質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１８号、平成２０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算及び議案第１９号、

平成２０年度対馬市風力発電事業特別会計予算、議案第２１号、対馬市移動通信用鉄塔施設条例

の一部を改正する条例についてから、議案第２５号、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正す

る条例についてまで、議案第２９号、対馬市情報センター条例の制定についてから、議案第

３３号、対馬市旧金石城庭園条例の制定についてまで、議案第３５号、辺地に係る公共的施設の

総合的な整備計画について及び議案第３６号、長崎県市町村総合事務組合の規約変更について、

議案第４１号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（一重地区）及び議案第

４２号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（泉地区）までの１６件を一括

して採決します。 

 各案に対する委員長の報告は可決であります。各案は委員長の報告のとおり決定することに御
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異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、各案はそれぞれ委員長の報告のとお

り可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１号～第５号・第９号～第１５号・第２６号・第２７号・第３４号 

○議長（波田 政和君）  日程第３、厚生常任委員会に付託した、議案第１号、平成１９年度対馬

市一般会計補正予算（第６号）から、議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定

についてまでの１５件を一括して議題とします。 

 各案について、厚生常任委員長の審査報告を求めます。厚生常任委員長、初村久藏君。 

○議員（８番 初村 久藏君）  おはようございます。厚生常任委員会審査報告をいたします。 

 平成２０年第１回定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付託されまし

た案件は、議案第１号、平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）、歳入は、所管委員会

にかかる歳入、歳出は、３款民生費、４款衛生費、議案第２号、平成１９年度対馬市診療所特別

会計補正予算（第４号）、議案第３号、平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第

２号）、議案第４号、平成１９年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予算（第１号）、

議案第５号、平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）、議案第９号、

平成２０年度対馬市診療所特別会計予算、議案第１０号、平成２０年度対馬市国民健康保険特別

会計予算、議案第１１号、平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算、議案第１２号、平成

２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算、議案第１３号、平成２０年度対馬市介護保険特別

会計予算、議案第１４号、平成２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算、議案第

１５号、平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算、議案第２６号、対馬市国民健康

保険条例の一部を改正する条例について、議案第２７号、対馬市介護保険条例の一部を改正する

条例について、議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定について、以上、補正

予算５件、２０年度当初予算７件、条例の改正２件、条例の制定１件の審査報告を同規則第

１０３条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 当委員会は、３月１８日、豊玉支所３階第２会議室において、全委員出席のもと、斉藤市民生

活部長、勝見福祉部長、山本保健部長、並びに各担当次課長の出席を求め、慎重に審査を行った

結果、本委員会に付託されました１５議案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。その審査概要について報告いたします。 

 議案第１号、平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）、歳入は、所管委員会にかかる

歳入、歳出は、３款民生費、４款衛生費であります。歳入の主なものは、国庫負担金、県負担金、
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社会福祉費で自立支援負担金であります。歳出の主なものは、３款民生費の２０節扶助費の自立

支援給付費２,７８３万１,０００円、３項生活保護費２０節扶助費の医療扶助費２,０００万円

の増であります。全体では減額であります。４款衛生費の減額の主なものは、老人保健事業委託

料と環境衛生費の合併浄化槽設置事業補助金の設置基数減による減額補正予算であります。 

 議案第２号、平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号）、増額補正で、歳入は、

仁田、鹿見、伊奈診療所の外来収入と、僻地１２診療所の県補助金であります。歳出の主なもの

は、豊玉、仁田、美津島管内各診療所の医薬材料費であります。 

 議案第３号、平成１９年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）、国・県の補助金の内

示変更及び職員の異動に伴う給与費等の減による一般会計よりの繰り入れの減額等が主なもので

す。 

 議案第４号、平成１９年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予算（第１号）、地域支

援事業の執行に伴う経費の調整を行うもので、減額の主なものは、職員給与費等及び介護予防支

援事業等の委託料であります。 

 議案第５号、平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）、主なもの

は、職員等の中途退職による給与等の減であります。 

 議案第９号、平成２０年度対馬市診療所特別会計予算、前年度予算額に４８.６％増の３億

２,３５９万８,０００円であります。歳入の主なものは、外来収入と県補助金、繰入金であり、

歳出の主なものは、一般管理費の嘱託職員報酬と職員給与、嘱託医謝礼と医薬材料費であります。 

 議案第１０号、平成２０年度対馬市国民健康保険特別会計予算、前年度予算額に８.８％減の

５１億９,８７０万４,０００円であり、後期高齢者医療制度の創設による老人保健拠出金等の減

が主な原因です。 

 議案第１１号、平成２０年度対馬市老人保健特別会計予算、前年度予算額に対し、９０.６％

減の３億９,５４７万円であります。平成２０年４月から施行されます新医療制度（後期高齢者

医療制度）の創設による減額予算であります。 

 議案第１２号、平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算、歳入歳出それぞれ３億

６,６４１万３,０００円であります。この特別会計は、本年度より国の医療制度改革に伴い新た

に創設された事業であります。 

 議案第１３号、平成２０年度対馬市介護保険特別会計予算、前年度予算額に５.２％減の

２８億６,６００万１,０００円であります。歳入の主なものは、徴収保険料と国庫支出金、県支

出金であり、歳出の主なものは、介護サービス給付費であります。 

 議案第１４号、平成２０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算、前年度予算額に

４.９％増の１億１,３８５万３,０００円であります。歳入の主なものは、介護保険特別会計か
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らの繰入金８,８７４万３,０００円であり、歳出の主なものは、地域包括支援センター３カ所の

運営に要する経費と介護予防事業等であります。 

 議案第１５号、平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算、前年度予算額に

２.６％減の歳入歳出４億５,８７３万１,０００円であります。歳入の主なものは、一般会計繰

入金１億６６７万４,０００円と介護給付費収入３億３６５万７,０００円で、歳出の主なものは、

特養浅茅の丘及び日吉の里の管理費であります。今後の検討課題として、経費削減のため民間委

託すべきとの意見もありました。 

 次に、条例の一部改正と条例の制定について報告します。 

 議案第２６号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、健康保険法等の一部

を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険の取り扱いの一部改正が必要になり、所要の改正を

行うものであります。 

 議案第２７号、対馬市介護保険条例の一部を改正する条例について、普通徴収の納期及び一部

字句の改正と平成２０年度における保険料の激変緩和措置を行うための改正であります。 

 議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定について、高齢者の医療の確保に関

する法律に基づき施行されます７５歳以上及び６５歳以上で一定の障害があり、認定を受けた被

保険者を対象とした新たな医療制度、後期高齢者医療制度の創設により、その運営に関し必要な

事項の制定であります。 

 なお、議案第１２号、平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算及び議案第３４号、対

馬市後期高齢者医療に関する条例の制定についての２議案に対する審査において、会議規則第

１０１条の規定により、少数意見の留保が行使され、委員長経由で少数意見報告書が議長に提出

されたことを申し添えます。 

 以上で、厚生常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（波田 政和君）  次に、議案第１２号、平成２０年度対馬市後期高齢者医療会計予算及び

議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定について、会議規則第１０１条第２項

の規定によって、少数意見報告書が提出されております。少数意見の報告を求めます。２１番、

武本哲勇君。 

○議員（２１番 武本 哲勇君）  私は、大浦孝司議員の賛同を得まして、本案に反対の立場から

討論を行います。 

 これらの議案は、４月１日から実施される７５歳以上を対象とした後期高齢者医療制度に伴う

特別会計予算と条例改定であります。 

 この制度のねらいは、端的に言いますと、７５歳以上の老人には、これまで以上の保険料をか

け、一方では、医療の制限をするのが目的であります。 
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 具体的に言いますと、年金生活者の多くは国保に加入しておられますし、サラリーマンや公務

員の扶養家族として被用者保険に入っておられる方、商店や自営業の方は国保に入り、企業に雇

用されている方は健保に加入しておられますが、この制度が導入されますと、７５歳の方はすべ

て国保や健保を脱退させられ、この制度に組み込まれます。 

 保険料は、年金が月額１万５,０００円以上の人は、介護保険料と合わせて年金から天引きさ

れます。本件の場合、保険料は１人当たり平均５万８,６３８円と新聞報道をされておりますが、

２年ごとに改定され、医療技術の向上や患者の増加などによる給付費の増加が保険料へとはね返

ります。 

 また、後期高齢者の人口増により保険料値上げがされるという仕組みになっております。保険

料は１０％、健保や国保からの支援金が４０％、国や自治体の負担が５０％で当初スタートをし

ます。 

 この保険料１０％が１２％、１５％と上がっていく仕組みになっているということであります。

保険料と介護保険料の合計額が年金額の２分の１を超える場合は対象外で個別徴収され、１年以

上滞納すると悪質滞納者ということで、保険証ではなく資格証明書が交付されます。 

 一方、医療給付は診療報酬を定額とし、保険医療に上限をつける、それ以上の手厚い治療を行

う病院は赤字となり、したがって、検査や投薬、手術などの制限、入院日数の短縮と早期退院を

促進されようとするものであります。 

 このように医療制限と病院追い出しをねらった報酬体系が検討されているのであります。これ

は、厚労省の社会保障審議会後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子というものに書かれておりま

す。 

 舛添厚労大臣も、今国会で、「国民皆保険制度のもとで、高齢者の医療を別建てでしている国

はほかに把握をしておりません」と答弁をしているように、天下の悪法であり、したがって、

３月１日現在、全国地方議会の２７％に当たる５０３議会が中止・見直しを求める意見書を採択

しております。ちなみに本県では、福江市が見直しの意見書を採択しております。 

 また、国政の場でも、野党４党が廃止法案を提案しているなど、この法案の内容が広く知られ

るに及んで反対の世論が高まっている現状であります。 

 政府は、一部手直しを言いだしましたが、基本線は変わりません。すべての人に必要な医療を

保険で給付するという国民皆保険を根底から覆し、さらなる医療難民を生み出す差別医療は絶対

に阻止すべきであります。 

 以上をもって反対討論といたします。議員諸氏の御賛同を願うものであります。 

○議長（波田 政和君）  これから議案第１号を除く１４件の委員長の報告について一括質疑を行

います。質疑はありませんか。２３番、桐谷正義君。 
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○議員（２３番 桐谷 正義君）  委員長報告に、今の反対討論の中にちょっとお尋ねいたします

が、まあ反対討論をされるのはそれぞれの考え方で自由だと思いますが、私は、先ほど議案第

８号ですか、平成２０年度対馬市一般会計予算で全員が全会一致で賛成した。 

 今、反対討論をされておる案件は、一般会計予算の８９ページにありますように、老人福祉費

の中で１９節負担金補助及び交付金の中で、後期高齢者医療広域連合負担金として３億１,６７４万

６,０００円が、この後期高齢者特別会計に歳出として出されております。 

 また、繰り出し金として２８節、同じく老人福祉費の中の２８節の繰り出し金として、後期高

齢者医療特別会計繰り出し金として１億３,６７４万９,０００円が歳出として出されております。 

 この２案に賛成をされておりながら、ここで反対をされるというのは非常に矛盾しておられる

んじゃないかと。この後期高齢者に特別会計に反対をされるのは、条例から特別会計予算に反対

をされるなら、一般会計の方から繰り出されておるとか、負担金補助金の交付金あたりでも、当

然、反対をしておくべきじゃなかったのか。その矛盾をどう考えておられるのか、委員会等でそ

の問題が論じられたのかどうか、委員長にお尋ねいたします。 

○議長（波田 政和君）  ２３番、今のは討論じゃなくて、討論は後に組んでいるんですけども、

内容が重なっとるかもわかりませんので御了承ください。委員長、初村久藏君。 

○議員（８番 初村 久藏君）  その件については、内容的に具体的な審議はしておりません。一

応、一般会計の分までは踏み込んではしておりません。 

 以上です。 

○議長（波田 政和君）  ２３番、桐谷正義君。 

○議員（２３番 桐谷 正義君）  これ、一般会計の分は後になるんですが、一般会計の特別委員

会の中には、全会一致で賛成したというのは、常任委員会の審査前にこれははっきりしておるわ

けですね。だから、そこに賛成をしておられる方々が、この案件に反対するというのは非常に矛

盾を感じるんですが、それをなぜ審査をしなかったのかちゅのは、私は非常におかしいんじゃな

いかと。 

 ここで反対討論をされるのは僕は構わんと思うんですが、当然、されるんなら、一般会計でも

反対をしとかんないかん。片や振り込みで賛成をしながら、片やで反対するというのは、少し矛

盾があるんではないかという意味のことを質問しておるわけですが、討論をしてそこを審査され

てなからねば、もうやむを得ません。（「休憩」と呼ぶ者あり） 

○議長（波田 政和君）  休憩します。 

午前11時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時16分再開 
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○議長（波田 政和君）  再開します。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  ほかにないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行いますが、２１番、討論を先ほどの内容と同じでよろしいですか。よろしい

ですね。 

 それでは、次に、賛成討論。６番、三山幸男君。 

○議員（６番 三山 幸男君）  私は、原案に賛成の立場から討論いたします。 

 今回の医療保険制度の改革には、急激な少子高齢化の進展の中で、国民の安心の基盤でありま

す医療保険制度を維持し、将来にわたって持続可能なものにするための医療給付費の伸びと国民

の負担との均衡を確保していくことが、主な改革の趣旨とされています。 

 どうしても、高齢化社会、あるいは少子化社会を構えて、それをどう切り抜けていこうかと考

えたときに、高齢者にも応分の負担をしていただき、若い人の負担を少しでも軽減したいとの思

いと思います。 

 この制度につきましては、まだ、制度自体が始まっておらず、どういったふうになるのか不明

な点もあると思います。制度が始まってから、変更や見直すことが必要であれば変更していくと

いう考え方もあると思います。この高齢化社会を考えたとき、みんなが幸せに暮らせるように、

そういう制度を構築することが大事ではないでしょうか。 

 また、この制度につきましては、対馬市議会においても、平成１９年１月臨時議会で広域連合

への加入が議決されています。県下２３市町が加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が運営す

ることとなり、私自身も広域連合の議員に選出されており、平成２０年２月８日の定例会で議案

を承認し、制度を発足させ、なるべくよい制度にしていくということに努めていきたいと思いま

す。 

 以上で、原案に対し賛成の討論といたします。 

○議長（波田 政和君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２号、平成１９年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号）から議案第５号、

平成１９年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）まで、議案第９号、平成

２０年度対馬市診療所特別会計予算から議案第１５号、平成２０年度対馬市特別養護老人ホーム

特別会計予算まで、議案第２６号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例について及び
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議案第２７号、対馬市介護保険条例の一部を改正する条例についてまで、議案第３４号、対馬市

後期高齢者医療に関する条例の制定についてまでの１４件中、議案第１２号、平成２０年度対馬

市後期高齢者医療特別会計予算及び議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定に

ついての２件を除く１２件を一括して採決します。各案に対する委員長の報告は可決であります。

各案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、各案はそれぞれ委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第１２号、平成２０年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算を採決します。この採

決は起立によって行います。議案第１２号に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（波田 政和君）  起立多数であります。したがって、議案第１２号は可決されました。 

 次に、議案第３４号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の制定についてを採決します。この

採決は起立によって行います。議案第３４号に対する委員長報告は可決であります。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（波田 政和君）  起立多数であります。したがって、議案第３４号は可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１号・第６号・第７号・第１６号・第１７号、第２０号・第２８号・第

３７号～第４０号 

○議長（波田 政和君）  日程第４、産業建設常任委員会に付託した、議案第１号、平成１９年度

対馬市一般会計予算（第６号）から議案第４０号、市道の認定について（ミトド２号線）までの

１１件を一括して議題とします。 

 各案について、産業建設常任委員長の審査報告を求めます。産業建設常任委員長、三山幸男君。 

○議員（６番 三山 幸男君）  産業建設常任委員会審査報告書、平成２０年第１回対馬市議会定

例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付託されました案件は、議案第１号、

平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）、歳入は、所管委員会にかかる歳入、歳出は、

６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費、議案第６号、平成１９年度対

馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）、議案第７号、平成１９年度対馬市水道事業会計

補正予算（第３号）、議案第１６号、平成２０年度対馬市簡易水道事業特別会計予算、議案第

１７号、平成２０年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算、議案第２０号、平成２０年度対馬
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市水道事業会計予算、議案第２８号、対馬市営住宅管理条例の一部を改正する条例について、議

案第３７号、市道の認定について（濃部柳ケ浦線）、議案第３８号、市道の認定について（濃部

ダ道メゴノ木線）、議案第３９号、市道の認定について（ミトド１号線）、議案第４０号、市道

の認定について（ミトド２号線）、計１１件でございます。 

 その審査の経過と結果を、同規則第１０３条の規定により御報告いたします。 

 当委員会は、３月１８日、豊玉支所３階第１会議室において、小宮政利委員は欠席、市長部局

より長観光商工部長、小島農林水産部長、川上建設部長、齋藤水道局長並びに各次長及び担当課

長の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 議案第１号、平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）、歳入は、所管委員会にかかる

歳入、歳出は、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費において歳出の

主なものは、６款農林水産業費では、ながさき「食と農」支援事業補助金の事業費、アスパラガ

スハウス施設整備事業費の確定による４８６万６,０００円の減額、イノシシ捕獲補助金

５７０頭分６８４万円の増額が主なものであります。７款商工費では、観光パンフレットの印刷

に５６万円の増額、これは日本語版とハングル版の増刷をするものであります。８款土木費の主

なものは、事業費の決定によります各事業の入札執行残等による工事請負費の減額です。１１款

災害復旧費におきましても、事業費の決定により道路災害復旧費１,６０４万７,０００円、河川

災害復旧費２,３３４万９,０００円の減額であります。 

 議案第６号、平成１９年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）では、前年度繰越

金２,０００万円を計上し、事業費の変更減額分と合わせ、財政調整基金積立金３,４００万円を

積み立てるものであります。 

 議案第７号、平成１９年度対馬市水道事業会計補正予算（第３号）は、事業の確定による不用

額の減額であります。 

 議案第１６号、平成２０年度対馬市簡易水道事業特別会計予算、議案第１７号、平成２０年度

対馬市集落排水処理施設特別会計予算、議案第２０号、平成２０年度対馬市水道事業会計予算の

３議案につきましては、財政状況の厳しい中において適正な予算計上がされており、適切かつ効

率的な予算執行を望むところです。 

 議案第２８号、対馬市営住宅管理条例の一部を改正する条例については、暴力団員による不当

な行為の防止などに関する法律に基づいて、入居者及びその親族または同居者が暴力団員である

ときは、承認してはならないとするものです。 

 議案第３７号、市道の認定について（濃部柳ケ浦線）、議案第３８号、市道の認定について

（濃部ダ道メゴノ木線）、議案第３９号、市道の認定について（ミトド１号線）、議案第４０号、

市道の認定について（ミトド２号線）の４議案は、国道改良により市道に認定するものであり、
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道路法第８条第２項の規定により提出されたものであります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第１号、議案第６号、議案第７号、議案第１６号、議案

第１７号、議案第２０号、議案第２８号、議案第３７号から議案第４０号までの計１１件につき

ましては慎重に審査した結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、産業建設常任委員会審査報告を終わります。 

○議長（波田 政和君）  これから議案第１号を除く１０件の委員長報告について、一括質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６号、平成１９年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）及び議案

第７号、平成１９年度対馬市水道事業会計補正予算（第３号）、議案第１６号、平成２０年度対

馬市簡易水道事業特別会計予算及び議案第１７号、平成２０年度対馬市集落排水処理施設特別会

計予算、議案第２０号、平成２０年度対馬市水道事業会計予算、議案第２８号、対馬市営住宅管

理条例の一部を改正する条例について、議案第３７号、市道の認定について（濃部柳ケ浦線）か

ら議案第４０号、市道の認定について（ミトド２号線）までの１０件を一括して採決します。各

案に対する委員長の報告は可決であります。各案は委員長の報告とのとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、各案はそれぞれ委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、各常任委員会に分割して付託しておりました、議案第１号、平成１９年度対馬市一般会

計補正予算（第６号）について質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１号、平成１９年度対馬市一般会計補正予算（第６号）を採決します。本案に

対する各委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
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起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（波田 政和君）  起立多数であります。したがって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．陳情第２号 

○議長（波田 政和君）  日程第５、陳情第２号、「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣補殺

ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳情についてを議題とします。 

 産業建設委員長の報告を求めます。産業建設委員長、三山幸男君。 

○議員（６番 三山 幸男君）  産業建設常任委員会審査報告書、平成２０年第１回対馬市議会定

例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付託されました、陳情第２号、「鳥

獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣補殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める

意見書採択の陳情について審査の経過及び結果を、同規則第１０３条の規定により次のとおり報

告いたします。 

 本委員会は、３月１８日、豊玉支所３階会議室において、小宮政利委員は欠席でありましたが、

委員会を開催し審査を行いました。 

 この「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」いわゆる「鳥

獣被害防止特措法」は、昨年１２月、鳥獣による農林水産業などにかかわる被害防止のための施

策を、総合的かつ効果的に推進し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に付与することを

目的に制定されたものであります。 

 今回の陳情は、野生鳥獣補殺優先でなく、鳥獣が帰れる広葉樹の森の復元、当面の被害防除に

こそ予算を優先的に使うことを求めているものであり、その趣旨は十分理解できるものがありま

す。 

 本委員会においては、平成２０年２月２１日、農林水産省告示の「施策を実施するための基本

的な指針」を調査研究し、その内容については鳥獣の補殺のみならず、侵入防止さくなどの設置

等による被害防止対策、被害防止技術の開発及び普及、技術指導者の育成など、今回の陳情に求

められている被害防止の施策も十分網羅されております。 

 また、被害防止施策を講じるに当たっては、生物の多様性の確保にも十分留意し、著しく減少

している鳥獣等については、その保護が図られるよう十分配慮するものとされています。野生鳥

獣を人間とのあつれきのない場所で保護することは、大変すばらしいことであり大いに賛同でき

ます。しかしながら、鳥獣等の増加により、農林水産業などにおける被害が増加していることも、

また現実であります。 
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 このような状況を考慮した場合、その予算の執行においては、特定の施策を優先することなく、

各地域の現状に応じた施策を計画的に、効率的に実施することが望ましいものと思われます。 

 本委員会としましては、このようなことを総合的に考慮し、陳情第２号、「鳥獣被害防止特措

法」関連予算を、鳥獣補殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳

情については、不採択とすべきと決定をいたしました。 

 以上で、産業建設常任委員会審査報告といたします。 

○議長（波田 政和君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから陳情第２号、「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣補殺ではなく自然林復元と被

害防除に使うこと等を求める意見書採択の陳情についてを採決します。本案に対する委員長の報

告は不採択であります。陳情第２号を不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（波田 政和君）  起立多数であります。したがって、陳情第２号は不採択とすることに決

定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

○議長（波田 政和君）  日程第６、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選

にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法は、議長が指名することとしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

 まず、選挙管理委員会委員４人を指名します。選挙管理委員会委員に円城雄司君、井鷹志君、

井次男君、庄司智博君、以上４名を指名します。 
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 お諮りします。ただいま指名した方々を選挙管理委員会委員の当選者と定めることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名した４人が選挙管理委

員会委員に当選されました。 

 次に、補充員は、第１位、多田國雄君、第２位、日高光博君、第３位、河合徹君、第４位、佐

伯勲君、以上４名を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名した方々を選挙管理委員会委員補充員の当選者と定めることに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名した４人が、その順序

のとおり、選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

 昼食休憩とします。開会は１３時から。 

午前11時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時59分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 お諮りします。各議員へ配付のとおり追加議事日程として議題とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議事日程に追加して議題とすること

に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．発議第２号 

○議長（波田 政和君）  追加日程第１、発議第２号、議会広報特別委員会設置に関する決議につ

いてを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。１５番、大部初幸君。 

○議員（１５番 大部 初幸君）  こんにちは。済みません、ちょっと待ってください。済みませ

ん、対馬市議会議長波田政和様、議会広報特別委員会設置に関する決議について、上記の議案を

別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。提出者、大部初幸、賛成者、初村久藏、

同じく三山幸男。 

 議会広報特別委員会設置に関する決議、次のとおり議会広報特別委員会を設置するものとする。
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名称、議会広報特別委員会。設置の根拠、地方自治法第１１０条及び委員会条例第６条、目的、

議会広報の調査及び発行、委員の定数、６名以内、期限、平成２１年５月３１日（議員の任期満

了日）までとし、なお、閉会中も調査及び発行を行うことができる。 

 以上です。 

○議長（波田 政和君）  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております発議第２号は、会議規則第３７条第２項の規定

によって、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、発議第２号は委員会の付託を省略す

ることに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから発議第２号、議会広報特別委員会設置に関する決議についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、発議第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 お諮りします。議会広報特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定

により、糸瀬一彦君、堀江政武君、武本哲勇君、上野洋次郎君、小西明範君、齋藤久光君を指名

したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、議会広報特別委員会の委員は、糸瀬

一彦君、堀江政武君、武本哲勇君、上野洋次郎君、小西明範君、齋藤久光君に決定しました。 

 暫時休憩します。 

午後１時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時10分再開 

○議長（波田 政和君）  再開します。 

 ただいま議会広報特別委員長及び副委員長が決定した旨、通知を受けましたので報告します。 
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 委員長に武本哲勇君、副委員長に上野洋次郎君、以上のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

○議長（波田 政和君）  追加日程第２、常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題とし

ます。 

 総務文教常任委員長、厚生常任委員長及び産業建設常任委員長より、お手元に配付のとおり、

閉会中の所管事務調査の申し出があっております。 

 お諮りします。各常任委員長より申し出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、各常任委員長より申し出のとおり、

閉会中の所管事務調査とすることに決定しました。 

 お諮りします。本議会における議決の結果、条項、字句、数時、その他において整理を有する

ものがあるのではないかと思料されます。その整理権を会議規則第４３条の規定によって議長に

委任願います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（波田 政和君）  異議なしと認めます。したがって、整理権を議長に委任することに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（波田 政和君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 市長職務代理者よりあいさつの申し出があっておりますのでお受けいたします。職務代理者、

中島均君。 

○市長職務代理者総務部長（中島  均君）  閉会に当たりまして一言お礼のあいさつを申し上げ

ます。 

 本定例会におきましては、３月１１日から本日までの１４日間の長期にわたりまして慎重に御

審議をいただき、御提案申し上げましたすべての議案につきまして御決定を賜り、厚くお礼を申

し上げたいと思います。 

 議決いただきました案件につきましては、適正な事務処理に努めまして、速やかに対処してま

いりたいと思います。 

 さて、本定例会の開催につきましては、市長欠席での開会ということで、議員及び市民の皆様

方には多大な御迷惑をおかけしましたことを改めておわびを申し上げたいと思います。このたび

の議会運営に当たりまして、特段の御理解と御協力を賜りましたことを衷心より感謝申し上げる
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次第でございます。 

 なお、お手元に入院中の市長より議員の皆様へメッセージが届いておりますので、この場で私

が代読させていただきます。 

 皆さんおはようございます。任期最後の出席することができず非常に残念です。夢破れて山

河あり城春にして草木深し、ふるさとは遠きにありと思うもの、万感胸に迫るものがあります。

こんなに対馬が好きだったことに驚いております。このたびは、特に皆さんに御迷惑をかけて

しまいましたが、敗軍の将、兵を語るであります。 

 いろいろな思いがありましょうが、皆さんの対馬です。だれの対馬でもない、おれたちの、

私たちの対馬です。どうか、皆さんで力を合わせてよい対馬を、元気な対馬づくりを進めてく

ださい。私の願いはそれだけです。 

 最後になりましたが、議員諸兄の御健勝と御多幸を心より念じつつ、これであいさつにかえ

させていただきます。平成２０年３月２４日、小平記念東京日立病院にて、対馬市長松村良幸。 

以上でございます。 

 最後になりましたが、議員各位におかれましては、新市長のもと、市政の運営に一層、御協力

を賜りますようお願いいたしまして、甚だ簡単ではございますが、職務代理者としての閉会のあ

いさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（波田 政和君）  閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。 

 ３月１１日に開会いたしました平成２０年第１回定例会は、１４日間の会期の中で、平成

２０年度当初予算を初め議案全般にわたり終始熱心に審議していただき、ここに滞りなく閉会す

ることができました。議員各位はもとより、市長は緊急入院のため出席できませんでしたが、職

務代理者を初め市幹部の方々の御協力に対して心からお礼を申し上げます。 

 また、審議の過程で出されました貴重な御意見が、今後の行政運営に十分生かされていくこと

を期待します。 

 なお、議員各位には季節の変わり目であります。お体に十分御自愛いただき、御精進されます

ことを御祈念申し上げ、閉会のごあいさつといたします。 

 会議を閉じます。 

 平成２０年第１回対馬市議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

午後１時16分閉会 

────────────────────────────── 
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